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【公開版】

１．文章中の下線部は、Ｒ14 からＲ15 への変更箇所を示す。 

２．本資料（Ｒ14）は、11 月 29 日に提示した「設工認に係る補足説明資料 

本文、補足説明項目への展開（材構）（再処理施設） Ｒ14」に対し、11

月 30 日のヒアリングコメント等を踏まえて，記載内容を見直したもので

ある。 
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１．概要 

  本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 17 条 材料及び構造」

及び「第 37 条 材料及び構造」に関して、基本設計方針に記載する事項、

添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項について整理した結果

を示すものである。 

  整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。 

 

２．本資料の構成 

  「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。 

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。 

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。 

  別紙４：添付書類の発電炉との比較 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。（概要などは比較対象

外） 

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。 

  別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。 
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別紙 

:商業機密および核不拡散の観点から公開できない箇所
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条及び第三十七条 （材料及び構造）（1 / 16） 

技術基準規則 技術基準規則解釈 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（材料及び構造） 

第十七条 

 安全機能を有する

施設に属する容器及

び管並びにこれらを

支持する構造物のう

ち、再処理施設の安

全性を確保する上で

重要なもの (以下こ

の項において「容器

等」という。) の材

料及び構造は、次に

掲げるところによら

なければならない。

この場合において、

第一号及び第三号の

規定については、法

第四十六条第二項に

規定する使用前事業

者検査の確認を行う

までの間適用する。

DB① 

第三十七条 

 重大事故等対処設

備に属する容器及び

管並びにこれらを支

持する構造物のう

ち、再処理施設の安

全性を確保する上で

重要なもの (以下こ

の項において「容器

等」という。) の材

料及び構造は、次に

掲げるところによら

なければならない。

この場合において、

第一号 (容器等の材

料に係る部分に限

る。) 及び第二号の

規定については、法

第四十六条第二項に

規定する使用前事業

者検査の確認を行う

までの間適用する。

SA① 

第 17 条 

（材料及び構造） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 共通項目 

9. 設備に対する要求

9.3 材料及び構造

9.3.1 材料及び構造

安全機能を有する施設及び重大事故等対処

設備における材料及び構造にあっては，安全

機能を有する施設又は重大事故等対処設備に

属するもののうち以下のいずれかに該当する

ものを再処理施設の安全性を確保する上で重

要なもの(以下，安全機能を有する施設にあ

っては「安全機能を有する施設の容器等」，

重大事故等対処設備にあっては「重大事故等

対処設備の容器等」という。)として材料及

び構造の対象とする。DB①,②,③,④,SA①-

1,①-2,②-1,②-2,③-1,③-2,④ 

a.その機能喪失によって放射性物質等による

災害又は内部エネルギーの解放による災害

を及ぼすおそれがある機器区分(再処理第

１種機器から再処理第５種機器)に属する

容器及び管 DB①,SA①-1,①-2 

b.公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼす

おそれがあるもの及び放射線障害を防止す

る機能を有する安全上重要な施設又は重大

事故等対処設備に属する容器及び管 

DB①,SA①-1,①-2 

c.上記 a又は bに接続するポンプ及び弁(安

全上重要な施設又は重大事故等対処設備を

防護するために必要な緊急遮断弁を含

む。)DB②,④,SA②-1,②-2,④ 

d.上記 a，b又は cに直接溶接される支持構

造物であり，その破損により当該機器の損

壊を生じさせるおそれのあるもの DB①, 

SA①-1 

e.安全上重要な施設又は重大事故等対処設備

に属する内燃機関 DB③,SA③-1,③-2 

 

 

 

 

 

 

四、再処理施設の位置，構造

及び設備並びに再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造

及び設備 

ロ．再処理施設の一般構造

(3) 使用済燃料等の閉じ込め

に関する構造

（中略）
(i) 放射性物質を内包する系

統及び機器は，放射性物質が

漏えいし難い構造とする。ま

た，使用する化学薬品等を考

慮し，腐食し難い材料を使用

するとともに，腐食しろを確

保する設計とする。DB①,②,

⑤,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩,⑪,⑫

(7) その他の主要な構造

(i) 安全機能を有する施設

(g) 安全機能を有する施設

(ｲ) 安全機能を有する施設の

設計方針

２） 安全機能を有する施設

は，設計基準事故時及び設計

基準事故に至るまでの間に想

定される圧力，温度，湿度，

線量等各種の環境条件におい

て，その安全機能を発揮する

ことができる設計とする。DB

③ 

1.安全設計

1.4 使用済燃料等の閉じ込めに関する

設計

（中略） 
(1)放射性物質を内包する系統及び機器

は，使用する化学薬品，取り扱う放射

性物質，圧力及び温度並びに保守及び

修理の条件を考慮し，ステンレス鋼，

ジルコニウムその他の腐食し難い材料

を使用するとともに，腐食しろを確保

する設計とする。DB◇1 

さらに，溶接構造，爆着接合法による

異材継手，フランジ継手及び水封によ

り接続することにより，放射性物質が

漏えいし難い設計とする。DB◇1 

また，以下の基本方針により材料選定

及び異種材料の接続を行う。DB◇1,DB◇2  

ａ．材料選定の基本方針 

放射性物質を含む硝酸溶液を取り扱

う系統及び機器は，ステンレス鋼を使

用し，常圧沸騰状態で比較的硝酸濃度

の高い溶液を取り扱う場合にはジルコ

ニウムを使用する。DB◇1 ,DB◇2

（中略）
ｂ．異種材料の接続の基本方針

ジルコニウムとステンレス鋼との接

続は，爆着接合法による異材継手，フ

ランジ継手及び水封を使用する。

DB◇1,DB◇2

フランジ継手は，セル外において異

種材料の接続を行う場合に用いる。DB◇1 

また，水封は，保守が必要なセル内

の機器の気相部の接続に用いる。DB◇1  

1.7 その他の設計方針 

1.7.7 安全機能を有する施設の設計 

1.7.7.1 安全機能を有する施設の設計

方針 

(５) 安全機能を有する施設は，設計

基準事故時及び設計基準事故に至るま

での間に想定される圧力，温度，湿

度，線量等各種の環境条件において，

その安全機能を発揮できる設計とす

る。DB◇3

第１章 共通項目 

5. 設備に対する要求

5.2 材料及び構造等

設計基準対象施設（圧縮機，所内ボイ

ラ，蒸気タービン（発電用のものに限

る。），発電機，変圧器及び遮断器を

除く。）並びに重大事故等対処設備に

属する容器，管，ポンプ若しくは弁若

しくはこれらの支持構造物又は炉心支

持構造物の材料及び構造は，施設時に

おいて，各機器等のクラス区分に応じ

て以下のとおりとし，その際，日本機

械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格」（ＪＳＭＥ 設計・建

設規格）等に従い設計する。

DB④(P2から) 

DB⑤(P4へ) 

DB⑥(P6へ) 

DB⑦(P6へ) 

DB⑧(P6へ) 

DB⑨(P11へ) 

DB⑩(P11へ) 

DB⑪(P11へ) 

DB⑫(P11へ) 

DB⑬(P11へ) 

SA①-1(P3か

ら)  

SA①-2(P3か

ら) 

SA②-1(P3か

ら) 

SA②-2(P3か

ら) 

SA③-1(P3か

ら) 

SA③-2(P3か

ら) 

SA④(P3から) 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致

する箇所 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

紫字：ＳＡ設備に関する記載 

：発電炉との差異の理由    ：許可からの変更点等 

【許可からの変更点】 

放射性物質が漏えいし

難い構造とする設計及

び腐食し難い材料を使

用するとともに，腐食

しろを確保する設計の

うち，材料及び構造に

係る事項を具体化。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の要求を踏ま

え，再処理施設におけ

る材料及び構造の対象

範囲について具体化し

たため。 

【許可からの変更点】 

設計基準事故時及び設

計基準事故に至るまで

の間に想定される環境

条件を考慮した設計の

うち，材料及び構造に

係る事項を具体化。 

【許可からの変更点】 

安全上重要な施設を防

護するために必要な緊

急遮断弁の設計のう

ち，材料及び構造に係

る事項を具体化。 

【許可からの変更点】 

想定される重大事故等

が発生した場合におけ

る環境条件を考慮した

設計のうち，材料及び構

造に係る事項を具体

化。

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語

が異なるため。 

①（P2）へ

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の炉心支持構造物に

ついて，再処理施設では同

様の設計上の考慮を要する

対象機器がないため。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条及び第三十七条 （材料及び構造）（2 / 16） 

技術基準規則 技術基準規則解釈 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事

故等対処設備の容器等の材料及び構造(主要

な溶接部を含む。)は，施設時において，以

下の通りとし，その際，日本機械学会「発電

用原子力設備規格 設計・建設規格」等に準

拠し設計する。DB①,②,③,④,SA①-1,①-2,

②-1,②-2,③-1,③-2,④

リ．その他再処理設備の附属

施設の構造及び設備

(４) その他の主要な事項

(ⅴ) 溢水防護設備

安全機能を有する施設は，再

処理施設内における溢水が発

生した場合においても，安全

機能を損なわない設計とす

る。 

そのために，再処理施設内に

設置された機器及び配管の破

損（地震起因を含む。）によ

る溢水，再処理施設内で生じ

る異常状態（火災を含む。）

の拡大防止のために設置され

る系統からの放水による溢水

又は燃料貯蔵プール・ピット

等のスロッシングによる溢水

が発生した場合においても，

再処理施設内における扉，

堰，遮断弁等により溢水防護

対象設備が安全機能を損なわ

ない設計とする。DB④ 

(ⅱ) 重大事故等対処施設 

(ｂ) 重大事故等対処設備 

(ハ) 環境条件等

１） 環境条件

重大事故等対処設備は，内的

事象を要因とする重大事故等

に対処するものと外的事象を

要因とする重大事故等に対処

するものそれぞれに対して想

定される重大事故等が発生し

た場合における温度，圧力，

湿度，放射線及び荷重を考慮

し，その機能が有効に発揮で

きるよう，その設置場所（使

用場所）及び保管場所に応じ

た耐環境性を有する設計とす

るとともに，操作が可能な設

計とする。SA①-1,①-2,②-1,

②-2,③-1,③-2,⑤-1,⑤-2,

⑥,⑦,⑧,⑨,⑩

重大事故等時の環境条件につ

いては，重大事故等における

温度，圧力，湿度，放射線，

荷重に加えて，重大事故によ

る環境の変化を考慮した環境

9.12 溢水防護設備 

 

 

 

 

安全機能を有する施設は，再処理施設

内における溢水が発生した場合におい

ても，安全機能を損なわない設計とす

る。 

そのために，再処理施設内に設置され

た機器及び配管の破損（地震起因を含

む。）による溢水，再処理施設内で生

じる異常状態（火災を含む。）の拡大

防止のために設置される系統からの放

水による溢水又は燃料貯蔵プール・ピ

ット等のスロッシングによる溢水が発

生した場合においても，再処理施設内

における扉，堰，遮断弁等により溢水

防護対象設備が安全機能を損なわない

設計とする。また，燃料貯蔵プール・

ピット等の冷却機能及び燃料貯蔵プー

ル・ピット等への給水機能を維持でき

る設計とする。DB◇4

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設

計 

(３) 環境条件等

ａ．環境条件

重大事故等対処設備は，内的事象を要

因とする重大事故等に対処するものと

外的事象を要因とする重大事故等に対

処するものそれぞれに対して想定され

る重大事故等が発生した場合における

温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を

考慮し，その機能が有効に発揮できる

よう，その設置場所（使用場所）及び

保管場所に応じた耐環境性を有する設

計とするとともに，操作が可能な設計

とする。SA◇1  

重大事故等時の環境条件については，

重大事故等における温度，圧力，湿

度，放射線，荷重に加えて，重大事故

による環境の変化を考慮した環境圧

力，環境湿度による影響，重大事故等

設計基準対象施設（圧縮機，所内ボイ

ラ，蒸気タービン（発電用のものに限

る。），発電機，変圧器及び遮断器を

除く。）並びに重大事故等対処設備に

属する容器，管，ポンプ若しくは弁若

しくはこれらの支持構造物又は炉心支

持構造物の材料及び構造は，施設時に

おいて，各機器等のクラス区分に応じ

て以下のとおりとし，その際，日本機

械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格」（ＪＳＭＥ 設計・建

設規格）等に従い設計する。

 

 

 

ただし，重大事故等クラス２機器及び

重大事故等クラス２支持構造物の材料

及び構造であって，以下によらない場

合は，当該機器及び支持構造物が，そ

の設計上要求される強度を確保できる

ようＪＳＭＥ 設計・建設規格を参考

に同等以上の性能を有することを確認

する。 

また，重大事故等クラス３機器であっ

て，完成品は，以下によらず，消防法

に基づく技術上の規格等一般産業品の

規格及び基準に適合していることを確

認し，使用環境及び使用条件に対し

て，要求される強度を確保できる設計

とする。 

重大事故等クラス２容器及び重大事故

等クラス２管のうち主要な耐圧部の溶

接部の耐圧試験は，母材と同等の方

法，同じ試験圧力にて実施する。 

なお，各機器等のクラス区分の適用に

ついては，別紙「主要設備リスト」に

よる。 

 

DB④(P1 へ) 

SA⑤-1(P4，P6

へ) 

SA⑤-2(P4，P7

へ) 

SA⑥(P11 へ) 

SA⑦(P11 へ) 

SA⑧(P11 へ) 

SA⑨(P11 へ) 

SA⑩(P11 へ) 

【 「等」 の解説】

「「発電用原子力設備規

格 設計・建設規格」等」

の指す内容は，告示第

501 号，日本産業規格，

ASME，再処理施設用

ジルコニウム規格等で

あり，各機器が準拠する

具体的な規格及び基準

については設工認申請

書「準拠規格及び基準」

及び添付書類「強度及

び耐食性に関する説明

書」で示すため当該箇

所では「等」の記載を用

いた。

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，発電炉向けの規格である設

計・建設規格等を用いることから準拠と記

載。なお，再処理施設で用いる規格について

は，設工認申請書 添付書類「強度及び耐食性

に関する説明書」に取りまとめて示す。

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語

が異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では各機器毎にクラス区分の適

用を別紙の主要設備リストにて示して

いるが，再処理施設ではクラス区分の

適用がないため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のただし書きについて，再

処理施設では同様の設計上の考慮

を要する対象機器がないため。 

②（P7）へ

③（P11）へ

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉は各機器毎のクラス区分に応じ

た設計を記載しているが，再処理施設

ではクラス区分の適用がないため。 

①（P1）から
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温度，環境圧力，環境湿度に

よる影響，重大事故等時に汽 

水を供給する系統への影響，

自然現象による影響，人為事

象の影響及び周辺機器等から

の影響を考慮する。SA①-1,①

-2,②-1,②-2,③-1,③-2,④, 

⑤-1, ⑤-2,⑥,⑦,⑧,⑨,⑩

ⅰ）常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，

想定される重大事故等が発生

した場合における温度，圧

力，湿度，放射線及び荷重を

考慮し，その機能が有効に発

揮できるよう，その設置場所

（使用場所）に応じた耐環境

性を有する設計とする。SA①-

1,②-1,③-1,④,⑤-1,⑥,⑦,

⑧,⑨,⑩

ⅱ）可搬型重大事故等対処設備

可搬型重大事故等対処設備

は，想定される重大事故等が

発生した場合における温度，

圧力，湿度，放射線及び荷重

を考慮し，その機能が有効に

発揮できるよう，その設置場

所（使用場所）及び保管場所

に応じた耐環境性を有する設

計とする。SA①-2,②-2,③-2, 

⑤-2

時に汽水を供給する系統への影響，自

然現象による影響，人為事象の影響及 

び周辺機器等からの影響を考慮する。

SA◇1  

(ａ)常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，想定され

る重大事故等が発生した場合における

温度，圧力，湿度，放射線及び荷重を

考慮し，その機能が有効に発揮できる

よう，その設置場所（使用場所）に応

じた耐環境性を有する設計とする。

SA◇1  

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

可搬型重大事故等対処設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合におけ

る温度，圧力，湿度，放射線及び荷重

を考慮し，その機能が有効に発揮でき

るよう，その設置場所（使用場所）及

び保管場所に応じた耐環境性を有する

設計とする。SA◇1  

SA①-1(P1へ) 

SA①-2(P1へ) 

SA②-1(P1へ) 

SA②-2(P1へ) 

SA③-1(P1へ) 

SA③-2(P1へ) 

SA④(P1へ) 
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第十七条 

一 容器等に使用す

る材料は、その使用

される圧力、温度、

荷重その他の使用条

件に対して適切な機

械的強度及び化学的

成分を有すること。

DB⑤ 

第三十七条 

一 容器等がその設

計上要求される強度

及び耐食性を確保で

きるものであるこ

と。SA⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1.1 材料 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事

故等対処設備の容器等のうち常設のもの(以

下「常設重大事故等対処設備の容器等」とい

う。)は，第１章 共通項目の「9.1 安全機

能を有する施設」及び「9.2 重大事故等対

処設備」の要求事項を踏まえ，その使用され

る圧力，温度，荷重，腐食環境その他の使用

条件に対して，適切な機械的強度及び化学的

成分を有する材料を使用する設計とする。DB

⑤,SA⑤-1

重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型の

もの(以下「可搬型重大事故等対処設備の容

器等」という。)は，第１章 共通項目の

「9.2 重大事故等対処設備」の要求事項を

踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重そ

の他の使用条件に対して，日本産業規格等に

適合した適切な機械的強度及び化学的成分を

有する材料を使用する設計とする。SA⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 材料について 

(1) 機械的強度及び化学的成分

a. クラス１機器，クラス１支持構造

物及び炉心支持構造物は，その使用さ

れる圧力，温度，水質，放射線，荷重

その他の使用条件に対して適切な機械

的強度及び化学的成分（使用中の応力

その他の使用条件に対する適切な耐食

性を含む。）を有する材料を使用す

る。

b. クラス２機器，クラス２支持構造

物，クラス３機器，クラス４管，重大

事故等クラス２機器及び重大事故等ク

ラス２支持構造物は，その使用される

圧力，温度，荷重その他の使用条件に

対して適切な機械的強度及び化学的成

分を有する材料を使用する。

c. 原子炉格納容器又は原子炉格納容

器支持構造物は，その使用される圧

力，温度，湿度，荷重その他の使用条

件に対して適切な機械的強度及び化学

的成分を有する材料を使用する。

d. 高圧炉心スプレイ系ストレーナ，

低圧炉心スプレイ系ストレーナ及び残

留熱除去系ストレーナは，その使用さ

れる圧力，温度，荷重その他の使用条

件に対して適切な機械的強度及び化学

的成分を有する材料を使用する。

e. 重大事故等クラス３機器は，その

使用される圧力，温度，荷重その他の

使用条件に対して日本工業規格等に適

合した適切な機械的強度及び化学的成

分を有する材料を使用する。

(2) 破壊じん性

a. クラス１容器は，当該容器が使用

される圧力，温度，放射線，荷重その

他の使用条件に対して適切な破壊じん

性を有する材料を使用する。また，破

壊じん性は，寸法，材質又は破壊じん

性試験により確認する。

原子炉圧力容器については，原子炉圧

力容器の脆性破壊を防止するため，中

性子照射脆化の影響を考慮した最低試

験温度を確認し，適切な破壊じん性を

維持できるよう，原子炉冷却材温度及

び圧力の制限範囲を設定することを保

安規定に定めて管理する。

DB⑤(P1から) 

SA⑤-1(P2か

ら) 

SA⑤-2(P2か

ら) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では内包す

る腐食性流体の種類に

応じて適切な腐食対策

を講じることから，材

料選定における腐食性

流体に対する耐食性の

考慮として，圧力，温

度，荷重と同等の設計

上の考慮として記載し

たため。 

【 「等」 の解説】

「日本産業規格等」の指

す内容は，法令（消防

法，高圧ガス保安法），

公的な規格（日本産業

規格）又はメーカ規格及

び基準であり，各機器が

準拠する具体的な規格

及び基準については添

付書類「強度及び耐食

性に関する説明書」で示

すため当該箇所では

「等」の記載を用いた。

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス 1機器等に係る機械的強度及び化学的成分（応力腐食割れの発生

抑制を含む。）について【5.2.1(1)a.】，発電炉のクラス１機器等では「解析に

よる設計」を踏まえた設計上の考慮事項が規定されているが，再処理施設では発

電炉におけるクラス３機器相当の設計を実施しており，同様の設計上の考慮を要

する対象機器がないため。 

なお，再処理施設における設計上の考慮事項については，補足説明資料「材構 02 

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について」にて詳細説明する。 

【許可からの変更点】 

放射性物質が漏えいし

難い構造とする設計及

び腐食し難い材料を使

用するとともに，腐食

しろを確保する設計の

うち，材料及び構造に

係る事項を具体化。 

（以下「9.3.1.3 主

要な溶接部」までの波

線部においても同じ） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用

語が異なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用

語が異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス１機器等に係る破壊じん

性について【5.2.1(2)a.】，発電炉のク

ラス１機器等では「解析による設計」を

踏まえた設計上の考慮事項が規定されて

いるが，再処理施設では発電炉における

クラス３機器相当の設計を実施してお

り，同様の設計上の考慮を要する対象機

器がないため。

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の原子炉格納容器等に係

る機械的強度及び化学的成分に

ついて【5.2.1(1)c.,d.】，再処

理施設では同様の設計上の考慮

を要する対象機器がないため。 
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b. クラス１機器（クラス１容器を除

く。），クラス１支持構造物（クラス

１管及びクラス１弁を支持するものを

除く。），クラス２機器，クラス３機

器（工学的安全施設に属するものに限

る。），原子炉格納容器，原子炉格納

容器支持構造物，炉心支持構造物及び

重大事故等クラス２機器は，その最低

使用温度に対して適切な破壊じん性を

有する材料を使用する。また，破壊じ

ん性は，寸法，材質又は破壊じん性試

験により確認する。

重大事故等クラス２機器のうち，原子

炉圧力容器については，重大事故等時

における温度，放射線，荷重その他の

使用条件に対して損傷するおそれがな

い設計とする。

c. 高圧炉心スプレイ系ストレーナ，

低圧炉心スプレイ系ストレーナ及び残

留熱除去系ストレーナは，その最低使

用温度に対して適切な破壊じん性を有

する材料を使用する。また，破壊じん

性は，寸法，材質又は破壊じん性試験

により確認する。

(3) 非破壊試験

クラス１機器，クラス１支持構造物

（棒及びボルトに限る。），クラス２

機器（鋳造品に限る。），炉心支持構

造物及び重大事故等クラス２機器（鋳

造品に限る。）に使用する材料は，非

破壊試験により有害な欠陥がないこと

を確認する。

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の非破壊試験について 

【5.2.1(3)】，発電炉のクラス１機器等

では「解析による設計」を踏まえた設計

上の考慮事項が規定されているが，再処

理施設では発電炉におけるクラス３機器

相当の設計を実施しており，同様の設計

上の考慮を要する対象機器がないため。 

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02 

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の高圧炉心スプレイ系ストレーナ

等 に 係 る 破 壊 じ ん 性 に つ い て

【5.2.1(2)c.】，再処理施設では同様の

設計上の考慮を要する対象機器がないた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス１機器等に係る破壊じん

性について【5.2.1(2)b.】，発電炉のク

ラス１機器等では「解析による設計」を

踏まえた設計上の考慮事項が規定されて

いるが，再処理施設では発電炉における

クラス３機器相当の設計を実施してお

り，同様の設計上の考慮を要する対象機

器がないため。

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。
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第十七条 

二 容器等の構造及

び強度は、次に掲げ

るところによるもの

であること。 

イ 設計上定める条

件において、全体的

な変形を弾性域に抑

えること。DB⑥

ロ 容器等に属する

伸縮継手にあって

は、設計上定める条

件で応力が繰り返し

加わる場合におい

て、疲労破壊が生じ

ないこと。DB⑦

ハ 設計上定める条

件において、座屈が

生じないこと。DB⑧

１ 第１項第２号イの

「全体的な変形を弾

性域に抑えること」

とは、構造上の全体

的な変形を弾性域に

抑えることに加え、

材料の引張り強さに

対しても十分な構造

強度を有することを

いう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1.2 構造 

9.3.1.2.1 安全機能を有する施設の容器等

及び常設重大事故等対処設備の容器等 

(1) 容器及び管

安全機能を有する施設の容器等及び常設重

大事故等対処設備の容器等の容器及び管(ダ

クトは除く。)は，第１章 共通項目の「9.1

安全機能を有する施設」及び「9.2 重大事

故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上

定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械

的荷重が負荷されている状態(以下「設計条

件」という。)において，全体的な変形を弾

性域に抑える及び座屈が生じない設計とす

る。DB⑥,⑧,SA⑤-1 

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水

素爆発の影響を受ける容器及び管は，設計条

件を超える水素爆発等の衝撃荷重が負荷され

る状態において，経路の破断や開口に至る塑

性変形が生じない設計とする。SA⑤-1 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重

大事故等対処設備の容器等のダクトは，設計

条件において，延性破断に至る塑性変形を生

じない設計とする。DB⑥,SA⑤-1 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重

大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設

計条件で応力が繰り返し加わる場合におい

て，疲労破壊が生じない設計とする。DB

⑦,SA⑤-1

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関

安全機能を有する施設の容器等及び常設重

大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁並

びに内燃機関は，設計条件において，全体的

な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない

設計とする。DB⑥,⑧,SA⑤-1 

(3) 支持構造物

安全機能を有する施設の容器等及び常設重

大事故等対処設備の容器等の支持構造物は，

設計条件において，延性破断及び座屈が生じ

ない設計とする。DB⑥,⑧,SA⑤-1 

 

5.2.2 構造及び強度について 

(1) 延性破断の防止

a. クラス１機器，クラス２機器，ク

ラス３機器，原子炉格納容器，炉心支

持構造物，重大事故等クラス２機器及

び重大事故等クラス３機器は，最高使

用圧力，最高使用温度及び機械的荷重

が負荷されている状態（以下「設計上

定める条件」という。）において，全

体的な変形を弾性域に抑える設計とす

る。 

c. クラス１管，クラス２容器，クラ

ス２管，クラス３機器，重大事故等ク

ラス２容器，重大事故等クラス２管及

び重大事故等クラス２支持構造物（重

大事故等クラス２機器に溶接により取

り付けられ，その損壊により重大事故

等クラス２機器に損壊を生じさせるお

それがあるものに限る。）は，設計上

定める条件において，座屈が生じない

設計とする。

f. クラス４管は，設計上定める条件

において，延性破断に至る塑性変形を

生じない設計とする。

b. クラス２機器，クラス３機器，原

子炉格納容器，重大事故等クラス２機

器の伸縮継手及び重大事故等クラス２

管（伸縮継手を除く。）は，設計上定

める条件で応力が繰り返し加わる場合

において，疲労破壊が生じない設計と

する。

i. クラス２支持構造物であって，ク

ラス２機器に溶接により取り付けら

れ，その損壊によりクラス２機器に損

壊を生じさせるおそれがあるものに

は，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおい

て，延性破断が生じない設計とする。

j. 重大事故等クラス２支持構造物で

あって，重大事故等クラス２機器に溶

接により取り付けられ，その損壊によ

り重大事故等クラス２機器に損壊を生

じさせるおそれがあるものは，設計上

定める条件において，延性破断が生じ

ない設計とする。

DB⑥(P1 から) 

DB⑧(P1 から) 

SA⑤-1(P2か

ら) 

DB⑥(P1 から) 

SA⑤-1(P2か

ら) 

DB⑦(P1 から) 

SA⑤-1(P2か

ら) 

DB⑥(P1 から) 

DB⑧(P1 から) 

SA⑤-1(P2か

ら) 

DB⑥(P1 から) 

SA⑤-1(P2か

ら) 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の重大事故

等対象設備の容器等の

うちダクトについて

は，安全機能を有する

施設の容器等のうちダ

クトと同等の性能水準

とすることを明確化し

たため。

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の安全機能

を有する施設の容器等

及び常設重大事故等対

処設備の容器等のうち

ポンプ及び弁並びに内

燃機関の構造の設計に

ついて明確化したた

め。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉におけるクラス 2支持構造物及び重大事故等クラス２

支持構造物と再処理施設における支持構造物は同様の設計で

あるものの，技術基準規則に基づく用語が異なるため。 

また，再処理施設では発電炉における運転状態の規定がない

ため設計条件と記載。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語が異

なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス４管はダクトが

該当するクラス区分であり，再

処理施設のダクトと同設計であ

るものの，技術基準規則に基づ

く用語が異なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語が異

なるため。 

⑧（P8 から）

⑦（P9）から

⑥（P7）から

⑤（P9）から

④（P7）へ
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9.3.1.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容

器等 

可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成

品は除く。）は，設計条件において，全体的

な変形を弾性域に抑える設計とする。SA⑤-2 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成

品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産

業用工業品の規格及び基準に適合しているこ

とを確認し，使用環境及び使用条件に対し

て，要求される強度を確保できる設計とす

る。⑤-2 

ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器

等のうち内燃機関は，完成品として一般産業

用工業品の規格及び基準で規定される温度試

験等を実施し，定格負荷状態において，要求

される強度を確保できる設計とする。SA⑤-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. クラス１機器，クラス２機器，ク

ラス３機器，原子炉格納容器，炉心支

持構造物，重大事故等クラス２機器及

び重大事故等クラス３機器は，最高使

用圧力，最高使用温度及び機械的荷重

が負荷されている状態（以下「設計上

定める条件」という。）において，全

体的な変形を弾性域に抑える設計とす

る。 

また，重大事故等クラス３機器であっ

て，完成品は，以下によらず，消防法

に基づく技術上の規格等一般産業品の

規格及び基準に適合していることを確

認し，使用環境及び使用条件に対し

て，要求される強度を確保できる設計

とする。 

b. クラス１支持構造物及び原子炉格

納容器支持構造物は，運転状態Ⅰ及び

運転状態Ⅱにおいて，全体的な変形を

弾性域に抑える設計とする。

c. クラス１支持構造物であって，ク

ラス１容器に溶接により取り付けら

れ，その損壊により，クラス１容器の

損壊を生じさせるおそれがあるもの

は，b. にかかわらず，設計上定める

条件において，全体的な変形を弾性域

に抑える設計とする。

d. クラス１容器（オメガシールその

他のシールを除く。），クラス１管，

クラス１弁，クラス１支持構造物，原

子炉格納容器（著しい応力が生ずる部

分及び特殊な形状の部分に限る。），

原子炉格納容器支持構造物及び炉心支

持構造物にあっては，運転状態Ⅲにお

いて，全体的な塑性変形が生じない設

計とする。また，応力が集中する構造

上の不連続部については，補強等によ

り局部的な塑性変形に止まるよう設計

する。

e. クラス１容器（オメガシールその

他のシールを除く。），クラス１管，

クラス１支持構造物，原子炉格納容器

（著しい応力が生ずる部分及び特殊な

形状の部分に限る。），原子炉格納容

器支持構造物及び炉心支持構造物は，

運転状態Ⅳにおいて，延性破断に至る

塑性変形が生じない設計とする。

f. クラス４管は，設計上定める条件

において，延性破断に至る塑性変形を

生じない設計とする。

SA⑤-2(P2か

ら) 

SA⑤-2(P2か

ら) 

SA⑤-2(P2か

ら) 

 

【 「等」 の解説】 

「温度試験等」の指す内容は，温

度試験，負荷試験等があるが，

具体的な検査内容については使

用前事業者検査実施要領書にて

明確にしていく事項であることか

ら当該箇所では「等」の記載を用

いた。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では可搬型

重大事故等対処設備の

容器等のうち内燃機関

に係る設計方針を明確

化したため。 

【 「等」 の解説】 

「消防法に基づく技術上の規格

等」の指す内容は，法令（消防

法，高圧ガス保安法），公的な規

格（日本産業規格）又はメーカ規

格及び基準であり，各機器が準

拠する具体的な規格及び基準に

ついては添付書類「強度及び耐

食性に関する説明書」で示すため

当該箇所では「等」の記載を用い

た

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス 1機器等に係る延性破断

の防止について【5.2.2(1)b.～e.】，発

電炉のクラス１機器等では「解析による

設計」を踏まえた設計上の考慮事項が規

定されているが，再処理施設では発電炉

におけるクラス３機器相当の設計を実施

しており，同様の設計上の考慮を要する

対象機器がないため。 

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02 

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用

語が異なるため。 

⑥（P6）へ

②（P2 から）

④（P6）から
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g. クラス１容器（ボルトその他の固

定用金具，オメガシールその他のシー

ルを除く。），クラス１支持構造物

（クラス１容器に溶接により取り付け

られ，その損壊により，クラス１容器

の損壊を生じさせるおそれがあるもの

に限る。）及び原子炉格納容器（著し

い応力が生ずる部分及び特殊な形状の

部分に限る。）は，試験状態におい

て，全体的な塑性変形が生じない設計

とする。また，応力が集中する構造上

の不連続部については，補強等により

局部的な塑性変形に止まるよう設計す

る。

h. 高圧炉心スプレイ系ストレーナ，

低圧炉心スプレイ系ストレーナ及び残

留熱除去系ストレーナは，運転状態

Ⅰ，運転状態Ⅱ及び運転状態Ⅳ（異物

付着による差圧を考慮）において，全

体的な変形を弾性域に抑える設計とす

る。

i. クラス２支持構造物であって，ク

ラス２機器に溶接により取り付けら

れ，その損壊によりクラス２機器に損

壊を生じさせるおそれがあるものに

は，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおい

て，延性破断が生じない設計とする。

j. 重大事故等クラス２支持構造物で

あって，重大事故等クラス２機器に溶

接により取り付けられ，その損壊によ

り重大事故等クラス２機器に損壊を生

じさせるおそれがあるものは，設計上

定める条件において，延性破断が生じ

ない設計とする。

(2) 進行性変形による破壊の防止

クラス１容器（ボルトその他の固定用

金具を除く。），クラス１管，クラス

１弁（弁箱に限る。），クラス１支持

構造物，原子炉格納容器（著しい応力

が生ずる部分及び特殊な形状の部分に

限る。），原子炉格納容器支持構造物

及び炉心支持構造物は，運転状態Ⅰ及

び運転状態Ⅱにおいて，進行性変形が

生じない設計とする。

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス 1機器等に係る延性破断

の防止について【5.2.2(1)g.】，発電炉

のクラス１機器等では「解析による設

計」を踏まえた設計上の考慮事項が規定

されているが，再処理施設では発電炉に

おけるクラス３機器相当の設計を実施し

ており，同様の設計上の考慮を要する対

象機器がないため。 

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02 

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の高圧炉心スプレイ系ストレーナ

等に係る延性破断の防止について

【5.2.2(1)h.】，再処理施設では同様の

設計上の考慮を要する対象機器がないた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の進行性変形による破壊の防止に

ついて【5.2.2(2)】，発電炉のクラス１

機器等では「解析による設計」を踏まえ

た設計上の考慮事項が規定されている

が，再処理施設では発電炉におけるクラ

ス３機器相当の設計を実施しており，同

様の設計上の考慮を要する対象機器がな

いため。

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。

⑧（P6 へ）
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(3) 疲労破壊の防止

a. クラス１容器，クラス１管，クラ

ス１弁（弁箱に限る。），クラス１支

持構造物，クラス２管（伸縮継手を除

く。），原子炉格納容器（著しい応力

が生ずる部分及び特殊な形状の部分に

限る。），原子炉格納容器支持構造物

及び炉心支持構造物は，運転状態Ⅰ及

び運転状態Ⅱにおいて，疲労破壊が生

じない設計とする。

b. クラス２機器，クラス３機器，原

子炉格納容器，重大事故等クラス２機

器の伸縮継手及び重大事故等クラス２

管（伸縮継手を除く。）は，設計上定

める条件で応力が繰り返し加わる場合

において，疲労破壊が生じない設計と

する。

(4) 座屈による破壊の防止

a. クラス１容器（胴，鏡板及び外側

から圧力を受ける円筒形又は管状のも

のに限る。），クラス１支持構造物，

原子炉格納容器支持構造物及び炉心支

持構造物は，運転状態Ⅰ，運転状態

Ⅱ，運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳにおい

て，座屈が生じない設計とする。

b. クラス１容器（胴，鏡板及び外側

から圧力を受ける円筒形又は管状のも

のに限る。）及びクラス１支持構造物

（クラス１容器に溶接により取り付け

られ，その損壊により，クラス１容器

の損壊を生じさせるおそれがあるもの

に限る。）は，試験状態において，座

屈が生じない設計とする。

c. クラス１管，クラス２容器，クラ

ス２管，クラス３機器，重大事故等ク

ラス２容器，重大事故等クラス２管及

び重大事故等クラス２支持構造物（重

大事故等クラス２機器に溶接により取

り付けられ，その損壊により重大事故

等クラス２機器に損壊を生じさせるお

それがあるものに限る。）は，設計上

定める条件において，座屈が生じない

設計とする。

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス 1 機器等に係る座屈によ

る破壊の防止について 

【5.2.2(4)a.,b.】，発電炉のクラス１機

器等では「解析による設計」を踏まえた

設計上の考慮事項が規定されているが，

再処理施設では発電炉におけるクラス３

機器相当の設計を実施しており，同様の

設計上の考慮を要する対象機器がないた

め。 

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02 

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉のクラス 1 機器等に係る疲労破壊

の防止について【5.2.2(3)a.】，発電炉

のクラス１機器等では「解析による設

計」を踏まえた設計上の考慮事項が規定

されているが，再処理施設では発電炉に

おけるクラス３機器相当の設計を実施し

ており，同様の設計上の考慮を要する対

象機器がないため。 

なお，再処理施設における設計上の考慮

事項については，補足説明資料「材構 02 

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の

抽出について」にて詳細説明する。 

⑤（P6）へ

⑦（P6）へ
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d. 原子炉格納容器は，設計上定める

条件並びに運転状態Ⅲ及び運転状態Ⅳ

において，座屈が生じない設計とす

る。

e. クラス２支持構造物であって，ク

ラス２機器に溶接により取り付けら

れ，その損壊によりクラス２機器に損

壊を生じさせるおそれがあるものに

は，運転状態Ⅰ及び運転状態Ⅱにおい

て，座屈が生じないよう設計する。

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の原子炉格納容器等に

係る座屈による破壊の防止に

ついて【5.2.2(4)d.,e.】，再

処理施設では同様の設計上の

考慮を要する対象機器がない

ため。 
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十七条 

三 容器等の主要な

溶接部 (溶接金属部

及び熱影響部をい

う。以下同じ。) 

は、次に掲げるとこ

ろによるものである

こと。DB⑨ 

イ 不連続で特異な

形状でないものであ

ること。DB⑩

ロ 溶接による割れ

が生ずるおそれがな

く、かつ、健全な溶

接部の確保に有害な

溶込み不良その他の

欠陥がないことを非

破壊試験により確認

したものであるこ

と。DB⑪

ハ 適切な強度を有

するものであるこ

と。DB⑫

ニ 機械試験その他

の評価方法により適

切な溶接施工法及び

溶接設備並びに適切

な技能を有する溶接

士であることをあら

かじめ確認したもの

により溶接したもの

であること。DB⑬

三十七条

二 容器等の主要な

溶接部は、次に掲げ

るところによるもの

であること。SA⑤

イ 不連続で特異な

形状でないものであ

ること。SA⑥

ロ 溶接による割れ

が生ずるおそれがな

く、かつ、健全な溶

接部の確保に有害な

溶込み不良その他の

欠陥がないことを非

破壊試験により確認

したものであるこ

と。SA⑧

ハ 適切な強度を有

するものであるこ

２ 第１項第３号に規

定する「容器等の主

要な溶接部」とは、 

次に掲げる容器又は

管の溶接部をいう。 

⑴ プルトニウム又は

プルトニウム化合物を

含む液体状又は気体状

の物質を内包する容器

又は管であって、次の

いずれかに該当するも

の

イ その内包するプル

トニウムの放射能濃度

が37mBq/cm3（液体状

の物質を内包する場合

は、37kBq/cm3）以上

のもの

ロ その内包するプル

トニウムの放射能濃度

が37μBq/cm3（液体状

の物質を内包する場合

は、37Bq/cm3）以上の

容器（イに規定するも

のを除く。）であっ

て、最高使用圧力が

98kPa 以上のもの又は

内容積が0.04m3を超え

るもの

ハ その内包するプル

トニウムの放射能濃度

が37μBq/cm3（液体状

の物質を内包する場合

は、37Bq/cm3）以上の

管（イに規定するもの

を除く。）であって、

外径61mm（最高使用圧

力が98kPa 未満の管に

あっては、100mm）を

超えるもの（放射性物

質の閉じ込め区域内に

あって内部の圧力が外

部の圧力より低く維持

されているダクトを除

く。）

⑵ ウラン又はウラン

の化合物を含む液体状

の物質を内包する容器

（(1)に規定するもの

を除く。）であって、

9.3.1.3 主要な溶接部 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重

大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部

(溶接金属部及び熱影響部をいう。)は，次の

とおりとする。DB⑨,SA⑥ 

・不連続で特異な形状でない設計とする。DB

⑩,SA⑦

・溶接による割れが生ずるおそれがなく，か

つ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不

良その他の欠陥がないことを非破壊試験に

より確認する。DB⑪,SA⑧ 

・適切な強度を有する設計とする。DB⑫,SA

⑨ 

・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切

な技能を有する溶接士であることを機械試

験その他の評価方法によりあらかじめ確認

する。DB⑬,SA⑩ 

なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業

者検査により再処理施設の技術基準に関する

規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等に

ついて(別記)」に適合していることを確認す

る。DB⑨,SA⑥ 

常設重大事故等対処設備の容器等の主要な

溶接部の耐圧試験は，母材と同等の方法及び

同じ試験圧力にて実施する。SA⑥ 

5.2.3 主要な耐圧部の溶接部（溶接金

属部及び熱影響部をいう。）について 

クラス１容器，クラス１管，クラス２

容器，クラス２管，クラス３容器，ク

ラス３管，クラス４管，原子炉格納容

器，重大事故等クラス２容器及び重大

事故等クラス２管のうち主要な耐圧部

の溶接部は，次のとおりとし，溶接事

業者検査により適用基準及び適用規格

に適合していることを確認する。

・不連続で特異な形状でない設計とす

る。

・溶接による割れが生ずるおそれがな

く，かつ，健全な溶接部の確保に有害

な溶込み不良その他の欠陥がないこと

を非破壊試験により確認する。

・適切な強度を有する設計とする。

・適切な溶接施工法，溶接設備及び技

能を有する溶接士であることを機械試

験その他の評価方法によりあらかじめ

確認する。

重大事故等クラス２容器及び重大事故

等クラス２管のうち主要な耐圧部の溶

接部の耐圧試験は，母材と同等の方

法，同じ試験圧力にて実施する。 

DB⑨(P1 から) 

SA⑥(P2 から) 

DB⑩(P1 から) 

SA⑦(P2 から) 

DB⑪(P1 から) 

SA⑧(P2 から) 

DB⑫(P1 から) 

SA⑨(P2 から) 

DB⑬(P1 から) 

SA⑩(P2 から) 

DB⑨(P1 から) 

SA⑥(P2 から) 

SA⑥(P2 から) 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

主要な溶接部の基本方針

は同様だが，本項以外の

「9.3.1 材料及び構

造」及び「9.3.2 耐圧

試験等」では準拠規格を

明確にしていることから

主要な溶接部においても

対象となる規格及び基準

を基本設計方針にて明確

化したため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用

語が異なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用

語が異なるため。 

③（P2 から）
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と。SA⑨ 

ニ 機械試験その他

の評価方法により適

切な溶接施工法及び

溶接設備並びに適切

な技能を有する溶接

士であることをあら

かじめ確認したもの

により溶接したもの

であること。SA⑩

その内包するウランの

量が500kg以上のもの 

17



別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十七条及び第三十七条 （材料及び構造）（13 / 16） 

技術基準規則 技術基準規則解釈 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
十七条 

２ 安全機能を有する

施設に属する容器及

び管のうち、再処理

施設の安全性を確保

する上で重要なもの

は、適切な耐圧試験

又は漏えい試験を行

ったとき、これに耐

え、かつ、著しい漏

えいがないように設

置されたものでなけ

ればならない。DB⑭ 

三十七条 

２ 重大事故等対処設

備に属する容器及び

管のうち、再処理施

設の安全性を確保す

る上で重要なもの

は、適切な耐圧試験

又は漏えい試験を行

ったとき、これに耐

え、かつ、著しい漏

えいがないように設

置されたものでなけ

ればならない。SA⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 放射性物質を含む

液体状又は気体状の物

質を内包する容器又は

管（⑴及び⑵に規定す

るものを除く。）であ

って、次のいずれかに

該当するもの

イ その内包する放射

性物質の濃度が

37Bq/cm3（液体状の物

質を内包する場合は、

37MBq/cm3）以上のも

の

ロ その内包する放射

性物質の濃度が

37mBq/cm3（液体状の

物質を内包する場合

は、37kBq/cm3）以上

の容器（イに規定する

ものを除く。）であっ

て、最高使用圧力が

98kPa 以上のもの又は

内容積が0.04m3 を超

えるもの

ハ その内包する放射

性物質の濃度が

37mBq/cm3（液体状の

物質を内包する場合

は、37kBq/cm3）以上

の管（イに規定するも

のを除く。）であっ

て、外径61mm（最高使

用圧力が98kPa 未満の

管にあっては、

100mm）を超えるもの

（放射性物質の閉じ込

め区域内にあって内部

の圧力が外部の圧力よ

り低く維持されている

ダクトを除く。）

⑷ 使用済燃料の溶解

槽の非常用冷却水系統

設備その他安全装置と

して使用される設備に

属する容器又は管のう

ち、セル内に設置され

るもの

⑸ プルトニウムの放

射能濃度が37kBq/cm3

以上の液体状の物質又

は放射性物質の濃度が

37MBq/cm3 以上の液体

9.3.2 耐圧試験等 

(1) 安全機能を有する施設の容器等及び重

大事故等対処設備の容器等(支持構造物は除

く。)は，施設時において，次に定めるとこ

ろによる圧力で耐圧試験を行ったとき，これ

に耐え，かつ，著しい漏えいがないことを確

認する。DB⑭,SA⑪ 

また，安全機能を有する施設の容器等及び

常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶

接部のうち再処理第１種容器及びライニング

型貯槽の溶接部は，漏えい試験の種類に応じ

た圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏

えいがないことを確認する。DB⑭,SA⑪ 

なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，

再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の

「再処理施設の溶接の方法等について(別

記)」等に準拠し実施する。DB⑭,SA⑪ 

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力

は，機器の最高使用圧力を超え，かつ，機器

に生ずる全体的な変形が弾性域の範囲内とな

る圧力とする。DB⑭,SA⑪ 

b. 内部が大気圧未満になることにより，大

気圧による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧

力は，大気圧と内圧との最大の差を上回る圧

力とする。この場合において，耐圧試験の圧

力は機器の内面から加えることができる。DB

⑭,SA⑪

5.4 耐圧試験等 

(1) クラス１機器，クラス２機器，ク

ラス３機器，クラス４管及び原子炉格

納容器は，施設時に，次に定めるとこ

ろによる圧力で耐圧試験を行ったと

き，これに耐え，かつ，著しい漏えい

がないことを確認する。

ただし，気圧により試験を行う場合で

あって，当該圧力に耐えることが確認

された場合は，当該圧力を最高使用圧

力（原子炉格納容器にあっては，最高

使用圧力の〇・九倍）までに減じて著

しい漏えいがないことを確認する。 

なお，耐圧試験は，日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規

格」等に従って実施する。 

(2) 重大事故等クラス２機器及び重大

事故等クラス３機器に属する機器は，

施設時に，当該機器の使用時における

圧力で耐圧試験を行ったとき，これに

耐え，かつ，著しい漏えいがないこと

を確認する。

なお，耐圧試験は，日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規

格」等に従って実施する。

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験

の圧力は，機器の最高使用圧力を超

え，かつ，機器に生ずる全体的な変形

が弾性域の範囲内となる圧力とする。

ただし，クラス１機器，クラス２管又

はクラス３管であって原子炉圧力容器

と一体で耐圧試験を行う場合の圧力

は，燃料体の装荷までの間に試験を行

った後においては，通常運転時の圧力

を超える圧力とする。

b. 内部が大気圧未満になることによ

り，大気圧による外圧を受ける機器の

耐圧試験の圧力は，大気圧と内圧との

最大の差を上回る圧力とする。この場

合において，耐圧試験の圧力は機器の

内面から加えることができる。

DB⑭(P14 へ) 

SA⑪(P14、

P15 へ) 

【「等」の解説】

「「再処理施設の溶接

の方法等について（別

記）」等」の指す内容

は，溶接の技術基準，

告示第 501 号等であ

り，耐圧試験又は漏え

い試験において準拠す

る規格及び基準として

示した記載であることか

ら当該箇所では「等」の

記載を用いた。

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に記載はな

いものの，技術基準規則の要求

事項を踏まえ耐圧試験及び漏え

い試験に係る基本設計方針を追

記する。 

（以下本項において同じ） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の重大事故等対処設

備の耐圧試験においては，技術

基準規則の要求事項の相違を踏

まえ安全機能を有する施設と同

じ耐圧試験の方針としたため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の技術基準規則要求

の展開として，「再処理施設の

溶接の方法等について（別

記）」の要求事項である再処理

施設特有の機器の漏えい試験に

関する記載を基本設計方針とし

たため。（以下本項において同

じ） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語が異なるた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の内圧を受ける機器に係る耐圧試

験圧力のただし書きについて，再処理施

設では同様の設計上の考慮を要する対象

機器がないため。 

【技術基準規則の解釈 「再処理施設の溶接

の方法等について（別記）」の記載】

１４．溶接部の耐圧試験等

溶接部の耐圧試験等については，次によるこ

と。

（中略）

２）再処理第１種容器及びライニング型貯槽

の溶接部は，「表１－１３ 機器と漏えい試験

の種類」の左欄に掲げる機器の種類に応じ，

それぞれ同表の右欄に掲げる漏えい試験を

行い，これに合格するものでなければならな

い。

（省略）

⑨（P14）へ

⑩（P14 から）

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，再処理施設の溶接の方法

等について（別記）や設計・建設規格等を

拠りどころとして耐圧試験等を実施するこ

とから，ここでは準拠と記載。（以下本項

において同じ） 

【 「等」 の解説】

「耐圧試験等」の指す内容は，施

設時及び維持段階の耐圧試験と

漏えい試験を示している。

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の技術基準規則要求

の展開として，耐圧試験又は漏

えい試験において準拠する規格

及び基準について記載してい

る。 
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状の物質を内包する容

器又は管からの漏えい

の拡大を防止するため

に設置されるドリップ

トレイその他の容器

⑹ 胴の外径が150mm

以上の容器又は外径

150mm 以上の管

（（1）から(5)

までに規定する容器又

は管を除く。）であっ

て、放射性物質を含む

液体状若しくは気体状

の物質を内包し、又は

非常用電源設備その他

の安全上重要な施設に

属するもののうち、次

に定める圧力以上の圧

力を加えられる部分に

ついて溶接をするもの

イ 液体用の容器又は

管であって、最高使用

温度がその液体の沸点

未満のものについて

は、最高使用圧力

1,960kPa

ロ イに規定する容器

以外の容器について

は、最高使用圧力

98kPa

ハ イに規定する管以

外の管については、最

高使用圧力980kPa（長

手継手の部分にあって

は、490kPa）

３ 第１項第３号イに

規定する「不連続で

特異な形状でないも

の」とは、溶接部の

設計において、溶接

部の開先等の形状に

配慮し、鋭い切欠き

等の不連続で特異な

形状でないものをい

う。 

４ 第１項第３号ロに

規定する「溶接によ

る割れが生ずるおそ

れがなく」とは、溶

接後の非破壊試験に

おいて割れがないこ 

ただし，気圧により耐圧試験を行う場合

(最高使用圧力が98kPa未満の場合を除く。)

であって，当該圧力に耐えることが確認され

た場合は，当該圧力を最高使用圧力までに減

じて著しい漏えいがないことを確認する。DB

⑭,SA⑪

最高使用圧力が98kPa未満の場合であっ

て，気圧により耐圧試験を行う場合の試験圧

力は，水圧による耐圧試験の場合と同じ圧力

とする。DB⑭,SA⑪ 

重大事故等対処設備の容器等であって，規

定の圧力で耐圧試験又は漏えい試験を行うこ

とが困難な場合は，試運転による機能及び性

能試験(以下「運転性能試験」という。)結果

を用いた評価等により確認する。SA⑪ 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成

品は，上記によらず，運転性能試験，目視等

による有害な欠陥がないことの確認とするこ

ともできるものとする。SA⑪ 

(2) 安全機能を有する施設の容器等及び重

大事故等対処設備の容器等(支持構造物は除

く。)は，維持段階において，通常運転時に

おける圧力で漏えい試験を行ったとき，著し

い漏えいがないことを確認する。DB⑭,SA⑪ 

なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電

用原子力設備規格 維持規格」等に準拠し実

施する。DB⑭,SA⑪ 

ただし，重大事故等対処設備の容器等(支

持構造物は除く。)は，使用時における圧力

で漏えい試験を行うことが困難な場合は，運

転性能試験結果を用いた評価等により確認す

る。SA⑪ 

 

ただし，気圧により試験を行う場合で

あって，当該圧力に耐えることが確認

された場合は，当該圧力を最高使用圧

力（原子炉格納容器にあっては，最高

使用圧力の〇・九倍）までに減じて著

しい漏えいがないことを確認する。 

(2) 重大事故等クラス２機器及び重大

事故等クラス３機器に属する機器は，

施設時に，当該機器の使用時における

圧力で耐圧試験を行ったとき，これに

耐え，かつ，著しい漏えいがないこと

を確認する。

なお，耐圧試験は，日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規

格」等に従って実施する。

ただし，使用時における圧力で耐圧試

験を行うことが困難な場合は，運転性

能試験結果を用いた評価等により確認

する。 

重大事故等クラス３機器であって，消

防法に基づく技術上の規格等を満たす

一般産業品の完成品は，上記によら

ず，運転性能試験や目視等による有害

な欠陥がないことの確認とすることも

できるものとする。 

(3) 使用中のクラス１機器，クラス

２機器，クラス３機器及びクラス４管

は，通常運転時における圧力で，使用

中の重大事故等クラス２機器及び重大

事故等クラス３機器に属する機器は，

当該機器の使用時における圧力で漏え

い試験を行ったとき，著しい漏えいが

ないことを確認する。 

なお，漏えい試験は，日本機械学会

「発電用原子力設備規格 維持規格

（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＡ１）」等に従って

実施する。 

ただし，重大事故等クラス２機器及び

重大事故等クラス３機器に属する機器

は使用時における圧力で試験を行うこ

とが困難な場合は，運転性能試験結果

を用いた評価等により確認する。 

DB⑭(P13 か

ら) 

SA⑪(P13 か

ら) 

DB⑭(P13 か

ら) 

SA⑪(P13 か

ら) 

SA⑪(P13 か

ら) 

SA⑪(P13 か

ら) 

DB⑭(P13 か

ら) 

SA⑪(P13 か

ら) 

DB⑭(P13 か

ら) 

SA⑪(P13 か

ら) 

SA⑪(P13 か

ら) 

【 「等」 の解説】

「評価等」の指す内容

は，代替検査として強度

評価結果を用いた評価

があるが，具体的な検

査内容については使用

前事業者検査実施要領

書にて明確にしていく事

項であることから当該箇

所では「等」の記載を用

いた。

【 「等」 の解説】

「目視等」の指す内容

は，代替検査として型式

毎に確認，寸法確認，

記録確認等があるが，

具体的な検査内容につ

いては，使用前事業者

検査実施要領書にて明

確にしていく事項である

ことから当該箇所では

「等」の記載を用いた。

【 「等」 の解説】

「評価等」の指す内容

は，代替検査として強度

評価結果を用いた評価

があるが，具体的な検

査内容については使用

前事業者検査実施要領

書にて明確にしていく事

項であることから当該箇

所では「等」の記載を用

いた。

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の技術基準規則要求

の展開として，再処理特有の低

圧の場合における耐圧試験圧力

に関する記載を基本設計方針と

したため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語が異

なるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の技術基準規則要求

の展開として，再処理施設特有

の機器の漏えい試験に関する記

載を基本設計方針としたため。 

【 「等」 の解説】

「維持規格等」の指す内容は，発

電用原子力設備規格 維持規

格，技術基準の解釈（別記），日

本産業規格等であり，漏えい試

験において準拠する規格及び基

準として示した記載であることか

ら当該箇所では「等」の記載を用

いた。

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語が異

なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の原子炉格納容器の漏えい試験圧

力について，再処理施設では同様の設計

上の考慮を要する対象機器がないため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語が異

なるため。 

⑨（P13 から）

⑩（P13）へ

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，維持規格等を

拠りどころとして漏えい試験を

実施することから，ここでは準

拠と記載。 
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技術基準規則 技術基準規則解釈 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 とに加え、溶接時の

有害な欠陥により割

れが生ずるおそれが

ないことをいい、

「健全な溶接部の確

保に有害な溶込み不

良その他の欠陥がな

いこと」とは、溶接

部の設計及び形状が

溶込み不足を生じが

たいものであり、溶

接部の表面及び内部

に有害な欠陥がない

ことをいう。 

 

５ 第１項第３号ロに

規定する「非破壊試

験」とは、放射線透

過試験、超音波探傷

試験、磁粉探傷試

験、浸透探傷試験、

目視試験等をいう。 

 

６ 第１項第３号ハに

規定する「適切な強

度を有する」とは、

母材と同等以上の機

械的強度を有するも

のであることをい

う。 

 

７ 第１項第３号の規

定に適合する溶接部

は、「再処理施設の

溶接方法等について

（別記）」に適合し

たものをいう。 

 

８ 第２項に規定する

「適切な耐圧試験及

び漏えい試験」は、

「再処理施設の溶接

方法等について（別

記）」によるほか、

維持段階における各

機器の状態に対応す

る漏えい等の確認を

含む。 

 

第37条 

（材料及び構造） 

１ 第１項第２号に規 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成

品は，上記によらず，運転性能試験，目視等

による有害な欠陥がないことの確認とするこ

ともできるものとする。SA⑪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等クラス３機器であって，消

防法に基づく技術上の規格等を満たす

一般産業品の完成品は，上記によら

ず，運転性能試験や目視等による有害

な欠陥がないことの確認とすることも

できるものとする。 

 

(4) 原子炉格納容器は，最高使用圧力

の〇・九倍に等しい気圧で気密試験を

行ったとき，著しい漏えいがないこと

を確認する。 

なお，漏えい率試験は，日本電気協会

「原子炉格納容器の漏えい率試験規程

（ＪＥＡＣ４２０３）」等に従って行

う。 

ただし，原子炉格納容器隔離弁の単一

故障の考慮については，判定基準に適

切な余裕係数を見込むか，内側隔離弁

を開とし外側隔離弁を閉として試験を

実施する。 

 

 

 

 

SA⑪(P13 か

ら) 

【 「等」 の解説】 
「目視等」の指す内容は，代替検査として型式毎

に確認，寸法確認，記録確認等があるが，具体

的な検査内容については，使用前事業者検査

実施要領書にて明確にしていく事項であることか

ら当該箇所では「等」の記載を用いた。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語が異

なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉の原子炉格納容器に係る漏えい試

験について【5.4(4)】，再処理施設では

同様の設計上の考慮を要する対象機器が

ないため。 
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定する「容器等の主

要な溶接部」とは、

本規程第１７条２を

準用するものをい

う。 

２ 第１項第２号イに

規定する「不連続で

特異な形状でないも

の」とは、本規程第

１７条３を準用する

ものをいう。 

３ 第１項第２号ロに

規定する「溶接によ

る割れが生ずるおそ

れがなく」とは、本

規程第１７条４を準

用するものをいう。 

４ 第１項第２号ロに

規定する「非破壊試

験」とは、本規程第

１７条５を準用する

ものをいう。 

５ 第１項第２号ハに

規定する「適切な強

度を有する」とは、

本規程第１７条６を

準用するものをい

う。 

６ 第１項第２号に適

合する溶接部とは、

本規程第１７条７を

準用するものをい

う。 

７ 第２項に規定する

適切な耐圧試験及び

漏えい試験とは、本

規定第１７条８を準

用するものをいう。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

別紙１② 

第十七条及び第三十七条（材料及び構造） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 
解

釈 
添付書類 

DB① 
容器等の材料及び構造の設計

の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項 

（10 条１項） 
― a 

DB② 
ポンプ及び弁の材料及び構造

の設計の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて

いる内容 
― ― a 

DB③ 
内燃機関(燃料系含む。)の材料

及び構造の設計の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて

いる内容 
― ― a 

DB④ 
緊急遮断弁の材料及び構造の

設計の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて

いる内容 
― ― a 

DB⑤ 
容器等に使用する材料の設計

の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項１号 

（10 条１項） 
― a 

DB⑥ 変形弾性域に関する記載 
事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項２号イ 

（10 条１項） 
１ a 

DB⑦ 疲労破壊に関する記載 
事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項２号ロ 

（10 条１項） 
― a 

DB⑧ 座屈に関する記載 
事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項２号ハ 

（10 条１項） 
― a 

DB⑨ 
容器等の主要な溶接部の設計

の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項３号 

（10 条１項） 

２,

７ 
― 

DB⑩ 特異な形状に関する記載 
事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項３号イ 

（10 条１項） 
３ ― 

DB⑪ 
溶接部の非破壊試験に関する

記載 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項３号ロ 

（10 条１項） 

４,

５ 
― 

DB⑫ 強度に関する記載 
事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項３号ハ 

（10 条１項） 
６ ― 

DB⑬ 
溶接方法及び溶接士に関する

記載 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

17条１項３号ニ 

（10 条１項） 
― ― 

DB⑭ 
耐圧試験又は漏えい試験の設

計の方針 
技術基準の要求を受けている内容 17条２項 ８ ― 

SA① 
容器等の材料及び構造の設計

の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

37条１項 

（36 条１項２号） 
― a 

SA② 
ポンプ及び弁の材料及び構造

の設計の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて

いる内容 
― ― a 

SA③ 
内燃機関(燃料系含む。)の材料

及び構造の設計の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて

いる内容 
― ― a 

SA④ 
緊急遮断弁の材料及び構造の

設計の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて

いる内容 
― ― a 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

別紙１② 

SA⑤ 
容器等の強度及び耐食性の設

計の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

37条１項１号 

（36 条１項２号） 
― a 

SA⑥ 
容器等の主要な溶接部の設計

の方針 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

37条１項２号 

（36 条１項２号） 

１,

６ 
― 

SA⑦ 特異な形状に関する記載 
事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

37条１項２号イ 

（36 条１項２号） 
２ ― 

SA⑧ 
溶接部の非破壊試験に関する

記載 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

37条１項２号ロ 

（36 条１項２号） 

３,

４ 
― 

SA⑨ 強度に関する記載 
事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

37条１項２号ハ 

（36 条１項２号） 
５ ― 

SA⑩ 
溶接方法及び溶接士に関する

記載 

事業変更許可申請書の内容を受けて，

技術基準の要求を受けている内容 

37条１項２号ニ 

（36 条１項２号） 
― ― 

SA⑪ 
耐圧試験又は漏えい試験の設

計の方針 
技術基準の要求を受けている内容 37条２項 ７ ― 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

― ― ― ― 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

DB◇1  閉じ込めに関する記載 
第十条（閉じ込め）に記載する設計であり，本条文に記載

しない。 
b 

DB◇2  
閉じ込めに関する記載 

（材料選定，異種材料の接続） 

基本設計方針には材料及び構造に対する基本的な方針ま

でを記載し，材料選定及び異種材料の接続の詳細内容につ

いては添付書類に記載する。 

a 

DB◇3  
安全機能を有する施設に関す

る記載（内燃機関の設計） 

事業変更許可申請書本文と重複しているため，記載しな

い。 
― 

DB◇4
溢水防護設備に関する記載（緊

急遮断弁の設計） 

事業変更許可申請書本文と重複しているため，記載しな

い。 
― 

SA◇1  
重大事故等対処設備に関する

記載 

第三十六条（重大事故等対処設備）に記載する設計であり，

本条文に記載しない。 
c 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅴ 強度及び耐食性に関する説明書 

b Ⅵ－１－１－２ 閉じ込めの機能に関する説明書 

c 
Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性

に関する説明書 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

2

9.3.1.1　材料
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の
うち常設のもの（以下「常設重大事故等対処設備の容器等」とい
う。）は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及
び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用さ
れる圧力，温度，荷重，腐食環境その他の使用条件に対して，適切
な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。
重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型のもの（以下「可搬型重
大事故等対処設備の容器等」という。）は，第１章　共通項目の
「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用され
る圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して，日本産業規格等に
適合した適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する
設計とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等，常設重大
事故等対処設備の容器等及び可搬型重大事
故等対処設備の容器等
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・放水設備
・抑制設備

基本方針
設計方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
2.1材料設計
(1)材料選定
(2)腐食代の設定

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に
関する設計方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
【2.1材料設計】
材料については，使用条件に対して，適切な
機械的強度及び化学的成分を有する材料を使
用する設計とすることを説明する。
【2.1(1)材料選定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故
等対処設備の容器等は，取り扱う放射性物質
の濃度，腐食環境等の条件を考慮して定めた
「材料選定フロー」による指定材料等を使用
する設計とすることを説明する。
「材料選定フロー」によらない場合として個
別機器に係る材料選定理由等を説明する。
【2.1(2)腐食代の設定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故
等対処設備の容器等の容器及び管に使用する
材料の板厚は，腐食環境を考慮して腐食代を
設定することを説明する。
また，腐食代設定方針によらない場合として
個別機器に係る腐食代の設定の考え方を説明
する。
なお，重大事故等対処設備の容器等の容器及
び管であって，常時腐食性流体に接液しない
ものに使用する材料の板厚は，重大事故等時
における腐食環境を考慮してもその影響は十
分小さいため腐食代は設定しないことを説明
する。

【Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造
に関する設計方針】
改造を実施する安全機能を有する施設の容器
等及び新たに設置する常設重大事故等対処設
備の容器等の容器及び管が準拠する細目の設
計方針については，「構造等に関する設計方
針」として今回新たに定める。

〇

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

1

第１章　共通項目
9. 設備に対する要求
9.3　材料及び構造
9.3.1　材料及び構造
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における材料及び構
造にあっては，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備に属
するもののうち以下のいずれかに該当するものを再処理施設の安全
性を確保する上で重要なもの（以下，安全機能を有する施設にあっ
ては「安全機能を有する施設の容器等」，重大事故等対処設備に
あっては「重大事故等対処設備の容器等」という。）として材料及
び構造の対象とする。
a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は内部エネル
ギーの解放による災害を及ぼすおそれがある機器区分（再処理第１
種機器から再処理第５種機器）に属する容器及び管
b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及
び放射線障害を防止する機能を有する安全上重要な施設又は重大事
故等対処設備に属する容器及び管
c. 上記a又はbに接続するポンプ及び弁（安全上重要な施設又は重
大事故等対処設備を防護するために必要な緊急遮断弁を含む。）
d. 上記a，b又はcに直接溶接される支持構造物であり，その破損に
より当該機器の損壊を生じさせるおそれのあるもの
e. 安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の
材料及び構造（主要な溶接部を含む。）は，施設時において，以下
の通りとし，その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格　設
計・建設規格」等に準拠し設計する。

冒頭宣言
基本方針

基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
1.概要
2.材料及び構造設計の基本方針

【1.概要】
技術基準規則第十七条及び第三十七条に対す
る適合性説明であることを説明する。
安全機能を有する施設のうち要求事項に変更
がなく，改造を実施しない機器については，
今回の申請において変更は行わないことを説
明する。
【2.材料及び構造設計の基本方針】
材料及び構造の対象範囲について説明する。

〇 基本方針〇 基本方針 －

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に
関する設計の基本方針
1.概要
2.材料及び構造設計の基本方針

【1.概要】
技術基準規則第十七条及び第三
十七条に対する適合性説明であ
ることを説明する。
安全機能を有する施設のうち要
求事項に変更がなく，改造を実
施しない機器については，今回
の申請において変更は行わない
ことを説明する。
【2.材料及び構造設計の基本方
針】
材料及び構造の対象範囲につい
て説明する。

基本方針

－

＜容器等＞
・主要材料

＜主配管＞
・主要材料

第１回 第２回

－ － －
Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
2.材料及び構造に関する設計の基本方針

【2.材料及び構造設計の基本方針】
材料及び構造の対象範囲について説明する。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
2.1材料設計
(1)材料選定
(2)腐食代の設定

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に
関する設計方針

基本方針

＜容器等＞
・主要材料

＜主配管＞
・主要材料

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に
関する設計の基本方針
2.1材料設計
(1)材料選定
(2)腐食代の設定

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
【2.1材料設計】
材料については，使用条件に対して，適切な
機械的強度及び化学的成分を有する材料を使
用する設計とすることを説明する。
【2.1(1)材料選定】
重大事故等対処設備の容器等は，取り扱う放
射性物質の濃度，腐食環境等の条件を考慮し
て定めた「材料選定フロー」による指定材料
等を使用する設計とすることを説明する。
「材料選定フロー」によらない場合として個
別機器に係る材料選定理由等を説明する。
【2.1(2)腐食代の設定】
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管に
使用する材料の板厚は，腐食環境を考慮して
腐食代を設定することを説明する。
また，腐食代設定方針によらない場合として
個別機器に係る腐食代の設定の考え方を説明
する。
なお，重大事故等対処設備の容器等の容器及
び管であって，常時腐食性流体に接液しない
ものに使用する材料の板厚は，重大事故等時
における腐食環境を考慮してもその影響は十
分小さいため腐食代は設定しないことを説明
する。
【Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造
に関する設計方針】
今回新たに評価を実施する安全機能を有する
施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の
容器等の容器及び管が準拠する細目の設計方
針については，「Ⅱ構造等に関する設計方
針」として今回新たに定める。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に
関する設計の基本方針
【2.1材料設計】
材料については，使用条件に対
して，適切な機械的強度及び化
学的成分を有する材料を使用す
る設計とすることを説明する。
【2.1(1)材料選定】
安全機能を有する施設の容器等
は，取り扱う放射性物質の濃
度，腐食環境等の条件を考慮し
て定めた「材料選定フロー」に
よる指定材料等を使用する設計
とすることを説明する。
【2.1(2)腐食代の設定】
安全機能を有する施設の容器等
の容器及び管に使用する材料の
板厚は，腐食環境を考慮して腐
食代を設定することを説明す
る。

〇

・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・放水設備

・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供
給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝
設備
・酸回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設
備
・塔槽類廃ガス処理設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・分析設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・放水設備
・抑制設備

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回 第２回

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

5
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器
等の伸縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合において，
疲労破壊が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等の伸縮継手
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・高レベル濃縮廃液廃ガス処理系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常
設重大事故等対処設備の容器等
(1)容器及び管
a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び
第２号の要求事項
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法
の規定の比較

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に
関する設計方針

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
1.概要
2.強度評価方針
2.1強度評価手法の選定
(公式による評価)
(解析による評価)
(完成品に対する評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(2)解析による評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項
目整理表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表

Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成
の基本方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1容器に関する規格計算式等
2.2管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマット

Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成
の基本方針
1.概要
2.解析モデルの選定
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.応力強さの計算
6.解析による強度評価書フォーマット

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表
1.概要
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
1.概要
2.容器の公式による強度評価結果
3.管の公式による強度評価結果

Ⅴ－２－３　解析による強度評価書
1.概要
2.解析による強度評価結果

〇 基本方針

基本方針

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

〇 ・制御室換気設備
・換気設備
・代替換気設備

－

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に
関する設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の
容器等及び常設重大事故等対処
設備の容器等
(1)容器及び管

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
1.概要
2.強度評価方針
2.1強度評価手法の選定
(公式による評価)
(解析による評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(2)解析による評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の
基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理
表及び評価項目整理表作成の基
本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及
び評価項目整理表
1.概要
2.評価条件整理表

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に
関する設計の基本方針
【2.材料及び構造設計の基本方
針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設
の容器等及び常設重大事故等対
処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
容器及び管の構造として，各使
用条件における各制限事項に関
する性能水準について説明す
る。
安全機能を有する施設の容器等
の容器及び管の構造設計にあっ
ては，JSME設計・建設規格のク
ラス３機器の規定等を基本とし
た公式による評価によることを
説明する。
公式による評価によらない場合
にあっては，解析による評価に
よることを説明する。

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－１　強度及び耐食性
に関する設計の基本方針」に基
づく評価方針であることを説明
する。
【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
安全機能を有する施設の容器等
の容器及び管の構造設計にあっ
ては，公式による評価を適用
し，準拠規格に基づき，設計条
件に対して許容引張応力S値を
基準とした厚さ計算等による評
価を実施すること説明する。公
式による評価の実施にあって
は，条件変更の有無を整理した
上で既設工認引用又は新たに強
度評価を実施することを説明す
る。
(解析による評価)
安全機能を有する施設の容器等
の容器及び管の構造設計にあっ
て，公式による評価によらない
場合は解析による評価を適用
し，ASMEに基づき，設計条件に
対して許容引張応力S値を基準
とした応力評価を実施すること
を説明する。
また，設計過渡条件に対して設
計引張強さSu値を基準とした応
力評価を実施することを説明す
る。
解析による評価の実施にあって
は，条件変更の有無を整理した
上で既設工認引用又は新たに強
度評価を実施することを説明す
る。

【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選
定した上で，その評価に用いる
圧力荷重，許容限界を設定し，
それらを用いて算出された必要
厚さに対して 小厚さが上回っ
ていることを確認する評価方針
であることを説明する。
(2)解析による評価
解析による評価は，解析モデル
を設定した上で，その評価に用
いる圧力荷重，許容限界を設定
し，応力を算出し，算出された
応力力が設定した許容限界以下
であることを確認する評価方針
であることを説明する。

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の
基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理
表及び評価項目整理表作成の基
本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」
に基づく強度評価書作成の基本
方針であることを説明する。
【2.強度評価書作成の基本方
針】
評価を実施するにあたって，評
価条件等を整理し，強度評価書
の作成区分について整理する。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項
目について説明する。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項
目について説明する。

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及
び評価項目整理表
【1.概要】
「Ⅴ－１－３　強度評価書作成
の基本方針」に基づく評価条件
整理表及び強度評価整理表を示
すことを説明する。
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価
条件等の整理結果について説明
する。

基本方針
設計方針
評価方法

評価

－ 〇 －

4
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器
等のダクトは，設計条件において，延性破断に至る塑性変形を生じ
ない設計とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等のうちダクト
・制御室換気設備
・換気設備
・代替換気設備

基本方針
設計方針

〇

・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供
給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝
設備
・酸回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設
備
・塔槽類廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・分析設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

－ －

＜容器等＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常
設重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び
管の構造設計にあっては，JSME設計・建設規
格のクラス３機器の規定等を基本とした公式
による評価によることを説明する。
また，常設重大事故等対処設備の容器等のう
ち緊急時対策建屋加圧ユニットは，設計時に
準拠した高圧ガス保安法の規定が技術基準規
則第三十七条に照らして十分な保安水準の確
保が達成できる技術的根拠があることを説明
する。

a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び
第２号の要求事項
技術基準規則第三十七条の要求事項として，
材料及び構造，主要な溶接部について説明す
る。
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法
の規定の比較
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の
材料及び構造の規定の水準は同等であること
から，緊急時対策建屋加圧ユニットは高圧ガ
ス保安法に適合したものを使用する設計とす
ることを説明する。

【Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造
に関する設計方針】
改造を実施する安全機能を有する施設の容器
等及び新たに設置する常設重大事故等対処設
備の容器等の容器及び管が準拠する細目の設
計方針については，「構造等に関する設計方
針」として今回新たに定める。

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の
構造設計にあっては，公式による評価を適用
し，準拠規格に基づき，設計条件に対して許
容引張応力S値を基準とした厚さ計算等による
評価を実施すること説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu
値を基準とした厚さ計算等による評価を実施
することを説明する。
弱圧の容器に関する取扱いについて説明す
る。（個別機器に係る方針）
また，ジルコニウム／ステンレス鋼の接続に
あっては，異材継手を使用する設計とするこ
とを説明する。（個別機器に係る方針）

(解析による評価)
常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び
管の構造設計にあって，公式による評価によ
らない場合は解析による評価を適用し，ASME
に基づき，設計条件に対して許容引張応力S値
を基準とした応力評価を実施することを説明
する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu
値を基準とした応力評価を実施することを説
明する。

【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定した上で，
その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定
し，それらを用いて算出された必要厚さに対
して 小厚さが上回っていることを確認する
評価方針であることを説明する。
(2)解析による評価
解析による評価は，解析モデルを設定した上
で，その評価に用いる圧力荷重，許容限界を
設定し，応力を算出し，算出された応力力が
設定した許容限界以下であることを確認する
評価方針であることを説明する。

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成
の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式
による強度評価書作成の基本方針であること
を説明する。
【2.規格計算式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の
規格計算式等について説明する。
【2.1容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説
明する。
【2.2管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明
する。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又
は重大事故等対処設備としての圧力による荷
重として，仕様表における 高使用圧力を考
慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては
許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条
件に対しては設計引張強さSu値を許容限界と
して設定することを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示
す。

Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成
の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく解析
による強度評価書作成の基本方針であること
を説明する。
【2.解析モデルの選定】
解析モデルの選定として，以下のとおり説明
する。
・応力解析は有限要素法を用いて実施，強度
評価上厳しくなる不連続部を選定
・解析モデルの設定条件：形状及び寸法(仕様
表，構造図等)等
・使用する解析プログラムの設定
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又
は重大事故等対処設備としての圧力による荷
重として，仕様表における 高使用圧力を考
慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては
許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条
件に対しては設計引張強さSu値を許容限界と
して設定することを説明する。
【5.応力強さの計算】
応力強さの計算として，以下のとおり説明す
る。
・応力強さの算出方法を設定の考え方
・算出された応力値が設定した許容限界を満
足していることを確認
【6.解析による強度評価書フォーマット】
解析による強度評価書のフォーマットを示
す。

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理
結果について説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結
果について説明する。

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作
成の基本方針」に基づく強度評価結果である
ことを説明する。
【2.容器の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有するこ
とを確認した強度評価結果を示す。
【3.管の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有するこ
とを確認した強度評価結果を示す。

Ⅴ－２－３　解析による強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作
成の基本方針」に基づく強度評価結果である
ことを説明する。
【2.解析による強度評価結果】
解析による強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有するこ
とを確認した強度評価結果を示す。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設
重大事故等対処設備の容器等
(1)容器及び管
a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び
第２号の要求事項
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法
の規定の比較

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に
関する設計方針

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
2.強度評価方針
2.1強度評価手法の選定
(公式による評価)
(解析による評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(2)解析による評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成
の基本方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1容器に関する規格計算式等
2.2管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマット

Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成
の基本方針
1.概要
2.解析モデルの選定
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.応力強さの計算
6.解析による強度評価書フォーマット

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
1.概要
2.容器の公式による強度評価結果
3.管の公式による強度評価結果

Ⅴ－２－３　解析による強度評価書
1.概要
2.解析による強度評価結果

－
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9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対
処設備の容器等
(1) 容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器
等の容器及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1
安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求
事項を踏まえ，設計上定めた 高使用圧力， 高使用温度及び機械
的荷重が負荷されている状態（以下「設計条件」という。）におい
て，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とす
る。
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発の影響を受ける容
器及び管は，設計条件を超える水素爆発等の衝撃荷重が負荷される
状態において，経路の破断や開口に至る塑性変形が生じない設計と
する。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等（ダクトは除
く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

－〇 基本方針

＜容器等＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

〇

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び
常設重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
容器及び管の構造として，各使用条件におけ
る各制限事項に関する性能水準について説明
する。
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大
事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造
設計にあっては，JSME設計・建設規格のクラ
ス３機器の規定等を基本とした公式による評
価によることを説明する。
公式による評価によらない場合にあっては，
解析による評価によることを説明する。
また，常設重大事故等対処設備の容器等のう
ち緊急時対策建屋加圧ユニットは，設計時に
準拠した高圧ガス保安法の規定が技術基準規
則第三十七条に照らして十分な保安水準の確
保が達成できる技術的根拠があることを説明
する。
a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び
第２号の要求事項
技術基準規則第三十七条の要求事項として，
材料及び構造，主要な溶接部について説明す
る。
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法
の規定の比較
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の
材料及び構造の規定の水準は同等であること
から，緊急時対策建屋加圧ユニットは高圧ガ
ス保安法に適合したものを使用する設計とす
ることを説明する。
Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に
関する設計方針
改造を実施する安全機能を有する施設の容器
等及び新たに設置する常設重大事故等対処設
備の容器等の容器及び管が準拠する細目の設
計方針については，「構造等に関する設計方
針」として今回新たに定める。
Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計
の基本方針」に基づく評価方針であることを
説明する。
【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故
等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計
にあっては，公式による評価を適用し，準拠
規格に基づき，設計条件に対して許容引張応
力S値を基準とした厚さ計算等による評価を
実施すること説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu
値を基準とした厚さ計算等による評価を実施
することを説明する。
公式による評価の実施にあっては，条件変更
の有無を整理した上で既設工認引用又は新た
に強度評価を実施することを説明する。
弱圧の容器に関する取扱いについて説明す
る。（個別機器に係る方針）
また，ジルコニウム／ステンレス鋼の接続に
あっては，異材継手を使用する設計とするこ
とを説明する。（個別機器に係る方針）
(解析による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大
事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造
設計にあって，公式による評価によらない場
合は解析による評価を適用し，ASMEに基づ
き，設計条件に対して許容引張応力S値を基
準とした応力評価を実施することを説明す
る。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu
値を基準とした応力評価を実施することを説
明する。
解析による評価を実施にあっては，条件変更
の有無を整理した上で既設工認引用又は新た
に強度評価を実施することを説明する。
【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定した上で，
その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定
し，それらを用いて算出された必要厚さに対
して 小厚さが上回っていることを確認する
評価方針であることを説明する。
(2)解析による評価
解析による評価は，解析モデルを設定した上
で，その評価に用いる圧力荷重，許容限界を
設定し，応力を算出し，算出された応力力が
設定した許容限界以下であることを確認する
評価方針であることを説明する。
Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項
目整理表作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度
評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整
理し，強度評価書の作成区分について整理す
る。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説
明する。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説
明する。
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成
の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式
による強度評価書作成の基本方針であること
を説明する。
【2.規格計算式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の
規格計算式等について説明する。
【2.1容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説
明する。
【2.2管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明
する。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又
は重大事故等対処設備としての圧力による荷
重として，仕様表における 高使用圧力を考
慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては
許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡
条件に対しては設計引張強さSu値を許容限界
として設定することを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示
す。
Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成
の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく解析
による強度評価書作成の基本方針であること
を説明する。
【2.解析モデルの選定】
解析モデルの選定として，以下のとおり説明
する。
・応力解析は有限要素法を用いて実施，強度
評価上厳しくなる不連続部を選定
・解析モデルの設定条件：形状及び寸法(仕
様表，構造図等)等
・使用する解析プログラムの設定
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又
は重大事故等対処設備としての圧力による荷
重として，仕様表における 高使用圧力を考
慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては
許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡
条件に対しては設計引張強さSu値を許容限界
として設定することを説明する。
【5.応力強さの計算】
応力強さの計算として，以下のとおり説明す
る。
・応力強さの算出方法を設定の考え方
・算出された応力値が設定した許容限界を満
足していることを確認
【6.解析による強度評価書フォーマット】
解析による強度評価書のフォーマットを示
す。
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表
【1.概要】
「Ⅴ－１－３　強度評価書作成の基本方針」
に基づく評価条件整理表及び強度評価整理表
を示すことを説明する。
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理
結果について説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結
果について説明する。
Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作
成の基本方針」に基づく強度評価結果である
ことを説明する。
【2.容器の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有するこ
とを確認した強度評価結果を示す。
【3.管の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有するこ
とを確認した強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－３　解析による強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作
成の基本方針」に基づく強度評価結果である
ことを説明する。
【2.解析による強度評価結果】
解析による強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有するこ
とを確認した強度評価結果を示す。

・高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 － － －
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回 第２回

－

安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等のうち支持構造
物
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・低レベル固体廃棄物処理設備
・低レベル固体廃棄物処理設備貯蔵設備
・ディーゼル発電機
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・安全蒸気系
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系
（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針

〇 基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に
関する設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の
容器等及び常設重大事故等対処
設備の容器等
(2)ポンプ及び弁並びに内燃機
関
(3)支持構造物

【2.材料及び構造設計の基本方
針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設
の容器等及び常設重大事故等対
処設備の容器等】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並びに
内燃機関】
ポンプ及び弁並びに内燃機関の
構造として，各使用条件におけ
る各制限事項に関する性能水準
について説明する。
また，既認可構造等に関する設
計方針及び構造等に関する設計
方針に掲げるものの他，以下の
とおり説明する。
・安全機能を有する施設の容器
等のポンプ及び弁の構造は，日
本産業規格，メーカ規格等の適
切な規格に基づき設計・製作・
検査が行われ，耐圧試験等によ
り十分な強度を有することを確
認したものを使用する設計とす
ることを説明する。
・安全機能を有する施設の容器
等の内燃機関（燃料系を含
む。）の構造は，発電用火力設
備に関する技術基準を定める省
令の規定を満足するものを使用
する設計とすることを説明す
る。

【2.2.1(3)支持構造物】
支持構造物の構造として，各使
用条件における各制限事項に関
する性能水準について説明す
る。
また，安全機能を有する施設の
容器等の支持構造物は，計算方
法が耐震評価と同じであり，地
震荷重が支配的であることから
「Ⅳ 耐震性に関する説明書」
によることを説明する。

○

－
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(2)　ポンプ及び弁並びに内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器
等のポンプ及び弁並びに内燃機関は，設計条件において，全体的な
変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁
並びに内燃機関
・使用済燃料貯蔵設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝設備
・酸回収設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備
・換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・冷却水設備
・蒸気供給設備
・分析設備
・放水設備
・水供給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・緊急時対策建屋電源設備

基本方針
設計方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常
設重大事故等対処設備の容器等
(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関
(3)支持構造物

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び
常設重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関】
安全機能を有する施設の容器等のポンプ及び
弁並びに内燃機関の構造として，各使用条件
における各制限事項に関する性能水準につい
て説明する。
また，既認可構造等に関する設計方針及び構
造等に関する設計方針に掲げるものの他，以
下のとおり説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁の
構造は，日本産業規格，メーカ規格等の適切
な規格に基づき設計・製作・検査が行われ，
耐圧試験等により十分な強度を有することを
確認したものを使用する設計とすることを説
明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等の内燃機関（燃料
系を含む。）の構造は，発電用火力設備に関
する技術基準を定める省令の規定を満足する
ものを使用する設計とすることを説明する。

【2.2.1(3)支持構造物】
安全機能を有する施設の容器等の支持構造物
の構造として，各使用条件における各制限事
項に関する性能水準について説明する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常
設重大事故対処設備の容器等の支持構造物
は，計算方法が耐震評価と同じであり，地震
荷重が支配的であることから「Ⅳ 耐震性に
関する説明書」によることを説明する。

○ 基本方針
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(3)　支持構造物
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器
等の支持構造物は，設計条件において，延性破断及び座屈が生じな
い設計とする。

評価要求

―

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設
重大事故等対処設備の容器等
(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関
(3)支持構造物

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常
設重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関】
常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及
び弁並びに内燃機関の構造として，各使用条
件における各制限事項に関する性能水準につ
いて説明する。
また，既認可構造等に関する設計方針及び構
造等に関する設計方針に掲げるものの他，以
下のとおり説明する。
・常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ
及び弁の構造は，日本産業規格，メーカ規格
等の適切な規格に基づき設計・製作・検査が
行われ，耐圧試験等により十分な強度を有す
ることを確認したものを使用する設計とする
ことを説明する。
・常設重大事故等対処設備の容器等の内燃機
関（燃料系を含む。）の構造は，発電用火力
設備に関する技術基準を定める省令の規定を
満足するものを使用する設計とすることを説
明する。

【2.2.1(3)支持構造物】
常設重大事故等対処設備の容器等の支持構造
物の構造として，各使用条件における各制限
事項に関する性能水準について説明する。
また，常設重大事故対処設備の容器等の支持
構造物は，計算方法が耐震評価と同じであ
り，地震荷重が支配的であることから「Ⅳ 耐
震性に関する説明書」によることを説明す
る。

―

・使用済燃料貯蔵設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝
設備
・酸回収設備
・高レベル廃液ガラス固化廃ガス
処理設備
・換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・電気設備
・圧縮空気設備
・冷却水設備
・蒸気供給設備
・分析設備
・放水設備
・水供給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・緊急時対策建屋電源設備

－

・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊急供
給系
・重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン・プルトニウム混合脱硝
設備
・酸回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処理設
備
・塔槽類廃ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設備
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・分析設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・重大事故時可溶性中性子吸収材
供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

－ － －

― ―

〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回 第２回

－ －

＜容器等＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・主要寸法
・主要材料

＜主配管＞
・ 高使用圧力
・ 高使用温度
・外径・厚さ
・主要材料

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
2.強度評価方針
2.1　強度評価手法の選定
(公式による評価)
(完成品に対する評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(3)完成品に対する評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針Ⅴ－１
－３－１　評価条件整理表及び評価項目整理
表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項
目整理表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成
の基本方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1容器に関する規格計算式等
2.2管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマット

Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書
作成の基本方針
1.概要
2.完成品の強度評価
2.1法令又は公的な規格への適合性確認
2.2メーカ規格及び基準への適合性確認
3.完成品に対する強度評価書のフォーマット

Ⅴ－２　強度評価書
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
1.概要
2.容器の公式による強度評価結果
3.管の公式による強度評価結果

Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書
1.概要
2.完成品に対する強度評価結果

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等】
可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造と
して，各使用条件における各制限事項に関す
る性能水準について説明する。
完成品を除く可搬型重大事故等対処設備の容
器等にあっては，JSME設計・建設規格のクラ
ス３機器の規定を基本とした公式による評価
によることを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品
は，一般産業用工業品の規格及び基準への適
合性を確認することを説明する。
Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【2.強度評価方針】
【2.1　強度評価手法の選定】
(公式による評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の
構造設計にあっては，公式による評価を適用
し，準拠規格に基づき，設計条件に対して許
容引張応力S値を基準とした厚さ計算等による
評価を実施すること説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu
値を基準とした厚さ計算等による評価を実施
することを説明する。
(完成品に対する評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の
うち完成品の構造は，完成品に対する評価を
適用し，完成品として一般産業用工業品の規
格及び基準に適合していることを確認するこ
とを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等のポンプ
及び弁の構造は，完成品として一般産業用工
業品の規格及び基準に適合するものを使用す
る設計とすることを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の内燃機
関（燃料系を含む。）の構造は，完成品とし
て一般産業用工業品の規格及び基準で規定さ
れる温度試験等を実施し，定格負荷状態にお
いて十分な強度を有するものを使用する設計
とすることを説明する。
【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定した上で，
その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定
し，それらを用いて算出された必要厚さに対
して 小厚さが上回っていることを確認する
評価方針であることを説明する。
(3)完成品に対する評価
完成品に対する評価は，使用目的／使用環
境，機器の使用材料，機器の使用条件，法令
又は公的な規格で定める試験結果等を整理し
たうえで，重大事故等時の使用目的／使用環
境，使用条件等が一般産業用工業品の規格及
び基準に適合していることを確認する評価方
針であることを説明する。
Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項
目整理表作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度
評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整
理し，強度評価書の作成区分について整理す
る。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説
明する。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説
明する。
強度計算書及び強度評価書の作成の基本方針
として，評価条件整理表にて評価区分を整理
した上で，評価区分に応じた強度計算書及び
強度評価書を作成することを説明する。
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成
の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式
による強度評価書作成の基本方針であること
を説明する。
【2.規格計算式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の
規格計算式等について説明する。
【2.1容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説
明する。
【2.2管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明
する。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又
は重大事故等対処設備としての圧力による荷
重として，仕様表における 高使用圧力を考
慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては
許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条
件に対しては設計引張強さSu値を許容限界と
して設定することを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示
す。
Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書
作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく完成
品に対する強度評価書作成の基本方針である
ことを説明する。
【2.完成品の強度評価】
【2.1法令又は公的な規格への適合性確認】
法令又は公的な規格への適合性確認として，
以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と法
令又は公的な規格の使用目的，想定している
使用環境を比較し，準拠する規格及び基準が
妥当であること
(b)法令又は公的な規格に基づく機器に適切な
材料が使用され，十分な強度を有する設計で
あること
【2.2メーカ規格及び基準への適合性確認】
メーカ規格及び基準への適合性確認として，
以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と
メーカ規格及び基準の使用目的，想定してい
る使用環境を比較し，準拠する規格及び基準
が妥当であること
(b)メーカ規格及び基準に基づく機器に適切な
材料が使用され，十分な強度を有する設計で
あること
【3.完成品に対する強度評価書のフォーマッ
ト】
完成品に対する強度評価書のフォーマットを
示す。
Ⅴ－２　強度評価書
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理
結果について説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結
果について説明する。
Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作
成の基本方針」に基づく強度評価結果である
ことを説明する。
【2.容器の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有するこ
とを確認した強度評価結果を示す。
【3.管の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有するこ
とを確認した強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価
書作成の基本方針」に基づく強度評価結果で
あることを説明する。
【2.完成品に対する強度評価結果】
完成品に対する強度評価書のフォーマットに
従い，使用条件に対して十分な強度を有する
ことを確認した強度評価結果を示す。
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－ － － － － ○

・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・放水設備

・制御室（重大事故等対処設備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備

9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条
件において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。
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Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器
等】
可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造と
して，各使用条件における各制限事項に関す
る性能水準について説明する。
完成品を除く可搬型重大事故等対処設備の容
器等にあっては，JSME設計・建設規格のクラ
ス３機器の規定を基本とした公式による評価
によることを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品
は，一般産業用工業品の規格及び基準への適
合性を確認することを説明する。
Ⅴ－１－２ 強度評価方針
【2.強度評価方針】
【2.1　強度評価手法の選定】
(公式による評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の
構造設計にあっては，公式による評価を適用
し，準拠規格に基づき，設計条件に対して許
容引張応力S値を基準とした厚さ計算等によ
る評価を実施すること説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu
値を基準とした厚さ計算等による評価を実施
することを説明する。
(完成品に対する評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の
うち完成品の構造は，完成品に対する評価を
適用し，完成品として一般産業用工業品の規
格及び基準に適合していることを確認するこ
とを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等のポンプ
及び弁の構造は，完成品として一般産業用工
業品の規格及び基準に適合するものを使用す
る設計とすることを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の内燃機
関（燃料系を含む。）の構造は，完成品とし
て一般産業用工業品の規格及び基準で規定さ
れる温度試験等を実施し，定格負荷状態にお
いて十分な強度を有するものを使用する設計
とすることを説明する。
【2.2強度評価フロー】
(1)公式による評価
公式による評価は，評価式を選定した上で，
その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定
し，それらを用いて算出された必要厚さに対
して 小厚さが上回っていることを確認する
評価方針であることを説明する。
(3)完成品に対する評価
完成品に対する評価は，使用目的／使用環
境，機器の使用材料，機器の使用条件，法令
又は公的な規格で定める試験結果等を整理し
たうえで，重大事故等時の使用目的／使用環
境，使用条件等が一般産業用工業品の規格及
び基準に適合していることを確認する評価方
針であることを説明する。
Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項
目整理表作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度
評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整
理し，強度評価書の作成区分について整理す
る。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説
明する。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説
明する。
強度計算書及び強度評価書の作成の基本方針
として，評価条件整理表にて評価区分を整理
した上で，評価区分に応じた強度計算書及び
強度評価書を作成することを説明する。
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成
の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式
による強度評価書作成の基本方針であること
を説明する。
【2.規格計算式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の
規格計算式等について説明する。
【2.1容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説
明する。
【2.2管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明
する。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又
は重大事故等対処設備としての圧力による荷
重として，仕様表における 高使用圧力を考
慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては
許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡
条件に対しては設計引張強さSu値を許容限界
として設定することを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示
す。
Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書
作成の基本方針
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく完成
品に対する強度評価書作成の基本方針である
ことを説明する。
【2.完成品の強度評価】
【2.1法令又は公的な規格への適合性確認】
法令又は公的な規格への適合性確認として，
以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と
法令又は公的な規格の使用目的，想定してい
る使用環境を比較し，準拠する規格及び基準
が妥当であること
(b)法令又は公的な規格に基づく機器に適切
な材料が使用され，十分な強度を有する設計
であること
【2.2メーカ規格及び基準への適合性確認】
メーカ規格及び基準への適合性確認として，
以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と
メーカ規格及び基準の使用目的，想定してい
る使用環境を比較し，準拠する規格及び基準
が妥当であること
(b)メーカ規格及び基準に基づく機器に適切
な材料が使用され，十分な強度を有する設計
であること
【3.完成品に対する強度評価書のフォーマッ
ト】
完成品に対する強度評価書のフォーマットを
示す。
Ⅴ－２　強度評価書
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理
結果について説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結
果について説明する。
Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作
成の基本方針」に基づく強度評価結果である
ことを説明する。
【2.容器の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有するこ
とを確認した強度評価結果を示す。
【3.管の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従
い，使用条件に対して十分な強度を有するこ
とを確認した強度評価結果を示す。
Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価
書作成の基本方針」に基づく強度評価結果で
あることを説明する。
【2.完成品に対する強度評価結果】
完成品に対する強度評価書のフォーマットに
従い，使用条件に対して十分な強度を有する
ことを確認した強度評価結果を示す。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
2.強度評価方針
2.1　強度評価手法の選定
(公式による評価)
(完成品に対する評価)
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(3)完成品に対する評価

Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針Ⅴ－
１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項
目整理表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成
の基本方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1容器に関する規格計算式等
2.2管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマット

Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書
作成の基本方針
1.概要
2.完成品の強度評価
2.1法令又は公的な規格への適合性確認
2.2メーカ規格及び基準への適合性確認
3.完成品に対する強度評価書のフォーマット

Ⅴ－２　強度評価書
Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整
理表
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
1.概要
2.容器の公式による強度評価結果
3.管の公式による強度評価結果

Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書
1.概要
2.完成品に対する強度評価結果

基本方針
設計方針
評価方法

評価

可搬型重大事故等対処設備の容器等
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備

可搬型重大事故等対処設備に属する内燃機
関
・代替電気設備
・代替安全冷却水系
・環境管理設備
・制御室(計測制御装置)
・計装設備
・代替モニタリング設備
・代替気象観測設備
・環境モニタリング用代替電源設備
・給水処理設備
・放出抑制設備
・緊急時対策建屋放射線計測設備

機能要求②

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技
術上の規格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合していること
を確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保
できる設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完
成品として一般産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験
等を実施し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる
設計とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施
設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回 第２回
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9.3.1.3　主要な溶接部
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器
等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は，次のと
おりとする。
・不連続で特異な形状でない設計とする。
・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確
保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により
確認する。
・適切な強度を有する設計とする。
・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士
であることを機械試験その他の評価方法によりあらかじめ確認す
る。
なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により再処理施設
の技術基準に関する規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等につ
いて（別記）」に適合していることを確認する。

定義
安全機能を有する施設の容器等及び常設重
大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部
（溶接金属部及び熱影響部をいう。）

－
(工事の方法)

〇 基本方針 －

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に
関する設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.3主要な溶接部の設計

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に
関する設計の基本方針
【2.材料及び構造設計の基本方
針】
【2.3主要な溶接部の設計】
主要な溶接部の設計方針につい
て説明するとともに，使用前事
業者検査により技術基準へ適合
していることを確認することを
説明する。
また，使用前事業者検査を実施
するにあたっては，工事の方法
に従って実施することを説明す
る。

〇 基本方針 基本方針 － － －

11
常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部の耐圧試験は，母
材と同等の方法及び同じ試験圧力にて実施する。

定義 基本方針
－

(工事の方法)
〇 基本方針 基本方針 － － －
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(2) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容
器等（支持構造物は除く。）は，維持段階において，通常運転時に
おける圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを
確認する。
なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持
規格」等に準拠し実施する。
ただし，重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，
使用時における圧力で漏えい試験を行うことが困難な場合は，運転
性能試験結果を用いた評価等により確認する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運
転性能試験，目視等による有害な欠陥がないことの確認とすること
もできるものとする。

定義
安全機能を有する施設の容器等及び重大事
故等対処設備の容器等（支持構造物は除
く。）

－
(工事の方法)

〇 基本方針 － 〇 基本方針 基本方針 － － －

・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.3主要な溶接部の設計

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.3主要な溶接部の設計】
主要な溶接部の設計方針について説明すると
ともに，使用前事業者検査により技術基準へ
適合していることを確認することを説明す
る。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっ
ては，工事の方法に従って実施することを説
明する。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に
関する設計の基本方針
3.耐圧試験等に係る設計の基本
方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に
関する設計の基本方針
【3.耐圧試験等に係る設計の基
本方針】
耐圧試験等に係る設計方針につ
いて説明する。
また，使用前事業者検査を実施
するにあたっては，工事の方法
に従って実施することを説明す
る。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
3.耐圧試験等に係る設計の基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
【3.耐圧試験等に係る設計の基本方針】
耐圧試験等に係る設計方針について説明す
る。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっ
ては，工事の方法に従って実施することを説
明する。
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9.3.2　耐圧試験等
(1) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容
器等（支持構造物は除く。）は，施設時において，次に定めるとこ
ろによる圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい
漏えいがないことを確認する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備
の容器等の主要な溶接部のうち再処理第１種容器及びライニング型
貯槽の溶接部は，漏えい試験の種類に応じた圧力で漏えい試験を
行ったとき，著しい漏えいがないことを確認する。
なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，再処理施設の技術基準に
関する規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等について（別
記）」等に準拠し実施する。
a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の 高使用圧
力を超え，かつ，機器に生ずる全体的な変形が弾性域の範囲内とな
る圧力とする。
b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を受け
る機器の耐圧試験の圧力は，大気圧と内圧との 大の差を上回る圧
力とする。この場合において，耐圧試験の圧力は機器の内面から加
えることができる。
ただし，気圧により耐圧試験を行う場合（ 高使用圧力が98kPa未
満の場合を除く。）であって，当該圧力に耐えることが確認された
場合は，当該圧力を 高使用圧力までに減じて著しい漏えいがない
ことを確認する。

高使用圧力が98kPa未満の場合であって，気圧により耐圧試験を
行う場合の試験圧力は，水圧による耐圧試験の場合と同じ圧力とす
る。
重大事故等対処設備の容器等であって，規定の圧力で耐圧試験又は
漏えい試験を行うことが困難な場合は，試運転による機能及び性能
試験（以下「運転性能試験」という。）結果を用いた評価等により
確認する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運
転性能試験，目視等による有害な欠陥がないことの確認とすること
もできるものとする。

定義
安全機能を有する施設の容器等及び重大事
故等対処設備の容器等（支持構造物は除
く。）

－

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.3主要な溶接部の設計

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.3主要な溶接部の設計】
主要な溶接部の設計方針について説明すると
ともに，使用前事業者検査により技術基準へ
適合していることを確認することを説明す
る。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっ
ては，工事の方法に従って実施することを説
明する。

－
(工事の方法)

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
3.耐圧試験等に係る設計の基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の
基本方針
【3.耐圧試験等に係る設計の基本方針】
耐圧試験等に係る設計方針について説明す
る。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっ
ては，工事の方法に従って実施することを説
明する。

〇 基本方針 － 〇 基本方針 基本方針 － － －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

第１章　共通項目
9. 設備に対する要求
9.3　材料及び構造
9.3.1　材料及び構造
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における材料及び構造にあっては，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備に属す
るもののうち以下のいずれかに該当するものを再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの（以下，安全機能を有する施設にあっては
「安全機能を有する施設の容器等」，重大事故等対処設備にあっては「重大事故等対処設備の容器等」という。）として材料及び構造の
対象とする。
a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は内部エネルギーの解放による災害を及ぼすおそれがある機器区分（再処理第１種機
器から再処理第５種機器）に属する容器及び管
b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び放射線障害を防止する機能を有する安全上重要な施設又は重大事故等
対処設備に属する容器及び管
c. 上記a又はbに接続するポンプ及び弁（安全上重要な施設又は重大事故等対処設備を防護するために必要な緊急遮断弁を含む。）
d. 上記a，b又はcに直接溶接される支持構造物であり，その破損により当該機器の損壊を生じさせるおそれのあるもの
e. 安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の材料及び構造（主要な溶接部を含む。）は，施設時において，以下の
通りとし，その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格　設計・建設規格」等に準拠し設計する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
1.概要
2.材料及び構造設計の基本方針

【1.概要】
技術基準規則第十七条及び第三十七条に対する適合性説明であることを説明する。
安全機能を有する施設のうち要求事項に変更がなく，改造を実施しない機器については，今回の申請において変更は
行わないことを説明する。
【2.材料及び構造設計の基本方針】
材料及び構造の対象範囲について説明する。

＜材料及び構造の対象範囲＞
⇒安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における「再
処理施設の安全性を確保する上で重要なもの」の対象範囲につ
いて補足説明する。
・[補足材構01]材料及び構造の対象範囲について

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
2.1材料設計
(1)材料選定
(2)腐食代の設定

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び
構造に関する設計方針

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の
確認として，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮
事項並びに再処理施設における経年劣化事象及び発電炉におけ
る高経年技術対策上着目すべき劣化事象を確認し，再処理施設
における材料及び構造に係る設計上の考慮事項に抜けがないか
補足説明する。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出に
ついて

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する
。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について
補足説明する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当
性確認について

＜常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性＞
⇒常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性の考慮とし
て，常設重大事故等対処設備の容器等における腐食代の設定に
ついて補足説明する。
・[補足材構05]常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性
の考慮について

【2.1材料設計】
材料については，使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とすることを説
明する。
【2.1(1)材料選定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等は，取り扱う放射性物質の濃度，腐食環境等の条件
を考慮して定めた「材料選定フロー」による指定材料等を使用する設計とすることを説明する。
「材料選定フロー」によらない場合として個別機器に係る材料選定理由等を説明する。
【2.1(2)腐食代の設定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管に使用する材料の板厚は，腐食環境を
考慮して腐食代を設定することを説明する。
また，腐食代設定方針によらない場合として個別機器に係る腐食代の設定の考え方を説明する。
なお，重大事故等対処設備の容器等の容器及び管であって，常時腐食性流体に接液しないものに使用する材料の板厚
は，重大事故等時における腐食環境を考慮してもその影響は十分小さいため腐食代は設定しないことを説明する。

【Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関する設計方針】
改造を実施する安全機能を有する施設の容器等及び新たに設置する常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管が
準拠する細目の設計方針については，「構造等に関する設計方針」として今回新たに定める。

2 機能要求②

安全機能を有する施設の容器
等，常設重大事故等対処設備
の容器等及び可搬型重大事故
等対処設備の容器等
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処
理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設
備）
・高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設
備
・低レベル固体廃棄物処理設
備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・放水設備
・抑制設備

展開先（小項目）
Ⅴ－１－１　強
度及び耐食性に
関する設計の基
本方針

基本方針
設計方針

9.3.1.1　材料
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等のうち常設のもの（以下「常設重大事故等対処設備の容器等」とい
う。）は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用される
圧力，温度，荷重，腐食環境その他の使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。
重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備の容器等」という。）は，第１章　共通項目の「9.2
重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して，日本産業規格等に適合した適
切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

4
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のダクトは，設計条件において，延性破断に至る塑性変形を生じな
い設計とする。

機能要求②

安全機能を有する施設の容器
等及び常設重大事故等対処設
備の容器等のうちダクト
・制御室換気設備
・換気設備
・代替換気設備

基本方針
設計方針

5
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲
労破壊が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器
等及び常設重大事故等対処設
備の容器等の伸縮継手
・ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備
・換気設備
・低レベル固体廃棄物処理設
備
・高レベル濃縮廃液廃ガス処
理系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

Ⅴ－１－１　強
度及び耐食性に
関する設計の基
本方針

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の
確認として，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮
事項並びに再処理施設における経年劣化事象及び発電炉におけ
る高経年技術対策上着目すべき劣化事象を確認し，再処理施設
における材料及び構造に係る設計上の考慮事項に抜けがないか
補足説明する。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出に
ついて

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する
。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について
補足説明する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当
性確認について

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の
確認として，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮
事項並びに再処理施設における経年劣化事象及び発電炉におけ
る高経年技術対策上着目すべき劣化事象を確認し，再処理施設
における材料及び構造に係る設計上の考慮事項に抜けがないか
補足説明する。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出に
ついて

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する
。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について
補足説明する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当
性確認について

＜高圧ガス保安法を適用した評価＞
⇒技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定比較につい
て補足説明する。
・[補足材構06]技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規
定の比較について

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)容器及び管
a.技術基準規則第三十七条第１項第１
号及び第２号の要求事項
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス
保安法の規定の比較

Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び
構造に関する設計方針

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
容器及び管の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準について説明する。
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあっては，JSME設
計・建設規格のクラス３機器の規定等を基本とした公式による評価によることを説明する。
公式による評価によらない場合にあっては，解析による評価によることを説明する。
また，常設重大事故等対処設備の容器等のうち緊急時対策建屋加圧ユニットは，設計時に準拠した高圧ガス保安法の
規定が技術基準規則第三十七条に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があることを説明する。

a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２号の要求事項
技術基準規則第三十七条の要求事項として，材料及び構造，主要な溶接部について説明する。
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定の比較
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の材料及び構造の規定の水準は同等であることから，緊急時対策建屋加圧
ユニットは高圧ガス保安法に適合したものを使用する設計とすることを説明する。

【Ⅴ－１－１　別紙　容器等の材料及び構造に関する設計方針】
改造を実施する安全機能を有する施設の容器等及び新たに設置する常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管が
準拠する細目の設計方針については，「構造等に関する設計方針」として今回新たに定める。

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関】ポンプ及び弁並びに内燃機関の構造として，各使用条件における各制限事
項に関する性能水準について説明する。
また，既認可構造等に関する設計方針及び構造等に関する設計方針に掲げるものの他，以下のとおり説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁の構造は，日本産業規格，
メーカ規格等の適切な規格に基づき設計・製作・検査が行われ，耐圧試験等により十分な強度を有することを確認し
たものを使用する設計とすることを説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の内燃機関（燃料系を含む。）の構造は，発
電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を満足するものを使用する設計とすることを説明する。

安全機能を有する施設の容器
等及び重大事故等対処設備の
容器等の容器及び管（ダクト
は除く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処
理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設
備
・低レベル固体廃棄物処理設
備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

機能要求②

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1) 容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1　安
全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上定めた 高使用圧力， 高使用温度及び機械的荷重
が負荷されている状態（以下「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発の影響を受ける容器及び管は，設計条件を超える水素爆発等の衝撃荷重が負荷される状
態において，経路の破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。

3

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の容器等
(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関

6
(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁並びに内燃機関は，設計条件において，全体的な変
形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器
等及び常設重大事故等対処設
備の容器等のポンプ及び弁並
びに内燃機関
・使用済燃料貯蔵設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・プルトニウム精製設備
・ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備
・酸回収設備
・高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備
・換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設
備
・電気設備
・圧縮空気設備
・冷却水設備
・蒸気供給設備
・分析設備
・放水設備
・水供給設備
・緊急時対策建屋換気設備
・緊急時対策建屋電源設備

基本方針
設計方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

8
9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

9

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを
確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験等
を実施し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計とする。

10

9.3.1.3　主要な溶接部
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。）は，次のとお
りとする。
・不連続で特異な形状でない設計とする。
・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確
認する。
・適切な強度を有する設計とする。
・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることを機械試験その他の評価方法によりあらかじめ確認する。
なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等につい
て（別記）」に適合していることを確認する。

定義

安全機能を有する施設の容器
等及び常設重大事故等対処設
備の容器等の主要な溶接部
（溶接金属部及び熱影響部を
いう。）

－
(工事の方法)

11 常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部の耐圧試験は，母材と同等の方法及び同じ試験圧力にて実施する。 定義 基本方針
－

(工事の方法)

12

9.3.2　耐圧試験等
(1) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，施設時において，次に定めるところに
よる圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えいがないことを確認する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部のうち再処理第１種容器及びライニング型貯
槽の溶接部は，漏えい試験の種類に応じた圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを確認する。
なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等について（別記）」
等に準拠し実施する。
a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の 高使用圧力を超え，かつ，機器に生ずる全体的な変形が弾性域の範囲内となる圧
力とする。
b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は，大気圧と内圧との 大の差を上回る圧力と
する。この場合において，耐圧試験の圧力は機器の内面から加えることができる。
ただし，気圧により耐圧試験を行う場合（ 高使用圧力が98kPa未満の場合を除く。）であって，当該圧力に耐えることが確認された場合
は，当該圧力を 高使用圧力までに減じて著しい漏えいがないことを確認する。

高使用圧力が98kPa未満の場合であって，気圧により耐圧試験を行う場合の試験圧力は，水圧による耐圧試験の場合と同じ圧力とする。
重大事故等対処設備の容器等であって，規定の圧力で耐圧試験又は漏えい試験を行うことが困難な場合は，試運転による機能及び性能試
験（以下「運転性能試験」という。）結果を用いた評価等により確認する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能試験，目視等による有害な欠陥がないことの確認とすることも
できるものとする。

定義

安全機能を有する施設の容器
等及び重大事故等対処設備の
容器等（支持構造物は除
く。）

－
(工事の方法)

13

(2) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，維持段階において，通常運転時におけ
る圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを確認する。
なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」等に準拠し実施する。
ただし，重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，使用時における圧力で漏えい試験を行うことが困難な場合は，運転性
能試験結果を用いた評価等により確認する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能試験，目視等による有害な欠陥がないことの確認とすることも
できるものとする。

定義

安全機能を有する施設の容器
等及び重大事故等対処設備の
容器等（支持構造物は除
く。）

－
(工事の方法)

Ⅴ－１－１　強
度及び耐食性に
関する設計の基
本方針

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の
確認として，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮
事項並びに再処理施設における経年劣化事象及び発電炉におけ
る高経年技術対策上着目すべき劣化事象を確認し，再処理施設
における材料及び構造に係る設計上の考慮事項に抜けがないか
補足説明する。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出に
ついて

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する
。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について
補足説明する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当
性確認について

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の
確認として，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮
事項並びに再処理施設における経年劣化事象及び発電炉におけ
る高経年技術対策上着目すべき劣化事象を確認し，再処理施設
における材料及び構造に係る設計上の考慮事項に抜けがないか
補足説明する。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出に
ついて

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する
。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について
補足説明する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当
性確認について

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等】
可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準について説明す
る。
完成品を除く可搬型重大事故等対処設備の容器等にあっては，JSME設計・建設規格のクラス３機器の規定を基本とし
た公式による評価によることを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，一般産業用工業品の規格及び基準への適合性を確認することを説明
する。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容
器等

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(3)支持構造物】
支持構造物の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準について説明する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故対処設備の容器等の支持構造物は，計算方法が耐震評価と同
じであり，地震荷重が支配的であることから「Ⅳ 耐震性に関する説明書」によることを説明する。

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有する施設の容器等
及び常設重大事故等対処設備の容器等
(3)支持構造物

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
2.材料及び構造設計の基本方針
2.3主要な溶接部の設計

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する
設計の基本方針
3.耐圧試験等に係る設計の基本方針

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.3主要な溶接部の設計】
主要な溶接部の設計方針について説明するとともに，使用前事業者検査により技術基準へ適合していることを確認す
ることを説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，工事の方法に従って実施することを説明する。

【3.耐圧試験等に係る設計の基本方針】
耐圧試験等に係る設計方針について説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，工事の方法に従って実施することを説明する。

補足すべき事項の対象なし

機能要求②

基本方針
設計方針
評価方法

評価

7
(3) 支持構造物
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の支持構造物は，設計条件において，延性破断及び座屈が生じない
設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器
等及び常設重大事故等対処設
備の容器等のうち支持構造物
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・せん断処理・溶解廃ガス処
理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設
備
・低レベル固体廃棄物処理設
備
・低レベル固体廃棄物処理設
備貯蔵設備
・ディーゼル発電機
・一般圧縮空気系
・安全圧縮空気系
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・安全冷却水系
・代替安全冷却水系
・安全蒸気系
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給系
・重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針

可搬型重大事故等対処設備の
容器等
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設
備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備

可搬型重大事故等対処設備に
属する内燃機関
・代替電気設備
・代替安全冷却水系
・環境管理設備
・制御室(計測制御装置)
・計装設備
・代替モニタリング設備
・代替気象観測設備
・環境モニタリング用代替電
源設備
・給水処理設備
・放出抑制設備
・緊急時対策建屋放射線計測
設備
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

5
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲
労破壊が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器
等及び常設重大事故等対処設
備の容器等の伸縮継手
・ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備
・換気設備
・低レベル固体廃棄物処理設
備
・高レベル濃縮廃液廃ガス処
理系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

8
9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

9

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを
確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験等
を実施し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計とする。

＜可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価＞
⇒可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価における耐圧
試験を用いた裕度の考え方について補足説明する。
・[補足材構09]可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価
における耐圧試験を用いた裕度の考え方について

＜常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧の塔
槽類等の耐圧強度上の取り扱い＞
⇒常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧の塔
槽類等の耐圧強度上の取り扱いについて補足説明する。
・[補足材構07]常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負
圧・弱正圧の塔槽類等の耐圧強度上の取り扱いについて

＜水素爆発等における強度評価内容について＞
⇒水素爆発等における強度評価内容について示す。
[補足材構08]水素爆発等における強度評価内容について

【1.概要】
「Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方針」に基づく評価方針であることを説明する。
【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあっては，公式による評
価を適用し，準拠規格に基づき，設計条件に対して許容引張応力S値を基準とした厚さ計算等による評価を実施する
こと説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu値を基準とした厚さ計算等による評価を実施することを説明する。
公式による評価の実施にあっては，条件変更の有無を整理した上で既設工認引用又は新たに強度評価を実施すること
を説明する。
弱圧の容器に関する取扱いについて説明する。（個別機器に係る方針）
また，ジルコニウム／ステンレス鋼の接続にあっては，異材継手を使用する設計とすることを説明する。（個別機器
に係る方針）
(解析による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあって，公式による
評価によらない場合は解析による評価を適用し，ASMEに基づき，設計条件に対して許容引張応力S値を基準とした応
力評価を実施することを説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu値を基準とした応力評価を実施することを説明する。
解析による評価の実施にあっては，条件変更の有無を整理した上で既設工認引用又は新たに強度評価を実施すること
を説明する。
(完成品に対する評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管のうち完成品の構造は，完成品に対する評価を適用し，完成品として一般
産業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認することを説明する。

可搬型重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁の構造は，完成品として一般産業用工業品の規格及び基準に適合
するものを使用する設計とすることを説明する。

可搬型重大事故等対処設備の容器等の内燃機関（燃料系を含む。）の構造は，完成品として一般産業用工業品の規格
及び基準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態において十分な強度を有するものを使用する設計とするこ
とを説明する。

安全機能を有する施設の容器
等及び常設重大事故等対処設
備の容器等（ダクトは除
く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処
理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設
備
・低レベル固体廃棄物処理設
備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

Ⅴ－１－２ 強度
評価方針

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
1.概要
2.強度評価方針
2.1　強度評価手法の選定
(公式による評価)
(解析による評価)
(完成品に対する評価)

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1) 容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1　安
全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上定めた 高使用圧力， 高使用温度及び機械的荷重
が負荷されている状態（以下「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発の影響を受ける容器及び管は，設計条件を超える水素爆発等の衝撃荷重が負荷される状
態において，経路の破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。

機能要求②

機能要求②

可搬型重大事故等対処設備の
容器等
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設
備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備

可搬型重大事故等対処設備に
属する内燃機関
・代替電気設備
・代替安全冷却水系
・環境管理設備
・制御室(計測制御装置)
・計装設備
・代替モニタリング設備
・代替気象観測設備
・環境モニタリング用代替電
源設備
・給水処理設備
・放出抑制設備
・緊急時対策建屋放射線計測
設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

5
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲
労破壊が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器
等及び常設重大事故等対処設
備の容器等の伸縮継手
・ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備
・換気設備
・低レベル固体廃棄物処理設
備
・高レベル濃縮廃液廃ガス処
理系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

8
9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

9

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを
確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験等
を実施し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計とする。

Ⅴ－１－２ 強度評価方針
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(2)解析による評価
(3)完成品に対する評価

【2.2強度評価フロー】
【2.2(1)公式による評価】
公式による評価は，評価式を選定した上で，その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，それらを用いて算出さ
れた必要厚さに対して 小厚さが上回っていることを確認する評価方針であることを説明する。
【2.2(2)解析による評価】
解析による評価は，解析モデルを設定した上で，その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，応力を算出し，算
出された応力力が設定した許容限界以下であることを確認する評価方針であることを説明する。
【2.2(3)完成品に対する評価】
完成品に対する評価は，使用目的／使用環境，機器の使用材料，機器の使用条件，法令又は公的な規格で定める試験
結果等を整理したうえで，重大事故等時の使用目的／使用環境，使用条件等が一般産業用工業品の規格及び基準に適
合していることを確認する評価方針であることを説明する。

補足すべき事項の対象なしⅤ－１－２ 強度
評価方針

可搬型重大事故等対処設備の
容器等
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設
備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備

可搬型重大事故等対処設備に
属する内燃機関
・代替電気設備
・代替安全冷却水系
・環境管理設備
・制御室(計測制御装置)
・計装設備
・代替モニタリング設備
・代替気象観測設備
・環境モニタリング用代替電
源設備
・給水処理設備
・放出抑制設備
・緊急時対策建屋放射線計測
設備

機能要求②

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1　安
全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上定めた 高使用圧力， 高使用温度及び機械的荷重
が負荷されている状態（以下「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発の影響を受ける容器及び管は，設計条件を超える水素爆発等の衝撃荷重が負荷される状
態において，経路の破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。

機能要求②

基本方針
設計方針
評価方法

評価

安全機能を有する施設の容器
等及び常設重大事故等対処設
備の容器等（ダクトは除
く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処
理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設
備
・低レベル固体廃棄物処理設
備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

5
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲
労破壊が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器
等及び常設重大事故等対処設
備の容器等の伸縮継手
・ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備
・換気設備
・低レベル固体廃棄物処理設
備
・高レベル濃縮廃液廃ガス処
理系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

＜伸縮継手の強度評価＞
⇒常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手の全伸縮量算出
について補足説明する。
・[補足材構10]常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手の
全伸縮量算出について

8
9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

9

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを
確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験等
を実施し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計とする。

補足すべき事項の対象なし

Ⅴ－１－３　強度評価書作成の基本方
針
Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び
評価項目整理表作成の基本方針
1.概要
2.強度評価書作成の基本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価
書作成の基本方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1容器に関する規格計算式等
2.2管に関する規格計算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価書のフォーマッ
ト

Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価
書作成の基本方針
1.概要
2.解析モデルの選定
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.応力強さの計算
6.解析による強度評価書フォーマット

Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度
評価書作成の基本方針
1.概要
2.完成品の強度評価
2.1法令又は公的な規格への適合性確
認
2.2メーカ規格及び基準への適合性確
認
3.完成品に対する強度評価書のフォー
マット

【Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整理表作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整理し，強度評価書の作成区分について整理する。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説明する。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説明する。
【Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式による強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.評価式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の計算式等について説明する。
【2.1容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説明する。
【2.2管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明する。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備としての圧力による荷重として，仕様表における

高使用圧力を考慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対しては設計引張強
さSu値を許容限界として設定することを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示す。

【Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく解析による強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.解析モデルの選定】
解析モデルの選定として，以下のとおり説明する。
・応力解析は有限要素法を用いて実施，強度評価上厳しくなる不連続部を選定
・解析モデルの設定条件：形状及び寸法(仕様表，構造図等)等
・使用する解析プログラムの設定
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備としての圧力による荷重として，仕様表における

高使用圧力を考慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対しては設計引張強
さSu値を許容限界として設定することを説明する。
【5.応力強さの計算】
応力強さの計算として，以下のとおり説明する。
・応力強さの算出方法を設定の考え方
・算出された応力値が設定した許容限界を満足していることを確認
【6.解析による強度評価書フォーマット】
解析による強度評価書のフォーマットを示す。

【Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく完成品に対する強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.完成品の強度評価】
【2.1法令又は公的な規格への適合性確認】
法令又は公的な規格への適合性確認として，以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と法令又は公的な規格の使用目的，想定している使用環境を比較し，準拠
する規格及び基準が妥当であること
(b)法令又は公的な規格に基づく機器に適切な材料が使用され，十分な強度を有する設計であること
【2.2メーカ規格及び基準への適合性確認】
メーカ規格及び基準への適合性確認として，以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境とメーカ規格及び基準の使用目的，想定している使用環境を比較し，準拠
する規格及び基準が妥当であること
(b)メーカ規格及び基準に基づく機器に適切な材料が使用され，十分な強度を有する設計であること
【3.完成品に対する強度評価書のフォーマット】
完成品に対する強度評価書のフォーマットを示す。

補足すべき事項の対象なしⅤ－１－３　強
度評価書作成の
基本方針

安全機能を有する施設の容器
等及び常設重大事故等対処設
備の容器等（ダクトは除
く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処
理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設
備
・低レベル固体廃棄物処理設
備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

機能要求②

機能要求②

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1) 容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1　安
全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上定めた 高使用圧力， 高使用温度及び機械的荷重
が負荷されている状態（以下「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発の影響を受ける容器及び管は，設計条件を超える水素爆発等の衝撃荷重が負荷される状
態において，経路の破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。

重大事故等対処設備の容器等
の完成品
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設
備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備
・緊急時対策建屋換気設備

可搬型重大事故等対処設備に
属する内燃機関
・代替電気設備
・代替安全冷却水系
・環境管理設備
・制御室(計測制御装置)
・計装設備
・代替モニタリング設備
・代替気象観測設備
・環境モニタリング用代替電
源設備
・給水処理設備
・放出抑制設備
・緊急時対策建屋放射線計測
設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

5
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲
労破壊が生じない設計とする。

評価要求

安全機能を有する施設の容器
等及び常設重大事故等対処設
備の容器等の伸縮継手
・ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備
・換気設備
・低レベル固体廃棄物処理設
備
・高レベル濃縮廃液廃ガス処
理系

基本方針
設計方針
評価方法

評価

8
9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える設計とする。

9

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを
確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保できる設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験等
を実施し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計とする。

補足すべき事項の対象なし

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1) 容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）は，第１章　共通項目の「9.1　安
全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上定めた 高使用圧力， 高使用温度及び機械的荷重
が負荷されている状態（以下「設計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発の影響を受ける容器及び管は，設計条件を超える水素爆発等の衝撃荷重が負荷される状
態において，経路の破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。

機能要求②

機能要求②

重大事故等対処設備の容器等
の完成品
・代替注水設備
・スプレイ設備
・制御室（重大事故等対処設
備）
・代替換気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・水供給設備
・代替安全冷却水系
・補機駆動用燃料補給設備
・放水設備
・抑制設備
・緊急時対策建屋換気設備

可搬型重大事故等対処設備に
属する内燃機関
・代替電気設備
・代替安全冷却水系
・環境管理設備
・制御室(計測制御装置)
・計装設備
・代替モニタリング設備
・代替気象観測設備
・環境モニタリング用代替電
源設備
・給水処理設備
・放出抑制設備
・緊急時対策建屋放射線計測
設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価

Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価
項目整理表
1.概要
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式による強度評価書
1.概要
2.容器の公式による強度評価結果
3.管の公式による強度評価結果

Ⅴ－２－３　解析による強度評価書
1.概要
2.解析による強度評価結果

Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価
書
1.概要
2.完成品に対する強度評価結果

【Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表】
【1.概要】
「Ⅴ－１－３　強度評価書作成の基本方針」に基づく評価条件整理表及び強度評価整理表を示すことを説明する。
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理結果について説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結果について説明する。

【Ⅴ－２－２　　公式による強度評価書】
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基本方針」に基づく強度評価結果であることを説明する。
【2.容器の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認した強度評価結果を
示す。
【3.管の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認した強度評価結果を
示す。

【Ⅴ－２－３　解析による強度評価書】
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の基本方針」に基づく強度評価結果であることを説明する。
【2.解析による強度評価結果】
解析による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認した強度評価結果を
示す。

【Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書】
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作成の基本方針」に基づく強度評価結果であることを説明する。
【2.完成品に対する強度評価結果】
完成品に対する強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認した強度評価結
果を示す。

Ⅴ－２　強度評
価書

安全機能を有する施設の容器
等及び常設重大事故等対処設
備の容器等（ダクトは除
く。）
・使用済燃料受入れ設備
・使用済燃料貯蔵設備
・せん断処理設備
・溶解設備
・清澄・計量設備
・代替可溶性中性子吸収材緊
急供給系
・重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系（前処理建屋）
・分離設備
・分配設備
・分離建屋一時貯留処理設備
・ウラン精製設備
・プルトニウム精製設備
・精製建屋一時貯留処理設備
・ウラン脱硝設備
・ウラン・プルトニウム混合
脱硝設備
・酸回収設備
・溶媒回収設備
・計測制御設備
・制御室換気設備
・せん断処理・溶解廃ガス処
理設備
・塔槽類廃ガス処理設備
・高レベル廃液ガラス固化廃
ガス処理設備
・換気設備
・代替換気設備
・廃ガス貯留設備
・高レベル廃液処理設備
・高レベル廃液貯蔵設備
・低レベル廃液処理設備
・高レベル廃液ガラス固化設
備
・低レベル固体廃棄物処理設
備
・電気設備
・圧縮空気設備
・代替安全圧縮空気系
・臨界事故時水素掃気系
・冷却水設備
・代替安全冷却水系
・蒸気供給設備
・分析設備
・化学薬品貯蔵供給設備
・重大事故時可溶性中性子吸
収材供給系（精製建屋）
・補機駆動用燃料補給設備
・緊急時対策建屋換気設備

基本方針
設計方針
評価方法

評価
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅴ 強度及び耐食性に関する説明書 －

Ⅴ－１ 強度及び耐食性に関する基本方針 －

Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針 －

1.

概要 技術基準規則第十七条及び第三十七条に対する適合性説明であることを説明する。
安全機能を有する施設のうち要求事項に変更がなく，改造を実施しない機器については，今回の
申請において変更は行わないことを説明する。

〇 概要説明 △ 第１回で全て説明されるため追加事項なし

－

2.
材料及び構造設計の基本方針

材料及び構造の対象範囲について説明する。 〇 安全機能を有する施設の容器等の対象 〇 重大事故等対処設備の容器等の対象
・[補足材構01]材料及び構造の対象範囲につい
て

2.1

材料設計

材料については，使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する
設計とすることを説明する。

〇 安全機能を有する施設の容器等の材料 〇 重大事故等対処設備の容器等の材料

・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考
慮事項の抽出について
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分
類について
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申
請書引用の妥当性確認について

(1)

材料選定 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等は，取り扱う放射性物質の濃
度，腐食環境等の条件を考慮して定めた「材料選定フロー」による指定材料等を使用する設計と
することを説明する。
「材料選定フロー」によらない場合として個別機器に係る材料選定理由等を説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等の材料選定
（全体方針）

〇
安全機能を有する施設の容器等の材料選定
（個別機器に係る方針）
重大事故等対処設備の容器等の材料選定

－

(2)

腐食代の設定 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管に使用する材料の
板厚は，腐食環境を考慮して腐食代を設定することを説明する。
また，腐食代設定方針によらない場合として個別機器に係る腐食代の設定の考え方を説明する。
なお，重大事故等対処設備の容器等の容器及び管であって，常時腐食性流体に接液しないものに
使用する材料の板厚は，重大事故等時における腐食環境を考慮してもその影響は十分小さいため
腐食代は設定しないことを説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等の容器及び管
の腐食代の設定（全体方針）

〇

安全機能を有する施設の容器等の容器及び管
の腐食代の設定（個別機器に係る方針）
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の
腐食代の設定

・[補足材構05]常設重大事故等対処設備の容器
等に係る耐食性の考慮について

2.2
構造設計

－

2.2.1
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等

－

(1)

容器及び管 容器及び管の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準について説明する。
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計に
あっては，JSME設計・建設規格のクラス３機器の規定を基本とした公式による評価によることを
説明する。
公式による評価によらない場合にあっては，解析による評価によることを説明する。
また，常設重大事故等対処設備の容器等のうち緊急時対策建屋加圧ユニットは，設計時に準拠し
た高圧ガス保安法の規定が技術基準規則第三十七条に照らして十分な保安水準の確保が達成でき
る技術的根拠があることを説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等の容器及び管
の構造

〇
常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び
管の構造
高圧ガス保安法を適用した設計

・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考
慮事項の抽出について
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分
類について
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申
請書引用の妥当性確認について

a.
技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２号の要求事項 技術基準規則第三十七条の要求事項として，材料及び構造，主要な溶接部について説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 技術基準規則第三十七条の要求事項

b.
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定の比較 技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の材料及び構造の規定の水準は同等であることから，

緊急時対策建屋加圧ユニットは高圧ガス保安法に適合したものを使用する設計とすることを説明
する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の
規定の比較

(2)

ポンプ及び弁並びに内燃機関
ポンプ及び弁並びに内燃機関の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準に
ついて説明する。
また，既認可構造等に関する設計方針及び構造等に関する設計方針に掲げるものの他，以下のと
おり説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁の構造
は，日本産業規格，メーカ規格等の適切な規格に基づき設計・製作・検査が行われ，耐圧試験等
により十分な強度を有することを確認したものを使用する設計とすることを説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の内燃機関（燃料系を含
む。）の構造は，発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を満足するものを使用す
る設計とすることを説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等のポンプ及び
弁並びに内燃機関の構造

〇
常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及
び弁並びに内燃機関の構造

・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考
慮事項の抽出について
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分
類について
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申
請書引用の妥当性確認について

(3)

支持構造物

支持構造物の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準について説明する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故対処設備の容器等の支持構造物は，計算
方法が耐震評価と同じであり，地震荷重が支配的であることから「Ⅳ 耐震性に関する説明書」に
よることを説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等の支持構造物
の構造

〇
常設重大事故等対処設備の容器等の支持構造
物の構造

・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考
慮事項の抽出について
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分
類について
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申
請書引用の妥当性確認について

2.2.2

可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能
水準について説明する。
完成品を除く可搬型重大事故等対処設備の容器等にあっては，JSME設計・建設規格のクラス３機
器の規定を基本とした公式による評価によることを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，一般産業用工業品の規格及び基準への適合性を
確認することを説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造

・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考
慮事項の抽出について
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分
類について
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申
請書引用の妥当性確認について

2.3

主要な溶接部の設計

主要な溶接部の設計方針について説明するとともに，使用前事業者検査により技術基準へ適合し
ていることを確認することを説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，工事の方法に従って実施することを説明す
る。

〇
安全機能を有する施設の容器等の主要な溶接
部の設計

〇
常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶
接部の設計

－

3.

耐圧試験等に係る設計の基本方針

耐圧試験等に係る設計方針について説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，工事の方法に従って実施することを説明す
る。

〇
安全機能を有する施設の容器等の耐圧試験等
に係る設計の基本方針

〇
重大事故等対処設備の容器等の耐圧試験等に
係る設計の基本方針

－

Ⅴ－１－１　別紙

容器等の材料及び構造に関する設計方針 改造を実施する安全機能を有する施設の容器等及び新たに設置する常設重大事故等対処設備の容
器等の容器及び管が準拠する細目の設計方針については，「構造等に関する設計方針」として今
回新たに定める。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇

今回新たに評価を実施する安全機能を有する
施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の
容器等の容器及び管が準拠する細目の設計方
針

－

Ⅴ－１－２ 強度評価方針 －

1.
概要 「Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方針」に基づく評価方針であることを説明す

る。 〇 強度及び耐食性に関する設計方針の概要 △ 第１回で全て説明されるため追加事項なし
－

2.
強度評価方針

－

2.1
強度評価手法の選定

－

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

・[補足材構06]技術基準規則第三十七条と高圧
ガス保安法の規定の比較について
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

(公式による評価) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあっ
ては，公式による評価を適用し，準拠規格に基づき，設計条件に対して許容引張応力S値を基準と
した厚さ計算等による評価を実施すること説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu値を基準とした厚さ計算等による評価を実施するこ
とを説明する。
公式による評価の実施にあっては，条件変更の有無を整理した上で既設工認引用又は新たに強度
評価を実施することを説明する。
弱圧の容器に関する取扱いについて説明する。（個別機器に係る方針）
また，ジルコニウム／ステンレス鋼の接続にあっては，異材継手を使用する設計とすることを説
明する。（個別機器に係る方針）

〇
安全機能を有する施設の容器等の容器及び管
の構造（公式による評価のうち全体方針）

〇

安全機能を有する施設の容器等の容器及び管
の構造（公式による評価のうち個別機器に係
る方針）
常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び
管の構造（公式による評価）

・[補足材構07]常設重大事故等対処設備の容器
等のうち弱負圧・弱正圧の塔槽類等の耐圧強度
上の取り扱いについて

・[補足材構08]水素爆発等における強度評価内
容について

(解析による評価) 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計に
あって，公式による評価によらない場合は解析による評価を適用し，ASMEに基づき，設計条件に
対して許容引張応力S値を基準とした応力評価を実施することを説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu値を基準とした応力評価を実施することを説明す
る。
解析による評価の実施にあっては，条件変更の有無を整理した上で既設工認引用又は新たに強度
評価を実施することを説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等の容器及び管
の構造（解析による評価）

〇
常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び
管の構造（解析による評価）

・[補足材構08]水素爆発等における強度評価内
容について

(完成品に対する評価) 重大事故等対処設備の容器等の容器及び管のうち完成品の構造は，完成品に対する評価を適用
し，完成品として一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認することを説明す
る。

可搬型重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁の構造は，完成品として一般産業用工業品の
規格及び基準に適合するものを使用する設計とすることを説明する。

可搬型重大事故等対処設備の容器等の内燃機関（燃料系を含む。）の構造は，完成品として一般
産業用工業品の規格及び基準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態において十分な強
度を有するものを使用する設計とすることを説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品
の容器及び管の構造（完成品に対する評価）

・[補足材構09]可搬型重大事故等対処設備の容
器等の強度評価における耐圧試験を用いた裕度
の考え方について

2.2
強度評価フロー

－

(1)
公式による評価 公式による評価は，評価式を選定した上で，その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，そ

れらを用いて算出された必要厚さに対して最小厚さが上回っていることを確認する評価方針であ
ることを説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等における強度
評価フロー

〇
重大事故等対処設備の容器等における強度評
価フロー

－

(2)
解析による評価 解析による評価は，解析モデルを設定した上で，その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定

し，応力を算出し，算出された応力力が設定した許容限界以下であることを確認する評価方針で
あることを説明する。

〇
安全機能を有する施設の容器等における強度
評価フロー

〇
重大事故等対処設備の容器等における強度評
価フロー

－

(3)

完成品に対する評価 完成品に対する評価は，使用目的／使用環境，機器の使用材料，機器の使用条件，法令又は公的
な規格で定める試験結果等を整理したうえで，重大事故等時の使用目的／使用環境，使用条件等
が一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認する評価方針であることを説明す
る。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇
重大事故等対処設備の容器等における強度評
価フロー

－

Ⅴ－１－３
強度評価書作成の基本方針

－

Ⅴ－１－３－１
評価条件整理表及び評価項目整理表作成の基本方針

－

1.
概要 「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度評価書作成の基本方針であることを説明する。

〇
評価条件整理表及び評価項目整理表作成の基
本方針の概要

△ 第１回で全て説明されるため追加事項なし

2.
強度評価書作成の基本方針 評価を実施するにあたって，評価条件等を整理し，強度評価書の作成区分について整理する。

〇 強度評価書作成の基本方針 △ 第１回で全て説明されるため追加事項なし

3.
評価条件整理表 評価条件整理表にて整理する項目について説明する。

〇 評価条件整理表 △ 第１回で全て説明されるため追加事項なし

4.
評価項目整理表 評価項目整理表にて整理する項目について説明する。

〇 評価項目整理表 △ 第１回で全て説明されるため追加事項なし

Ⅴ－１－３－２ 公式による強度評価書作成の基本方針 －

1.
概要 「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式による強度評価書作成の基本方針であることを説明

する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 公式による強度評価書作成の基本方針の概要
－

2.
規格計算式の選定 容器の公式による評価における評価部位毎の規格計算式等について説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 規格計算式の選定
－

2.1
容器に関する規格計算式等 容器の評価部位毎の規格計算式等について説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 容器に関する規格計算式等
－

2.2
管に関する規格計算式等 管の評価部位毎の規格計算式等について説明する。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 管に関する規格計算式等
・[補足材構10]常設重大事故等対処設備の容器
等の伸縮継手の全伸縮量算出について

3.
荷重の設定 荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備としての圧力による荷重とし

て，仕様表における最高使用圧力を考慮することを説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 荷重の組合せの設定
－

4.
許容限界の設定 許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対

しては設計引張強さSu値を許容限界として設定することを説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 許容限界の設定
－

5.
公式による強度評価書のフォーマット 公式による強度評価書のフォーマットを示す。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 公式による強度評価書のフォーマット
－

Ⅴ－１－３－３ 解析による強度評価書作成の基本方針 －

1.
概要 「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく解析による強度評価書作成の基本方針であることを説明

する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 解析による強度評価書作成の基本方針の概要
－

2.

解析モデルの選定 解析モデルの選定として，以下のとおり説明する。
・応力解析は有限要素法を用いて実施，強度評価上厳しくなる不連続部を選定
・解析モデルの設定条件：形状及び寸法(仕様表，構造図等)等
・使用する解析プログラムの設定

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 解析モデルの設定

－

3.
荷重の設定 荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備としての圧力による荷重とし

て，仕様表における最高使用圧力を考慮することを説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 荷重の組合せの設定
－

4.
許容限界の設定 許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対

しては設計引張強さSu値を許容限界として設定することを説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 許容限界の設定
－

5.

応力強さの計算 応力強さの計算として，以下のとおり説明する。
・応力強さの算出方法を設定の考え方
・算出された応力値が設定した許容限界を満足していることを確認

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 応力強さの計算

－

6.
解析による強度評価書フォーマット 解析による強度評価書のフォーマットを示す。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 解析による強度評価書フォーマット
－
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基本設計方針の添付書類への展開
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

Ⅴ－１－３－４
完成品に対する強度評価書作成の基本方針

－

1.
概要 「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく完成品に対する強度評価書作成の基本方針であることを

説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
完成品に対する強度評価書作成の基本方針の
概要

－

2.
完成品の強度評価

－

2.1

法令又は公的な規格への適合性確認 法令又は公的な規格への適合性確認として，以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と法令又は公的な規格の使用目的，想定している使用環
境を比較し，準拠する規格及び基準が妥当であること
(b)法令又は公的な規格に基づく機器に適切な材料が使用され，十分な強度を有する設計であるこ
と

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品
の強度評価方法のうち法令又は公的な規格へ
の適合性確認

－

2.2

メーカ規格及び基準への適合性確認 メーカ規格及び基準への適合性確認として，以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境とメーカ規格及び基準の使用目的，想定している使用環
境を比較し，準拠する規格及び基準が妥当であること
(b)メーカ規格及び基準に基づく機器に適切な材料が使用され，十分な強度を有する設計であるこ
と

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品
の強度評価方法のうちメーカ規格及び基準へ
の適合性確認

－

3.
完成品に対する強度評価書のフォーマット 完成品に対する強度評価書のフォーマットを示す。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし ○ 強度評価書のフォーマット
－

Ⅴ－２
強度評価書

－

Ⅴ－２－１
評価条件整理表及び評価項目整理表

－

1.
概要 「Ⅴ－１－３　強度評価書作成の基本方針」に基づく評価条件整理表及び強度評価整理表を示す

ことを説明する。
〇 概要説明 △ 第１回で全て説明されるため追加事項なし

－

2.
評価条件整理表

強度評価対象設備における評価条件等の整理結果について説明する。 〇 評価条件整理表 〇 評価条件整理表
－

3.
評価項目整理表

強度評価対象設備における評価項目の整理結果について説明する。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 評価項目整理表
－

Ⅴ－２－２
公式による強度評価書

－

1.
概要 「Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基本方針」に基づく強度評価結果であることを

説明する。
－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 概要説明

－

2.
容器の公式による強度評価結果 公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認

した強度評価結果を示す。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 容器の公式による強度評価結果
－

3.
管の公式による強度評価結果 公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認

した強度評価結果を示す。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇
管の公式による強度評価結果

－

Ⅴ－２－３
解析による強度評価書

－

1.
概要 「Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の基本方針」に基づく強度評価結果であることを

説明する。
－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 概要説明

－

2.
解析による強度評価結果 解析による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認

した強度評価結果を示す。 － 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 解析による強度評価結果
－

Ⅴ－２－４
完成品に対する強度評価書

－

1.
概要 「Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作成の基本方針」に基づく強度評価結果であるこ

とを説明する。
－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 概要説明

－

2.

完成品に対する強度評価結果 完成品に対する強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを
確認した強度評価結果を示す。

－ 対象となる容器等がないため，記載事項なし 〇 完成品に対する強度評価結果

－

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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⿊字は，第１回設⼯認申請で⽰す範囲，灰⾊字は後次回以降の申請で⽰す範囲とする。
各添付書類の「1.概要」については，提出回次以降全て記載するため，下図には記載していない。
なお，基本設計⽅針及び添付書類内における項⽬のタイトルについては，⼀部簡略化して記載している。

基本設計⽅針
第１章 共通項⽬
9.設備に対する要求
9.3 材料及び構造

9.3.1 材料及び構造

9.3.1.1 材料

9.3.1.2 構造
9.3.1.2.1 安有の容器等/

常設SAの容器等
(1)容器及び管

(2)ポンプ/弁/内燃機関

(3)⽀持構造物

9.3.1.2.2 可搬SAの容器等

9.3.1.3 主要な溶接部
9.3.2 耐圧試験等

Ⅴ−１−２
強度評価⽅針
 材料及び構造の設計⽅針に対して，評価を実施

するものについて，その評価⽅針を説明
2. 強度評価⽅針
2.1 強度評価⼿法の選定

• 安有の容器等/SAの容器等の容器及び管の強度
評価は，基本的に公式による評価を実施

• 公式による評価は，設計条件に対してJSMEク
ラス３機器の規定を基本とした許容引張応⼒S
値を基準とした厚さ計算等を実施

• 設計過渡条件に対してJSMEクラス１機器の規
定を参考とした設計引張強さSu値を基準とした
厚さ計算等を実施

• 厚さ計算による評価においては，腐⾷代を適切
に考慮した評価を実施

• 安有の容器等/SAの容器等の容器及び管の強度
評価であって，構造が複雑で規格計算式等が規
定されていないもの⼜は評価条件の変更に伴い
より精緻な評価が必要なものにあっては解析に
よる評価を実施

• 解析による評価は，設計条件に対してASMEに
基づき許容引張応⼒S値を基準とした応⼒計算
を実施

• 設計過渡条件に対してJSMEクラス１機器の規
定を参考とした設計引張強さSu値を基準とした
応⼒計算を実施

• 公式による評価⼜は解析による評価は，評価条
件等を踏まえ，既認可引⽤⼜は新規評価を区分

• SAの容器等の容器及び管の強度評価であって，
⼀般産業⽤⼯業品については，完成品に対する
評価を実施

• 完成品に対する強度評価は，「法令⼜は公的な
規格」，「メーカ規格及び基準」の区分に応じ
た規格基準への適合性評価を実施

2.2 強度評価フロー
 各評価⼿法の評価フローを説明
(1)公式による評価
(2)解析による評価
(3)完成品に対する評価

別紙４−２
Ⅴ−１−３
強度評価書作成の基本⽅針

Ⅴ−１−３−１
評価条件整理表及び評価項⽬整理表作成の基本⽅針
2. 強度評価書作成の基本⽅針
 評価を実施するにあたって，評価条件等を整理

し，強度評価書の作成区分について整理
• 既認可から変更なし：既認可引⽤
• 既認可から変更あり：新規作成

3. 評価条件整理表
 評価条件整理表にて整理する項⽬について説明
4. 評価項⽬整理表
 評価項⽬整理表にて整理する項⽬について説明

Ⅴ−１−３−２
公式による強度評価書作成の基本⽅針
 作成の基本⽅針は次⾴参照

Ⅴ−１−３−３
解析による強度評価書作成の基本⽅針
 作成の基本⽅針は次⾴参照

Ⅴ−１−３−４
完成品に対する強度評価書作成の基本⽅針
 作成の基本⽅針は次⾴参照

別紙４−３

Ⅴ−２
強度評価書

Ⅴ−２−１
評価条件整理表及び評価項⽬整理表
2. 評価条件整理表
3. 評価項⽬整理表

Ⅴ−２−２
公式による強度評価書
 強度評価書記載内容は次⾴参照
2. 容器の公式による強度評価結果
3. 管の公式による強度評価結果

Ⅴ−２−３
解析による強度評価書
 強度評価書記載内容は次⾴参照
2. 解析による強度評価結果

Ⅴ−２−４
完成品に対する強度評価書
 強度評価書記載内容は次⾴参照
2. 完成品に対する強度評価結果

別紙４−４

⼯事の⽅法
2.1.1 構造，強度及び漏えいに係る
検査
2.1.2 容器等の主要な溶接部に係る
検査

Ⅴ−１−１
強度及び耐⾷性に関する設計の基本⽅針

2.材料及び構造設計の基本⽅針

2.1 材料設計
(1)材料選定
(2)腐⾷代の設定
2.2 構造設計
2.2.1 安有の容器等/常設SAの容器等

(1)容器及び管
• 設計条件に対しては，JSMEクラス３機器の
規定を基本とした公式による評価⼜は解析に
よる評価を実施し，弾性域に抑える設計

• 設計過渡条件に対しては，JSMEクラス１機
器の規定を参考とした公式による評価⼜は解
析による評価を実施し，機器の健全性を確保
する設計

• 内燃機関の燃料系は，(2)の内燃機関と同様の
設計

(2)ポンプ/弁/内燃機関
• ポンプ/弁は耐圧試験等により強度を確認し
たものを使⽤する設計

• 内燃機関は，⽕⼒基準の規定を満⾜するもの
を使⽤する設計

(3)⽀持構造物
• ⽀持構造物は，耐震評価によることを説明

2.2.2 可搬SAの容器等
• JSMEクラス3機器の規定を基本とした公式に
よる評価を実施

• 完成品については，⼀般産業⽤⼯業品の規格
/基準への適合確認による評価を実施

2.3 主要な溶接部の設計
3. 耐圧試験等に係る設計の基本⽅針

Ⅴ−１−１ 別紙
容器等の材料及び構造に関する設計⽅針

評価書

使⽤前事業者検査
Ⅴ−３
計算機プログラム(解析コード)の概要

⽅針

別紙４−１

Ⅴ−１ 強度及び耐⾷性に関する基本⽅針
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Ⅴ−２−４
完成品に対する強度評価書
2. 完成品に対する強度評価結果

• 使⽤条件の表：使⽤⽬的/使⽤環境，使⽤材料，最⾼使⽤圧⼒，最⾼使⽤温度
• 法令/公的な規格/メーカ規格の仕様範囲の表:型式，使⽤⽬的/使⽤環境，材料の規定，最⾼使⽤圧⼒，最⾼使⽤温度
• 上記内容の⽐較結果

Ⅴ−２−３
解析による強度評価書
2. 解析による強度評価結果

• 構造図：他の添付書類引⽤⼜は記載
• 解析モデル：解析モデル図，解析モデル諸元等（要素数，接点数，拘束条件），使⽤する解析プログラム
• 使⽤条件の表：最⾼使⽤圧⼒，最⾼使⽤温度，液体の⽐重，腐⾷代
• 応⼒計算の結果の表：評価部位，使⽤材料，発⽣値(応⼒)，許容引張応⼒/許容引張強さ

Ⅴ−２−２
公式による強度評価書
2. 容器の公式による強度評価結果

• 使⽤条件の表：最⾼使⽤圧⼒，最⾼使⽤温度，液体の⽐重，腐⾷代
• 評価部位毎の厚さ計算等の結果の表：使⽤材料，⼨法，許容引張応⼒/許容引張強さ，必要厚さ，最⼩厚さ等

3. 管の公式による強度評価結果
• 使⽤条件の表：最⾼使⽤圧⼒，最⾼使⽤温度，液体の⽐重，腐⾷代
• 評価部位毎の厚さ計算等の結果の表：使⽤材料，⼨法，許容引張応⼒/許容引張強さ，必要厚さ，最⼩厚さ等

Ⅴ−１−３−３
解析による強度評価書作成の基本⽅針
2. 解析モデルの設定

• 応⼒解析は有限要素法を⽤いて実施，強度評価上厳しくなる不連続部を選定
• 解析モデルの設定条件：形状及び⼨法(仕様表，構造図等)等
• 使⽤する解析プログラムの設定

3. 荷重の設定
• SA時の圧⼒荷重を考慮
• 設計条件：SA時における使⽤時の値(仕様表)
• 設計過渡条件：SA時における使⽤時の過渡的な値(仕様表)

4. 許容限界の設定
• 設計条件：許容引張応⼒S値基準の許容限界を設定
• 設計過渡条件：設計引張強さSu値基準の許容限界を設定

5. 応⼒強さの計算
• 応⼒強さの算出⽅法を設定
• 算出された応⼒値が設定した許容限界を満⾜していることを確認

6. 解析による強度評価書のフォーマット

「Ⅴ−１−３ 強度評価書作成の基本⽅針」等の詳細構成
Ⅴ−１−３ 強度評価書作成の基本⽅針
Ⅴ−１−３−２
公式による強度評価書作成の基本⽅針
2. 規格計算式等の選定
2.1 容器に関する規格計算式等

• 容器の評価部位毎の規格計算式等を記載
2.2 管に関する規格計算式等

• 管の評価部位毎の規格計算式等を記載
3. 荷重の設定

• DB/SA時の圧⼒荷重を考慮
• 設計条件：DB/SA時における使⽤時の値(仕様表)
• 設計過渡条件：SA時における使⽤時の過渡的な値(仕様表)

4. 許容限界の設定
• 設計条件：許容引張応⼒S値基準の許容限界を設定
• 設計過渡条件：設計引張強さSu値基準の許容限界を設定

5. 公式による強度評価書のフォーマット

Ⅴ−１−３−４
完成品に対する強度評価書作成の基本⽅針
2. 完成品の強度評価
2.1 法令⼜は公的な規格への適合性確認

• 法令⼜は公的な規格の想定範囲内で使⽤することの確認：使⽤⽬的/使⽤環境の整理
• 法令⼜は公的な規格に規定された材料であることの確認：機器の使⽤材料(仕様表における主要材料)
• メーカ仕様範囲内の使⽤条件であることの確認：機器のSA時における使⽤条件(仕様表における最⾼使⽤圧⼒/最⾼使⽤温度)
• 法令⼜は公的な規格で定める試験に合格していることの確認：試験結果

2.2 メーカ規格及び基準への適合性確認
• メーカ規格の想定範囲内で使⽤することの確認：使⽤⽬的/使⽤環境の整理
• 使⽤材料が適切であることの確認：機器の使⽤材料(仕様表における主要材料)
• メーカ仕様範囲内の使⽤条件であることの確認：機器のSA時における使⽤条件(仕様表における最⾼使⽤圧⼒/最⾼使⽤温度)
• 試験に合格していることの確認：使⽤前事業者検査にて耐圧試験等を実施

3. 完成品に対する強度評価書のフォーマット

Ⅴ−２ 強度評価書
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下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異  

二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(1／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

(目 次) 

第１章 共通項目 

9. 設備に対する要求

9.3 材料及び構造

9.3.1 材料及び構造

9.3.1.1 材料

9.3.1.2 構造 

9.3.1.2.1 安全機能を有する施設の容器及び常設重大事故 

等対処設備の容器等 

(1) 容器及び管

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関

(3) 支持構造物

9.3.1.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容器等 

9.3.1.3 主要な溶接部 

9.3.2 耐圧試験等 

(目 次) 

Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針 

1. 概要

2. 材料及び構造設計の基本方針

2.1 材料設計 

(1) 材料選定

(2) 腐食代の設定

2.2 構造設計 

2.2.1 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故 

等対処設備の容器等 

(1) 容器及び管

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関

(3) 支持構造物

2.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容器等 

2.3 主要な溶接部の設計 

3. 耐圧試験等に係る設計の基本方針

Ⅴ－１－１ 別紙 容器等の材料及び構造に関する設計方針 

Ⅴ－１－２ 強度評価方針 

1. 概要

2. 強度評価方針

2.1 強度評価手法の選定 

2.2 強度評価フロー 

(1) 公式による評価

(2) 解析による評価

(3) 完成品に対する評価

(目 次) 

Ⅴ-3-1 強度計算の基本方針 

Ⅴ-3-1-1 強度計算の基本方針の概要 

1. 概要

Ⅴ-3-1-2 クラス１機器の強度計算の基本方針 

Ⅴ-3-1-3 クラス２機器の強度計算の基本方針 

Ⅴ-3-1-4 クラス３機器の強度計算の基本方針 

1. 概要

2. クラス３機器の強度計算の基本方針

2.1 原水タンク及びクラス３機器(消火設備用ボンベ，消火

器及び火災防護設備用水源タンクを除く)の構造及び

強度 

2.2 クラス３機器のうち消火設備用ボンベ，消火器及び火

災防護設備用水源タンク(原水タンクを除く)の構造及

び強度 

Ⅴ-3-1-5 クラス４機器の強度計算の基本方針 

Ⅴ-3-1-6 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２

支持構造物の強度計算の基本方針 

1. 概要

2. 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持

構造物の強度計算の基本方針 

2.1 重大事故等クラス２機器(クラス１機器及び原子炉格

納容器を除く)並びに重大事故等クラス２支持構造物

(クラス１支持構造物を除く)の構造及び強度

2.2 重大事故等クラス２機器であってクラス１機器及び重

大事故等クラス２支持構造物であってクラス１支持構

造物の構造及び強度 

2.3 重大事故等クラス２機器であって原子炉格納容器の構

造及び強度 

2.4 設計・建設規格又は告示第５０１号における材料の規

定によらない場合の評価 

Ⅴ-3-1-7 重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針 

1. 概要

2. 重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針

発電炉と再処理施設との添付

書類の構成の違いによる相違

(発電炉ではクラス区分毎に

添付書類を分けて構成してい

るが，再処理施設ではクラス

区分が設定されていないこと

から，添付書類Ⅴ－１－１に

てまとめて記載することとし

たもの)であり，新たな論点

が生じるものではない。 

なお，記載比較にあたって

は，再処理施設は発電炉のク

ラス３機器／クラス４管相当

として設計していることか

ら，安全機能を有する施設に

あっては「クラス３機器の強

度計算の基本方針」と，重大

事故等対処設備にあっては

「重大事故等クラス２機器及

び重大事故等クラス２支持構

造物の強度計算の基本方

針」，「重大事故等クラス３機

器の強度評価の基本方針」と

の比較を実施する。(「クラ

ス４機器の強度計算の基本方

針」の記載内容は，「クラス

３機器の強度計算の基本方

針」に包含されるため，「ク

ラス３機器の強度計算の基本

方針」にて実施)

また，記載の比較を実施しな

い発電炉のクラス１機器等で

は構造設計の基本的な考え方

の相違から「解析による設

計」を踏まえた設計上の考慮

事項に対する基本方針が記載

されているものであり，設計

上の考慮事項に対する相違に

対する確認は，補足説明資料

「材構02 材料及び構造に係

る設計上の考慮事項の抽出に

ついて」にて詳細説明してい

ることから，本資料では割愛

する。
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(2／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

2.1 完成品を除く重大事故等クラス３機器の構造及び強度 

2.2 重大事故等クラス３機器のうち完成品の構造及び強度 

Ⅴ-3-1-8 原子炉格納容器の強度計算の基本方針 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(3／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

第１章 共通項目 

9. 設備に対する要求 

9.3 材料及び構造 

 

1. 概要 

本資料は，「再処理施設の技術基準に関する規則」(令和２

年３月 17 日 原子力規制委員会規則第九号)(以下「技術基

準規則」という。)第十七条に規定されている安全機能を有

する施設又は第三十七条に規定されている重大事故等対処

設備に属する容器，管，ポンプ，弁若しくはこれらの支持構

造物又は内燃機関のうち，再処理施設の安全性を確保する

上で重要なものの材料及び構造について，適切な材料を使

用し，適切な構造とすることを説明するものである。 

 

なお，安全機能を有する施設のうち材料及び構造の要求

事項に変更がなく，改造を実施しない機器については，平成

５年 12 月 27 日付け５安(核規)第 534 号にて認可を受けた

設工認申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐

食性に関する説明書」における「Ⅴ－１ 主要な容器及び管

の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」(以下「既

認可強度及び耐食性に関する基本方針」という。)に基づき，

同添付書類における「別添－１ 容器・管等の材料及び構造

に関する設計の基本方針」(以下「既認可構造等に関する設

計方針」という。)に従い設計し，既に認可を受けた強度評

価結果があることから，今回の申請において変更は行わな

い。 

 

重大事故等対処設備に属する容器，管，ポンプ，弁若しく

はこれらの支持構造物又は内燃機関については，当該設備

の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(強度計算の基本方針の概要) 

1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則」(平成 25 年 6 月 28 日 原子力規制委員会

規則第六号)(以下「技術基準規則」という。)第 17 条に規

定されている設計基準対象施設又は第55条に規定されてい

る重大事故等対処設備に属する容器，管，ポンプ，弁若しく

はこれらの支持構造物又は設計基準対象施設に属する炉心

支持構造物の材料及び構造について，適切な材料を使用し，

十分な構造及び強度を有することを説明するものである。 

 

なお，設計基準対象施設のうち材料及び構造の要求事項

に変更がなく，改造を実施しない機器については，今回の

申請において変更は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回，新たに材料及び構造の要求が追加又は変更となる

機器であって，クラス１機器のうち原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ拡大範囲，「残留熱除去設備」及び「非常用炉心冷却

設備その他原子炉注水設備」の改造に伴い強度評価が必要

な範囲，クラス２機器のうち「原子炉格納容器調気設備」の

改造に伴い強度評価が必要な範囲，クラス３機器のうち「使

用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備」及び「その他発電用原子炉

の附属施設(火災防護設備)」，クラス４機器のうち「放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納

容器再循環設備」の改造及び設計上考慮する環境条件の変

更に伴い強度評価が必要な範囲，重大事故等クラス２機器

(支持構造物含む)，重大事故等クラス３機器，原子炉格納

容器のうち改造に伴い強度評価が必要な範囲について，強

度計算及び強度評価の基本方針，計算方法について以下の

資料により構成する。 

 

上述の機器と評価条件が異なる自然現象等特殊な荷重を

考慮した評価が必要な設備のうち竜巻の荷重を考慮した評

価を別添 1 に，火山の影響による荷重を考慮した評価を別

添 2 に，津波又は溢水の荷重を考慮した評価を別添 3 に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考１ 主要な容器及び管の

耐圧強度及び耐食性に関する

設計の基本方針 

参考２ 容器・管等の材料及

び構造に関する設計の基本方

針 

 

 

 

後次回で比較結果を示す。 

 

 

発電炉と再処理施設との添付

書類の構成の違いによる相違

(再処理施設では，添付書類構

成は添付書類「Ⅴ－１ 強度

及び耐食性に関する説明書」

の目次にて示すこととしたも

の)であり，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設との添付

書類の構成の違いによる相違

(自然現象等の荷重を考慮し

た評価については，「自然現象

等による損傷の防止に関する

説明書」に添付するもの)であ

り，新たな論点が生じるもの

ではない。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(4／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

また，再処理施設における材料及び構造に係る経年劣化

事象に関する事項については，「核原料物質，核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」(昭和 32 年６月 10 日法律第

166 号)第四十八条第１項の規定に基づく再処理施設の経年

劣化に関する技術的な評価にて確認を実施することから，

設工認申請書の対象外とする。 

補足説明資料「材構 02 材料

及び構造に係る設計上の考慮

事項の抽出について」にて整

理した材料及び構造に関連す

る設計上の考慮事項のうち，

発電炉の高経年化技術対策上

着目すべき経年劣化事象であ

る中性子照射脆化，照射誘起

型応力腐食割れ，２相ステン

レス鋼の熱時効における再処

理施設の取扱いについて明確

にしたものであり，発電炉と

同様に「再処理施設の経年劣

化に関する技術的な評価」に

て必要な事象について確認を

実施する方針であることから

新たな論点が生じるものでは

ない。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(5／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

9.3.1 材料及び構造 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における

材料及び構造にあっては，安全機能を有する施設又は重大

事故等対処設備に属するもののうち以下のいずれかに該当

するものを再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの

(以下，安全機能を有する施設にあっては「安全機能を有す

る施設の容器等」，重大事故等対処設備にあっては「重大

事故等対処設備の容器等」という。)として材料及び構造の

対象とする。 

a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は

内部エネルギーの解放による災害を及ぼすおそれが

ある機器区分(再処理第１種機器から再処理第５種機

器)に属する容器及び管

b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれが

あるもの及び放射線障害を防止する機能を有する安

全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する容

器及び管

c. 上記 a又は bに接続するポンプ及び弁(安全上重要な

施設又は重大事故等対処設備を防護するために必要

な緊急遮断弁を含む。)

d. 上記 a，b又は cに直接溶接される支持構造物であ

り，その破損により当該機器の損壊を生じさせるお

それのあるもの

e. 安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する

内燃機関

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備

の容器等の材料及び構造(主要な溶接部を含む。)は，施設

時において，以下の通りとし，その際，日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規格」等に準拠し設計す

る。 

2. 材料及び構造設計の基本方針

安全機能を有する施設における材料及び構造にあっては，安

全機能を有する施設に属するもののうち以下のいずれかに該当

するものを再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの(以

下，安全機能を有する施設にあっては「安全機能を有する施設

の容器等」という。)として材料及び構造の対象とする。 

a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は内部

エネルギーの解放による災害を及ぼすおそれがある機器

区分(再処理第１種機器から再処理第５種機器)に属する

容器及び管 

具体的には，「再処理施設の技術基準に関する規則の解

釈」(令和２年２月５日 原規規発第 2002054 号-4)(以

下「技術基準規則の解釈」という。)第 17 条２に規定さ

れる「容器等の主要な溶接部」に該当する機器区分(再

処理第１種機器から再処理第５種機器)に属する容器及

び管 

b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれがある

もの及び放射線障害を防止する機能を有する安全上重要

な施設に属する容器及び管 

c. 上記 a又は bに接続するポンプ及び弁(安全上重要な施

設を防護するために必要な緊急遮断弁を含む。) 

d. 上記 a，b又は cに直接溶接される支持構造物であり，

その破損により当該機器の損壊を生じさせるおそれのあ

るもの 

e. 安全上重要な施設に属する内燃機関

安全機能を有する施設の容器等の材料及び構造(主要な溶接

部を含む。)は，「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005

年版(2007年追補版含む。))＜第Ⅰ編軽水炉規格＞ ＪＳＭＥ 

Ｓ ＮＣ１－2005/2007」(日本機械学会)(以下「設計・建設規

格」という。)等に準拠し設計する。 

重大事故等対処設備の容器等の対象範囲については，当該設

備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

発電炉における材料及び構造

は，機器クラス区分に応じた設

計を実施しており，各クラス区

分の定義は発電炉の技術基準規

則に規定されていることから対

象は明確にされているものの，

再処理施設においては材料及び

構造に関する基本方針として，

再処理施設における材料及び構

造の対象範囲を明確化したも

の。 

「設計・建設規格等」の指す内

容は，圧力容器構造規格，再処

理施設用ステンレス鋼規格等で

あり，具体的な内容については

添付書類「Ⅴ－１－１ 別紙 

容器等の材料及び構造に関する 

設計方針」にて示すため当該箇

所では「等」の記載を用いた。 

後次回で比較結果を示す。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(6／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

9.3.1.1 材料 

 

 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設

備の容器等のうち常設のもの(以下「常設重大事故等対処

設備の容器等」という。)は，第１章 共通項目の「9.1 安

全機能を有する施設」及び「9.2 重大事故等対処設備」

の要求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重，

腐食環境その他の使用条件に対して，適切な機械的強度及

び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。 

 

重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型のもの(以下

「可搬型重大事故等対処設備の容器等」という。)は，第

１章 共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の要求事

項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重その他の使

用条件に対して，日本産業規格等に適合した適切な機械的

強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。 

2.1 材料設計 

安全機能を有する施設の容器等の材料設計は，次のとおりと

する。 

 安全機能を有する施設の容器等は，「Ⅵ－１－１－４ 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用

される条件の下における健全性に関する説明書」の要

求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重，腐

食環境その他の使用条件に対して，適切な機械的強度

及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。 

 

なお，使用される圧力，温度については，仕様表における

最高使用圧力，最高使用温度を考慮し，荷重については，機

械的荷重としてボルトの締付荷重を考慮する。 

腐食環境については，硝酸濃度，仕様表における最高使用

温度を考慮する。硝酸濃度については平成７年９月26日付け

７安(核規)第710号にて認可を受けた設工認申請書の「Ⅴ 主

要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」にお

ける「別添－５ 腐食代に関する設計の基本方針」(以下「腐

食代設計方針」という。)に各腐食性流体における硝酸濃度を

示している。 

その他の使用条件については，保守性として設置場所であ

るセル・グローブボックス内・外を考慮する。各機器の設置

場所については「Ⅵ－２－４ 配置図」に示している。 

 

上記の安全機能を有する施設の容器等の材料設計にあって

は，材料選定及び腐食代の設定を実施する。 

 

(1) 材料選定 

安全機能を有する施設の容器等は，最高使用圧力，最高

使用温度，機械的荷重，腐食環境その他の使用条件を考慮

しても強度及び耐食性を確保するため，基本的には硝酸溶

液に対して優れた耐食性を有し豊富な使用実績のあるオー

ステナイト系ステンレス鋼を採用するなど，使用条件に対

して適切な金属材料(鉄鋼材料，非鉄材料)を使用する設計

とし，既認可強度及び耐食性に関する基本方針に基づき，

取り扱う放射性物質の濃度，腐食環境(硝酸濃度，使用温

度)等の条件を考慮して定めた既認可構造等に関する設計方

針の「別表第１ 六ヶ所再処理施設の材料選定フロー」(以

下「材料選定フロー」という。)により選定した材料を使用

する設計とする。 

また，使用する材料の規格は，安全機能を有する施設の

容器等にあっては「Ⅴ－１－１ 別紙 容器等の材料及び

構造に関する設計方針」(以下「構造等に関する設計方針」

という。)に掲げる規格に適合するもの又はこれと同等以上

の材料特性を有するものを使用する設計とするが，新規制

基準以前に既に認可を受けた設工認申請書における「Ⅴ 

主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」

(以下「既設工認」という。)にて使用条件に対して十分な

強度を有することを確認した安全機能を有する施設の容器

等(以下「既設の安全機能を有する施設の容器等」とい

う。)にあっては既認可構造等に関する設計方針に掲げる規

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(クラス３機器の強度計算の基本方針) 

原水タンク及びクラス３機器(消火設備用ボンベ，消火器及び火

災防護設備用水源タンクを除く)の材料については，設計・建設

規格に規定されている材料を使用する設計とする。 

 

再処理施設では，添付書類にお

いて材料に関する基本方針を明

確にしたものであり，新たな論

点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考３ 腐食代に関する設計の

基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設固有の材料選定に係

る設計上の考慮であり，新たな

論点が生じるものではない。 

 

 

 

 

「腐食環境(硝酸濃度，使用温

度)等」の指す内容は，機器区

分，設置場所等であり，具体的

な内容については材料選定フロ

ーにて示しているため当該箇所

では「等」の記載を用いた。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(7／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

格に適合するもの又はこれと同等以上の材料特性を有する

ものを使用する設計とする。 

 

ただし，安全機能を有する施設の容器等の内燃機関(燃料

系を含む。)にあっては，発電用火力設備に関する技術基準

を定める省令の規定を満足するものを使用する設計とす

る。 

 

(2) 腐食代の設定 

安全機能を有する施設の容器等の容器及び管に使用する

材料の板厚(公称厚さ)については，最高使用圧力，最高使

用温度，腐食環境等の使用条件を考慮しても強度及び耐食

性を確保するため，耐圧強度計算から求まる板厚に素材の

負の公差，曲げ加工公差及び腐食代を加えた値以上になる

ように選定する。 

 

 

 

また，材料の腐食代については，腐食代設計方針に基づ

き，腐食性流体(0.2mol／l以上の硝酸溶液)を内包する安全

機能を有する施設の容器等の容器及び管を対象に，新規制

基準以前の事業指定(変更許可)申請書で参照した文献等を

参考に使用環境を考慮して腐食速度を定め，運転年数に基

づく腐食量に設計余裕を加味して設定する。 

 

 

安全機能を有する施設の容器等のポンプ及び弁にあって

は，接続する管の板厚(公称厚さ)を踏まえた厚さを有する

ものを使用する設計とする。 

 

なお，既設工認にて適用した既認可構造等に関する設計

方針に掲げる材料の規格は，「発電用原子力設備に関する構

造等の技術基準」(昭和55年10月30日通商産業省告示第501

号)(以下「告示第501号」という。)に掲げられた第４種機

器及び第５種管で使用可能な材料の規格又は「加工施設及

び再処理施設の溶接の方法の認可について」(科学技術庁原

子力安全局長通達)に掲げられた再処理特有の材料の規格で

あり，また，材料の板厚(公称厚さ)においては内包する腐

食性流体に応じた材料の腐食代を適切に考慮していること

から，使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分

を有する材料を使用する設計とする基本設計方針に対し

て，適切な設計方針であることを確認している。 

 

重大事故等対処設備の容器等の材料設計については，当該

設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設固有の材料に係る設

計上の考慮であり，新たな論点

が生じるものではない。 

「腐食環境等」の指す内容は，

接液時間，設計寿命等であり，

具体的な内容については「腐食

代設計方針」にて示しているた

め当該箇所では「等」の記載を

用いた。 

 

 

 

「文献等」の指す内容は，試験

結果であり，具体的な内容につ

いては「腐食代設計方針」にて

示すため当該箇所では「等」の

記載を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を示す。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(8／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

9.3.1.2 構造 

9.3.1.2.1 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等 

(1) 容器及び管

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等の容器及び管(ダクトは除く。)

は，第１章 共通項目の「9.1 安全機能を有する施

設」及び「9.2 重大事故等対処設備」の要求事項を踏

まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び

機械的荷重が負荷されている状態(以下「設計条件」と

いう。)において，全体的な変形を弾性域に抑える及び

座屈が生じない設計とする。 

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発

の影響を受ける容器及び管は，設計条件を超える水素

爆発等の衝撃荷重が負荷される状態において，経路の

破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等のダクトは，設計条件において，

延性破断に至る塑性変形を生じない設計とする。 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が

繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設

計とする。 

2.2 構造設計 

2.2.1 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対

処設備の容器等 

(1) 容器及び管

安全機能を有する施設の容器等の容器及び管の構造設

計は，次のとおりとする。 

 安全機能を有する施設の容器等の容器及び管(ダク

トは除く。)は，「Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有す

る施設及び重大事故等対処設備が使用される条件

の下における健全性に関する説明書」の要求事項を

踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度

及び機械的荷重が負荷されている状態(以下「設計

条件」という。)において，全体的な変形を弾性域に

抑える及び座屈が生じない設計とする。 

なお，最高使用圧力，最高使用温度については，仕様

表における最高使用圧力，最高使用温度を考慮し，機械

的荷重については，ボルトの締付荷重を考慮する(以下，

設計条件において同様)。 

 安全機能を有する施設の容器等のダクトは，設計条

件において，延性破断に至る塑性変形を生じない設

計とする。 

 安全機能を有する施設の容器等の伸縮継手は，設計

条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲労破

壊が生じない設計とする。 

上記の安全機能を有する施設の容器等の容器及び管の

構造設計にあっては，材料及び構造に係る細目の設計方

針として準拠する設計・建設規格におけるクラス３機器

及びクラス４管の規定，圧力容器構造規格(平成15年4月

30日厚生労働省告示第196号)，再処理施設用ステンレス

鋼規格等を取りまとめた構造等に関する設計方針に従

い，設計条件に対して設計・建設規格におけるクラス３

機器の規定を基本とした公式による評価又は解析による

評価を適用し，評価にて十分な強度を有することを確認

することにより，全体的な変形を弾性域に抑える及び座

屈が生じないよう設計する。 

既設の安全機能を有する施設の容器等の容器及び管に

ついては，既設工認にて適用した既認可構造等に関する

設計方針によるものとする。 

なお，既設工認にて適用した既認可構造等に関する設

計方針は，安全機能を有する施設の容器等の容器及び管

が告示第501号における第４種機器相当の考え方を採用

し，設計していることを踏まえ，発電炉にて実績のある

告示第501号における第４種機器及び第５種管の規定等に

基づく設計方針を取りまとめたものであることから，使

用条件に対して弾性設計を基本とした構造設計とする基

本設計方針に対して，適切な設計方針であることを確認

(クラス３機器の強度計算の基本方針)

2. クラス３機器の強度計算の基本方針

クラス３機器の材料及び構造については，技術基準規則第17

条(材料及び構造)に規定されており，「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則の解釈」(平成25年6月19日 

原規技発第1306194号)(以下「技術基準規則の解釈」という。)

第17条10において「発電用原子力設備規格 設計・建設規格

(2005年版(2007年追補版含む。))＜第1編軽水炉規格＞ ＪＳＭ

Ｅ Ｓ ＮＣ１－2005/2007」(日本機械学会)又は「発電用原子力

設備規格 設計・建設規格(2012年版)＜第1編軽水炉規格＞ ＪＳ

ＭＥ Ｓ ＮＣ１－2012」(日本機械学会)によることとされてい

るが，技術基準規則の施行の際現に施設し，又は着手した設計

基準対象施設については，施設時に適用された規格によること

と規定されている。同解釈において規定されるＪＳＭＥ Ｓ Ｎ

Ｃ１－2005/2007(以下「設計・建設規格」という。)及びＪＳＭ

ＥＳ ＮＣ１－2012は，いずれも技術基準規則を満たす仕様規定

として相違がない。 

よって，原水タンク及びクラス３機器(消火設備用ボンベ，消

火器及び火災防護設備用水源タンクを除く)の評価は，基本的に

施設時の適用規格による評価とし，施設時の適用規格が設計・

建設規格のものである為，設計・建設規格による評価を実施す

る。 

再処理施設では，添付書類にお

いて構造に関する基本方針を明

確にしたものであり，新たな論

点が生じるものではない。 

発電炉と再処理施設の技術基準

規則及びその解釈の相違による

ものであるが，基本的な考え方

については同様であり，新たな

論点が生じるものではない。 

「再処理施設用ステンレス鋼規

格等」の指す内容は，日本産業

規格，再処理施設用ジルコニウ

ム規格などであり，各機器が準

拠する具体的な内容については

「Ⅴ－１－１ 別紙 容器等の

材料及び構造に関する設計の基

本方針」にて示すため当該箇所

では「等」の記載を用いた。

「規定等」の指す内容は，同上 

53



別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(9／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

している。 

 

また，安全機能を有する施設の容器等の容器及び管の

うち，内燃機関の燃料系にあっては，内燃機関を含め発

電用火力設備に関する技術基準を定める省令に基づく設

計を実施していることから，後述する「(2) ポンプ及び

弁並びに内燃機関」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，技術基準規則の解釈の冒頭において「技術基準規則に

定める技術的要件を満足する技術的内容は，本解釈に限定され

るものではなく，技術基準規則に照らして十分な保安水準の確

保が達成できる技術的根拠があれば，技術基準規則に適合する

ものと判断する。」ことが規定されている。 

 

クラス３容器のうち火災防護設備用水源タンク(原水タンクを

除く)については，鋼製石油貯槽と同じ全溶接製縦円筒型貯槽で

あることから鋼製石油貯槽の構造の規定であるＪＩＳ Ｂ８５０

１(1995)「鋼製石油貯槽の構造(全溶接製)」(以下「ＪＩＳ Ｂ 

８５０１」という。)の規定に従って設計しているため，クラス

３容器の材料，構造及び強度の要求に照らして十分な保安水準

の確保ができることを確認した上で，施設時の規格であるＪＩ

Ｓ Ｂ ８５０１に基づき評価を実施する。 

 

クラス３容器のうち完成品としてそれぞれの高圧ガス保安法

及び消防法の規制を受ける消火設備用ボンベ及び「実用発電用

原子炉及びその附属施設の火災防護に関する審査基準(原規技発

第1306195号(平成25年6月19日原子力規制委員会決定))」に基づ

き設定する火災区域又は火災区画に配備する消火器(以下「消火

器」という。)については，技術基準規則第17条第1項第3号及び

第10号におけるクラス３容器の材料，構造及び強度の要求に照

らして十分な保安水準の確保ができることを確認した上で，高

圧ガス保安法及び消防法に適合したものを使用する設計とす

る。 

 

また，消火設備用ボンベ及び消火器の材料については，技術

基準規則第17条におけるクラス３容器の材料，構造及び強度の

規定と高圧ガス保安法又は消防法の規定の比較評価において適

切であることを確認する。 

 

火災防護設備用水源タンク(原水タンクを除く)の材料につい

ては，ＪＩＳ Ｂ ８５０１に基づき適用された材料が技術基準

規則第17条の要求を満たすものとして規定されている材料であ

ることを確認し，クラス３容器の構造及び強度の規定とＪＩＳ 

Ｂ ８５０１の規定の比較評価において適切であることを確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を示す。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(10／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

a. 技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２号の要

求事項

技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２号の要

求事項については，高圧ガス保安法に基づき設計される

緊急時対策建屋加圧ユニットの申請に合わせて次回以降

に詳細を説明する。 

b. 技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定の比

較

技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定の比

較については，高圧ガス保安法に基づき設計される緊急

時対策建屋加圧ユニットの申請に合わせて次回以降に詳

細を説明する。 

2.2 クラス３機器のうち消火設備用ボンベ，消火器及び火災防護

設備用水源タンク(原水タンクを除く)の構造及び強度 

クラス３機器のうち消火設備用ボンベ，消火器については設

計に適用した高圧ガス保安法及び消防法の規定が技術基準規則

第17条に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根

拠があることを確認する。 

また，火災防護設備用水源タンク(原水タンクを除く)につい

ては設計に適用したＪＩＳＢ ８５０１が，火災防護設備用水

源タンクの使用条件下において技術基準規則第17条に照らして

十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があることを確

認する。 

(1) 技術基準規則第17条第1項第3号，第10号及び第15号の要求

事項

a. 材料

・クラス３容器に使用する材料が，その使用される圧力，

温度，荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度

及び化学成分を有すること。 

・工学的安全施設に属するクラス３容器に使用する材料に

あっては，当該機器の最低使用温度に対して適切な破壊

じん性を有することを機械試験又はその他の評価方法に

より確認したものであること。(火災防護設備は工学的

安全施設に該当しないため対象外) 

b. 構造及び強度

・設計上定める条件において全体的な変形を弾性域に抑え

ること。 

・クラス３容器に属する伸縮継手にあっては，設計上定め

る条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲労破壊

を生じないこと。(消火設備用ボンベ，消火器及び火災防

護設備用水源タンクに対して伸縮継手を使用していない

ため対象外) 

・設計上定める条件において，座屈が生じないこと。(消火

設備用ボンベ，消火器及び火災防護設備用水源タンクの

外面には圧力が加わらないことから対象外) 

c. 主要な耐圧部の溶接部

主要な耐圧部の溶接部について，不連続で特異な形状で

ないものであること等が規定されている。(主要な耐圧部の

溶接部は，機器のうち容器及び管を対象とし，施設の安全

上の重要度，圧力，口径等から技術基準規則の解釈に定め

られており，火災防護設備については，外形150 mm以上の

管が「主要な耐圧部の溶接部」に該当し，容器については

対象外) 

(2) 技術基準規則第17条と高圧ガス保安法の規定の比較

a. 材料

技術基準規則第17条では，圧力，温度，荷重その他の使

用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有して

いることが要求されている。 

一方，高圧ガス保安法では，容器について，充てんする

後次回で比較結果を示す。 

後次回で比較結果を示す。 

後次回で比較結果を示す。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(11／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

 

 

高圧ガスの種類，充てん圧力，使用温度及び使用される環

境に応じた適切な材料を使用して製造することが要求され

ており，考慮する使用条件は以下のとおり同等であること

から，材料に対して要求する保安水準は確保されている。 

(圧力) 

技術基準規則第17条では，設計上定める条件において，機

器が受ける最高の圧力以上の圧力である「最高使用圧力」

を条件としており，高圧ガス保安法における，ボンベ内部

に受ける最高の圧力である「充てん圧力」と同等である。 

(温度) 

技術基準規則第17条では，設計上定める条件において，最

高の温度以上の温度である「最高使用温度」を条件として

おり，高圧ガス保安法における「使用温度」として規定し

ている温度の上限値と同等である。 

(荷重) 

技術基準規則第17条の要求を満たす仕様規定である設計・

建設規格のクラス３容器の規定において，具体的な荷重は

規定されていない。消火設備用ボンベに対する荷重は最高

使用圧力に包絡されており，高圧ガス保安法も充てん圧力

を規定していることから，想定する荷重は同等である。 

(その他の使用条件) 

技術基準規則第17条では，機器の内部流体等の使用条件を

考慮した材料を選定することが要求されており，具体的な

使用可能材料が設計・建設規格に規定されている。 

一方，高圧ガス保安法では，ボンベの材料選定として，充

てんする高圧ガスの種類等，使用される環境に応じた適切

な材料を選定するよう規定していることから，技術基準規

則第17条において考慮すべき「その他の使用条件」と同等

である。 

 

b. 構造及び強度 

技術基準規則第17条では，設計上定める条件において全

体的な変形を弾性域に抑えることが要求されている。 

一方，高圧ガス保安法では，「一般継目なし容器(ハロ

ンボンベ及び二酸化炭素ボンベ)の必要肉厚を材料の許容

応力より算出すること」が要求されており，材料の降伏点

を超えることのないよう許容応力を規定していることか

ら，要求する保安水準は確保されている。 

 

上述のa.項及びb.項より，技術基準規則第17条と高圧ガ

ス保安法の材料，構造及び強度の規定の水準は同等である

ことから，火災防護設備として使用する消火設備用ボンベ

については，高圧ガス保安法の材料，構造及び強度に関す

る要求に適合することにより，技術基準規則第17条の要求

に照らして十分な保安水準の確保ができる技術的根拠があ

ることから，高圧ガス保安法に適合したものを使用する設

計とする。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(12／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

(3) 技術基準規則第17条と消防法の規定の比較 

a. 材料 

技術基準規則第17条では，圧力，温度，荷重その他の

使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有

する材料を使用することが要求されている。 

一方，消防法では，容器について耐食性及び耐久性を

有する材料を用いた堅牢な材料を使用すること並びに腐

食試験等においてさび等の異常を生じないことが要求さ

れており，考慮する使用条件は以下のとおり同等である

ことから，材料に対して要求する保安水準は確保されて

いる。 

(圧力) 

技術基準規則第17条では，設計上定める条件におい

て，機器が受ける最高の圧力以上の圧力である「最高使

用圧力」を条件としており，消防法における消火器内部

に受ける最高の圧力である「調整圧力，閉そく圧力及び

使用圧力の上限値」と同等である。 

(温度) 

技術基準規則第17条では，設計上定める条件におい

て，最高の温度以上の温度である「最高使用温度」を条

件としており，消防法における「使用温度範囲」として

規定 している最高温度と同等である。 

(荷重) 

技術基準規則第17条の要求を満たす仕様規定である設

計・建設規格のクラス３容器の規定において，具体的な

荷重は規定されていない。消火器に対する荷重は最高使

用圧力に包絡されており，消防法も使用圧力等を規定し

ていることから，想定する荷重は同等である。 

(その他の使用条件) 

技術基準規則第17条では，機器の内部流体等の使用条

件を考慮した材料を選定することが要求されており，具

体的な使用可能材料が設計・建設規格に規定されてい

る。 

一方，消防法では，消火器の材料選定として，充てん

した消火剤に接触する部分をその消火剤に侵されない材

料で造ることが規定されており，技術基準規則第17条に

おいて考慮すべき「その他の使用条件」と同等である。 

 

b. 構造及び強度 

技術基準規則第17条では，設計上定める条件において

全体的な変形を弾性域に抑えることが要求されている。 

一方，消防法では，使用材料に応じた消火器の本体容

器の板厚を規定しており，消火器内部に受ける最高の圧

力(調整圧力，閉そく圧力及び使用圧力の上限値)を超え

る圧力(設計上定める最高の圧力の1.3～2.0 倍)で耐圧試

験を実施し，強度上支障のある永久ひずみ(円筒部分にあ

っては，円周長の0.5 ％以上の永久ひずみ)を生じないこ

とが要求されている。これは，設計上定める条件に対し

て十分な裕度をもって，全体的な変形を弾性域に抑える

ことができる水準であることから，要求する保安水準は

確保されている。 

後次回で比較結果を示す。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(13／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

上述のa.項及びb.項より，技術基準規則第17条と消防

法の材料，構造及び強度の規定の水準は同等であること

から，火災防護設備として使用する消火器については，

消防法の材料，構造及び強度に関する要求に適合するこ

とにより，技術基準規則第17条の要求に照らして十分な

保安水準の確保ができる技術的根拠があることから，消

防法に適合したものを使用する設計とする。 

(4) 火災防護設備用水源タンク(原水タンクを除く)の設計に適

用したＪＩＳ Ｂ ８５０１の技術基準規則第17条クラス３

容器の規定への適合性

a. 材料

技術基準規則第17条では，圧力，温度，荷重その他の使用

条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料

を使用することが要求されており，適合する材料として，解

釈10に記載のある設計・建設規格において使用可能と規定さ

れている材料が該当する。なお，技術基準規則第17条では工

学的安全施設に属する機器以外のクラス３機器は，破壊じん

性及び非破壊試験については要求がない。 

ＪＩＳ Ｂ ８５０１に基づき設計された火災防護設備用水

源タンクは，設計・建設規格クラス３容器の規定において使

用可能とされている材料で製造されており，また，工学的安

全施設に属する機器以外のクラス３機器である。 

よって，火災防護設備用水源タンクで使用されている材料

は技術基準規則第17条クラス３機器における材料の要求を満

足している。 

b. 構造及び強度

技術基準規則第17条において，構造強度の要求は，設計上

定める条件において，全体的な変形を弾性域に抑えることが

要求されており，解釈6において『「全体的な変形を弾性域に

抑える」とは，構造上の全体的な変形を弾性域に抑えること

に加え，材料の引張強さに対しても十分な構造強度を有する

ことをいう。』とされている。 

以下のとおり，火災防護設備用水源タンクの設計に適用し

たＪＩＳ Ｂ ８５０１の規定は，技術基準規則第17条クラス

３容器の構造及び強度の規定を満足している。 

(構造上の全体的な変形を弾性域に抑えること) 

開放タンクの規格であるＪＩＳ Ｂ ８５０１では，設計降

伏点(Ｓｙ)に対して60 ％に抑えることが規定されており，設

計条件に対して構造上の全体的な変形を弾性域に抑えること

ができる。 

(引張強さに対して十分な構造強度を有すること) 

ＪＩＳ Ｂ ８５０１には設計引張強さ(Ｓｕ)を基準とした

許容値の設定がないため，許容値として設定されている設計

降伏点(Ｓｙ)を基準に引張強さの確認を検討する。 

火災防護設備用水源タンクの胴の材料は軟鋼材のSS400であ

り，(Ｓｙ)は設計引張強さ(Ｓｕ)に対して60 ％程度＊である

ことから 

Ｓｙ＝0.6・Ｓｕ ・・・(2.1) 

ＪＩＳ Ｂ ８５０１で水源タンクに要求されている許容値

後次回で比較結果を示す。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(14／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

(以下「Ｓｊ」とする。)は設計降伏点(Ｓｙ)に対して60 ％に

抑える規定により 

Ｓｊ＝0.6・Ｓｙ ・・・(2.2) 

式(2.1)及び(2.2)より 

Ｓｊ＝0.6・(0.6・Ｓｕ)＝0.36・Ｓｕ 

となり，設計引張強さに対するＪＩＳ Ｂ ８５０１の許容

値(Ｓｊ)は(Ｓｕ)に対しても40 ％程度に抑えられる。よって

(Ｓｊ)を許容値としているＪＩＳ Ｂ ８５０１の規定について

は引張強さに対しても十分な構造強度を有していると言える。 

また，開放タンクは圧力容器に比べ，その構造から急激な圧

力上昇が発生する可能性はなく，水頭以上の圧力が加わること

がないことから，高い圧力による破裂危険性はない。 

注記 ＊：ＪＩＳで規定される(Ｓｕ)(Ｓｙ)に対して，設計・建

設規格で規定される(Ｓｕ)(Ｓｙ)の値は，40 ℃以下

の SS400 で同じ値 

上述の a.項及び b.項より，火災防護設備用水源タンク(原水

タンクを除く)の設計に適用したＪＩＳ Ｂ ８５０１は，設計条

件において構造上の全体的な変形を弾性域に抑えることがで

き，技術基準規則のクラス３容器の要求に照らして十分な保安

水準の確保ができる技術的根拠があることから，火災防護設備

用水源タンク(原水タンクを除く)については，技術基準規則第

17 条クラス３容器の要求を満足している。 

 

☆また，火災防護設備用水源タンク（原水タンクを除く）に

ついては設計に適用したＪＩＳＢ ８５０１が，火災防護設備用

水源タンクの使用条件下において技術基準規則第17条に照らし

て十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があることを

確認する。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(15／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関 

 

 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等のポンプ及び弁並びに内燃機関

は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑え

る及び座屈が生じない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 支持構造物 

 

 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等の支持構造物は，設計条件におい

て，延性破断及び座屈が生じない設計とする。 

 

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関 

安全機能を有する施設の容器等のポンプ及び弁並びに

内燃機関の構造設計は，次のとおりとする。 

・安全機能を有する施設の容器等のポンプ及び弁並びに

内燃機関は，設計条件において，全体的な変形を弾性

域に抑える及び座屈が生じない設計とする。 

 

上記の安全機能を有する施設の容器等のポンプ及び弁

の構造設計にあっては，構造等に関する設計方針及び既認

可構造等に関する設計方針に掲げるものの他，以下に示す

とおり，接続する管が十分な強度を有することを確認する

ことで，ポンプ及び弁も十分な強度を有することが確認で

きる。 

・材料については，材料選定フローに基づき選定する

こととしており，接続する管と同種の使用環境に対

して適切な材料を選定している。 

・構造については，ポンプ及び弁は使用条件(最高使用

圧力，最高使用温度)に対して適切な型式のものを選

定しており，耐圧試験，試運転による機能及び性能

試験(以下「運転性能試験」という。)等により使用

条件に対して十分な強度を有することを確認してい

る。また，ポンプ及び弁は一般的に鋳造品であり，

その板厚は接続する管より厚肉である。 

・溶接部については，ポンプ及び弁の溶接部は接続す

る管との溶接部が該当し，それら溶接部は接続する

管の溶接部として適切な溶接設計を実施している。 

 

 

また，安全機能を有する施設の容器等の内燃機関(燃料

系を含む。)の構造設計にあっては，発電用火力設備に関す

る技術基準を定める省令の規定を満足するものを使用す

る設計とする。 

 

 

 (3) 支持構造物 

安全機能を有する施設の容器等の支持構造物の構造設

計は，次のとおりとする。 

 安全機能を有する施設の容器等の支持構造物は，

設計条件において，延性破断及び座屈が生じない

設計とする。 

 

上記の安全機能を有する施設の容器等の支持構造物の

構造設計にあっては，計算方法が耐震評価と同じであ

り，地震荷重が支配的であることから「Ⅳ 耐震性に関

する説明書」にて説明する。 

なお，耐震評価では通常運転時の荷重に加えて地震荷

重を組み合わせた構造強度評価を実施するものであり，

支持構造物の構造設計においては地震荷重が支配的であ

るため，耐震評価を確認することで支持構造物が十分な

強度を有することが確認できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(強度計算の基本方針の概要) 

技術基準規則の機器区分に該当しない機器のうち，施設した内燃

機関(燃料系含む)の評価を別添 4 に，非常用発電装置(可搬型)の

内燃機関の評価を別添 5 に，重大事故等対処設備としての炉心支

持構造物の評価を別添 6 に，及び重大事故等対処設備としての原

子炉圧力容器内部構造物の評価を別添 7に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

(強度計算の基本方針の概要) 

また，クラス１管を支持する支持構造物及び重大事故等クラス２

機器を支持する支持構造物であって，その損壊により重大事故等

クラス２機器に損壊を生じさせるおそれがある重大事故等クラス

２支持構造物の強度計算については，計算方法が耐震評価と同じ

であり，地震荷重が支配的であることから添付書類「Ⅴ-2 耐震性

に関する説明書」にて説明する。 

 

 

再処理施設では，添付書類にお

いて構造に関する基本方針を明

確にしたものであり，新たな論

点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「運転性能試験等」の示す内容

は，単体での耐圧試験，系統一

体での耐圧試験，運転性能試験

の他十分な使用実績等に基づく

確認を含むものであり，ここで

は十分な強度を有することを確

認したものを使用することを示

すことが主旨であることから当

該箇所では「等」の記載を用い

た。 

 

炉心支持構造物,原子炉圧力容

器内部構造物については，発電

炉固有の設備であり，新たな論

点が生じるものではない。 

 

再処理施設では，添付書類にお

いて構造に関する基本方針を明

確にしたものであり，新たな論

点が生じるものではない。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(16／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

常設重大事故等対処設備の容器等の構造設計について

は，当該設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

後次回で比較結果を示す。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(17／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

9.3.1.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容器等 

可搬型重大事故等対処設備の容器等(完成品は除く。)

は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える

設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防

法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規格及

び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用

条件に対して，要求される強度を確保できる設計とす

る。 

ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内

燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格及び基

準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態にお

いて，要求される強度を確保できる設計とする。 

2.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容器等 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造設計について

は，当該設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

（重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針） 

2. 重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針

重大事故等クラス３機器の材料及び構造については，技術基準

規則第 55 条（材料及び構造）に規定されており，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（平成 25

年 6 月 19 日原規技発第 1306194 号）（以下「技術基準規則の解

釈」という。）により完成品として一般産業品の規格及び基準へ

適合している場合は，技術基準規則の規定を満足するものとされ

ている。 

よって，重大事故等クラス３機器の技術基準規則第 55 条への

適合性については，技術基準規則の解釈第 55 条 6 において同解

釈第 17 条 6 を準用していることから，第 17 条において技術基準

規則を満たす仕様規定としている「発電用原子力設備規格 設計・

建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む。））＜第 I編 軽水炉規

格＞ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007」（日本機械学会）（以下「設

計・建設規格」という。）のクラス３機器を参考にして評価を実施

する，又は完成品として一般産業品の規格及び基準に適合してい

ることを確認することで評価を実施する。 

完成品を除く重大事故等クラス３機器の材料については設計・

建設規格を参考にして適切な材料を使用する設計とする。 

また，重大事故等クラス３機器のうち完成品の材料については，完

成品として一般産業品の規格及び基準に適合するものを使用する

設計とする。 

後次回で比較結果を示す。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(18／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

9.3.1.3 主要な溶接部 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対

処設備の容器等の主要な溶接部(溶接金属部及び熱影響部

をいう。)は，次のとおりとする。 

 

・不連続で特異な形状でない設計とする。 

 

 

・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な

溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がな

いことを非破壊試験により確認する。 

・適切な強度を有する設計とする。 

 

 

 

・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有

する溶接士であることを機械試験その他の評価方法

によりあらかじめ確認する。 

 

なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により

再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の「再処理施設

の溶接の方法等について(別記)」に適合していることを確

認する。 

 

常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部の耐

圧試験は，母材と同等の方法及び同じ試験圧力にて実施す

る。 

2.3 主要な溶接部の設計 

安全機能を有する施設の容器等の主要な溶接部(溶接金属部

及び熱影響部をいう。)は，次のとおりとする。 

 

 

・溶接部の形状は，継手面の食い違いや厚さの異なる母材

の突合せを行う場合の勾配が，安全な形状の範囲内で，

不連続で特異な形状でない設計とする。 

・溶接部は，溶接によって割れが生ずるおそれがなく，か

つ，健全な溶接部の確保に有害な溶け込み不良その他の

欠陥がないことを非破壊試験により確認する。 

・溶接部は，健全な溶接部の確保のために適切な強度を有

する設計とする。また，その溶接部の強度は機械試験等

により母材と同等以上であることをあらかじめ確認した

ものとする。 

・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有す

る溶接士であることを機械試験その他の評価方法により

あらかじめ確認する。 

 

なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により技

術基準規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等について(別

記)」に適合していることを確認する。 

 

 

 

 

 

また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，「工事

の方法」に示す工事の手順，使用前事業者検査の方法及び工

事上の留意事項に従って実施する。 

 

常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部の設計に

ついては，当該設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明

する。 

 

 

  

再処理施設では，添付書類にお

いて主要な溶接部に関する基本

方針を明確にしたものであり，

新たな論点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を示す。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(19／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

9.3.2 耐圧試験等 

(1) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備

の容器等(支持構造物は除く。)は，施設時において，次に定

めるところによる圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐

え，かつ，著しい漏えいがないことを確認する。

また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等

対処設備の容器等の主要な溶接部のうち再処理第１種容器

及びライニング型貯槽の溶接部は，漏えい試験の種類に応じ

た圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないこと

を確認する。 

なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，再処理施設の技

術基準に関する規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等に

ついて(別記)」等に準拠し実施する。 

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の最高

使用圧力を超え，かつ，機器に生ずる全体的な変形が弾性

域の範囲内となる圧力とする。

b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧

を受ける機器の耐圧試験の圧力は，大気圧と内圧との最

大の差を上回る圧力とする。この場合において，耐圧試験

の圧力は機器の内面から加えることができる。

ただし，気圧により耐圧試験を行う場合(最高使用圧力が

98kPa 未満の場合を除く。)であって，当該圧力に耐えること

が確認された場合は，当該圧力を最高使用圧力までに減じて

著しい漏えいがないことを確認する。 

最高使用圧力が 98kPa 未満の場合であって，気圧により耐

圧試験を行う場合の試験圧力は，水圧による耐圧試験の場合

と同じ圧力とする。 

重大事故等対処設備の容器等であって，規定の圧力で耐圧

試験又は漏えい試験を行うことが困難な場合は，試運転によ

る機能及び性能試験(以下「運転性能試験」という。)結果を用

いた評価等により確認する。 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によ

らず，運転性能試験，目視等による有害な欠陥がないことの確

認とすることもできるものとする。 

(2) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設

備の容器等(支持構造物は除く。)は，維持段階において，

通常運転時における圧力で漏えい試験を行ったとき，著

しい漏えいがないことを確認する。

3. 耐圧試験等に係る設計の基本方針

安全機能を有する施設の容器等(支持構造物は除く。)の耐圧

試験等は，次のとおりとする。 

(1) 安全機能を有する施設の容器等(支持構造物は除く。)

は，施設時において，次に定めるところによる圧力で耐

圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えい

がないことを確認する。 

また，安全機能を有する施設の容器等の主要な溶接部

のうち再処理第１種容器及びライニング型貯槽の溶接部

は，技術基準規則の解釈の「再処理施設の溶接の方法等

について(別記)」における「表１－１３ 機器と漏えい

試験の種類」に規定された漏えい試験の種類に応じた圧

力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないこと

を確認する。 

なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，技術基準規則の

解釈の「再処理施設の溶接の方法等について(別記)」，設計・

建設規格，発電用火力設備の技術基準の解釈等に準拠し実施す

る。 

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の最高使

用圧力を超え，かつ，機器に生ずる全体的な変形が弾性域

の範囲内となる圧力とする。 

b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を

受ける機器の耐圧試験の圧力は，大気圧と内圧との最大の

差を上回る圧力とする。この場合において，耐圧試験の圧

力は機器の内面から加えることができる。 

ただし，気圧により耐圧試験を行う場合(最高使用圧力が

98kPa未満の場合を除く。)であって，当該圧力に耐えること

が確認された場合は，当該圧力を最高使用圧力までに減じて

著しい漏えいがないことを確認する。 

最高使用圧力が98kPa未満の場合であって，気圧により耐圧

試験を行う場合の試験圧力は，水圧による耐圧試験の場合と

同じ圧力とする。 

また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，「工事

の方法」に示す工事の手順，使用前事業者検査の方法及び工

事上の留意事項に従って実施する。 

(2) 安全機能を有する施設の容器等(支持構造物は除く。)

は，維持段階において，通常運転時における圧力で漏えい

試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを確認する。 

なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備

再処理施設では，添付書類にお

いて耐圧試験等に関する基本方

針を明確にしたものであり，新

たな論点が生じるものではな

い。 
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別紙４－１ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基本方針】(20／20) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－１ 発電炉 Ⅴ－３－１－４ 

なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備

規格 維持規格」等に準拠し実施する。 

 

ただし，重大事故等対処設備の容器等(支持構造物は除

く。)は，使用時における圧力で漏えい試験を行うことが

困難な場合は，運転性能試験結果を用いた評価等により

確認する。 

 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記

によらず，運転性能試験，目視等による有害な欠陥がない

ことの確認とすることもできるものとする。 

規格 維持規格」等に準拠し実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，定期事業者検査を実施するにあたっては，保安

規定に従って実施する。 

 

重大事故等対処設備の容器等の耐圧試験等に係る設計の基本

方針については，当該設備の申請に合わせて次回以降に詳細を

説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を示す。 
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強度評価方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異  

二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(1／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－４／Ⅴ－３－１－６ 

1. 概要

本資料は，「Ⅴ－１－１ 強度及び耐食性に関する設計の基

本方針」に基づき，安全機能を有する施設の容器等及び重大事

故等対処設備の容器等の材料及び構造設計のうち評価を実施す

る安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容

器等の容器及び管の構造設計について，十分な強度を有するこ

とを確認するための評価方針について説明するものである。 

重大事故等対処設備の容器等の評価方針については，当該設

備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

（クラス３機器の強度計算の基本方針）

1. 概要

クラス３機器の材料及び構造については，「実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（平成25年6月28

日 原子力規制委員会規則第六号）（以下「技術基準規則」とい

う。）第17条第1項第3号及び第10号に規定されており，適切な

材料を使用し，十分な構造及び強度を有することが要求されて

いる。 

本資料は，「その他発電用原子炉の附属施設（火災防護設備）」

のうちクラス３機器となる容器及び管が十分な強度を有するこ

とを確認するための強度計算の基本方針について説明するもの

である。 

（重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の

強度計算の基本方針） 

1. 概要

重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物

の材料及び構造については，「実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則」（平成 25 年 6 月 28 日 原子力規制

委員会規則第六号）（以下「技術基準規則」という。）第 55 条第

1項第 2号及び第 5号に規定されており，適切な材料を使用し，

十分な構造及び強度を有することが要求されている。 

本資料は，重大事故等クラス２機器である容器，管，ポンプ及

び弁並びに重大事故等クラス２支持構造物であって，重大事故

等クラス２機器に溶接により取り付けられ，その損壊により重

大事故等クラス２機器に損壊を生じさせるおそれがある支持構

造物（以下「重大事故等クラス２支持構造物」という。）が十分

な強度を有することを確認するための強度計算の基本方針につ

いて説明するものである。 

（重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針） 

1. 概要

重大事故等クラス３機器の材料及び構造については，「実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（平成 25

年 6 月 28 日原子力規制委員会規則第六号）（以下「技術基準規

則」という。）第 55 条第 1 項第 3 号及び第 6 号に規定されてお

り，適切な材料を使用し，十分な構造及び強度を有することが要

求されている。 

本資料は，重大事故等クラス３機器である容器，管及びポンプ

が十分な強度を有することを確認するための強度評価の基本方

針について説明するものである。 

発電炉と再処理施設との添付書

類の構成の違いによる相違であ

り，新たな論点が生じるもので

はない。 

後次回で比較結果を示す。 

後次回で比較結果を示す。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(2／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－４／Ⅴ－３－１－６ 

9.3.1.2 構造 

9.3.1.2.1 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等 

(1) 容器及び管

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等の容器及び管(ダクトは除く。)

は，最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負

荷されている状態(以下「設計条件」という。)におい

て，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じな

い設計とする。 

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発

の影響を受ける容器及び管は，設計条件を超える水素

爆発等の衝撃荷重が負荷される状態において，経路の

破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とする。 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等のダクトは，設計条件において，

延性破断に至る塑性変形を生じない設計とする。 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故

等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が

繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設

計とする。 

2. 強度評価方針

2.1 強度評価手法の選定

安全機能を有する施設の容器等の容器及び管の構造設計に

あっては，基本的に公式による評価を適用し，準拠規格に基

づく規格計算式等による強度評価を実施することにより十分

な強度を有することを確認する。 

公式による評価について，安全機能を有する施設の容器等

の容器及び管については，設計・建設規格におけるクラス３

機器の規定を基本とした構造等に関する設計方針に従い，許

容引張応力S値を基準とした厚さ計算等による評価を実施す

る。 

既設の安全機能を有する施設の容器等の容器及び管につい

ては，既設工認にて適用した告示第501号における第４種機

器の規定を基本とした既認可構造等に関する設計方針に従

い，許容引張応力S値を基準とした厚さ計算等による評価を

実施する。 

なお，公式による評価を適用した厚さ計算等による評価を

実施するにあたっては，腐食代を適切に考慮した上で評価を

実施する。 

安全機能を有する施設の容器等のうち容器(ライニング型)

はコンクリートの躯体に鋼製のライニングを設けたものであ

るが，容器内の水頭等による荷重は，内張りの下のコンクリ

ートで強度を保持していることから，コンクリート構造物と

しての構造強度については「Ⅳ 耐震性に関する説明書」に

て説明し，本資料では鋼製の内張り用のものであるライニン

グについて必要な厚さ以上の厚さを有することを確認する。 

また，安全機能を有する施設の容器等の容器及び管の構造

設計にあたって，構造が複雑で準拠規格である構造等に関す

る設計方針又は既認可構造等に関する設計方針に構造強度に

関する規格計算式等の規定がないもの又は評価条件の変更に

より精緻な評価が必要なものについては，解析による評価を

適用し，ASME BOILER & PRESSURE VESSEL CODE(以下

「ASME」という。)その他の規格及び基準に基づく適切な応

力評価を実施することにより十分な強度を有することを確認

する。 

解析による評価については，ASME Sec.Ⅲ Division 1 

Subsection ND － Class ３ Componentsの規定等に基づき，

許容引張応力S値を基準とした応力計算による評価を実施す

る。 

（クラス３機器の強度計算の基本方針）

2. クラス３機器の強度計算の基本方針

クラス３機器の材料及び構造については，技術基準規則第17

条（材料及び構造）に規定されており，「実用発電用原子炉及び

その附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（平成25年6月19

日 原規技発第1306194号）（以下「技術基準規則の解釈」とい

う。）第17条10において「発電用原子力設備規格 設計・建設規

格（2005年版（2007年追補版含む。））＜第1編軽水炉規格＞ Ｊ

ＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007」（日本機械学会）又は「発電用

原子力設備規格 設計・建設規格（2012年版）＜第1編軽水炉規

格＞ ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2012」（日本機械学会）によること

とされているが，技術基準規則の施行の際現に施設し，又は着

手した設計基準対象施設については，施設時に適用された規格

によることと規定されている。同解釈において規定されるＪＳ

ＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007（以下「設計・建設規格」とい

う。）及びＪＳＭＥＳ ＮＣ１－2012は，いずれも技術基準規則

を満たす仕様規定として相違がない。 

よって，原水タンク及びクラス３機器（消火設備用ボンベ，消

火器及び火災防護設備用水源タンクを除く）の評価は，基本的に

施設時の適用規格による評価とし，施設時の適用規格が設計・建

設規格のものである為，設計・建設規格による評価を実施する。 

発電炉と再処理施設の技術基準

規則及びその解釈の相違による

ものであるが，基本的な考え方

については同様であり，新たな

論点が生じるものではない。 

「厚さ計算等」の指す内容は，

穴補強計算，検定水圧等であ

り，具体的な評価内容は「Ⅴ－

１－３－２ 公式による強度評

価書作成に関する基本方針」に

示すことから当該箇所では

「等」の記載を用いた。 

再処理施設における容器（ライ

ニング型）の取扱いを明確にし

たものであるが，発電炉も同様

の取扱いであり，新たな論点が

生じるものではない。

「水頭等」の指す内容は，容器

の内包物による荷重であり，こ

こではそれら荷重はコンクリー

トで負担することが主旨である

ことから当該箇所では「等」の

記載を用いた。

再処理施設では解析による評価

方針を明確にしたものであり，

基本的な考え方については発電

炉と同様であり，新たな論点が

生じるものではない。

「規定等」の指す内容は，設

計・建設規格，ASMESec.Ⅷ等

であり，ここでは適切な規格

及び基準に基づく応力評価を

実施することが主旨であるこ

とから当該箇所では「等」の

記載を用いた。 

68



別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(3／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－４／Ⅴ－３－１－６ 

公式による評価又は解析による評価を実施するにあたって

は，安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備としての使

用条件等を踏まえ，既設工認にて，使用条件に対して十分な強

度を有していることが確認できるものにあっては，既設工認に

おける当該強度計算書による。 

それ以外のものにあっては，使用条件に応じた強度評価を実

施する。 

（重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の

強度計算の基本方針） 

2. 重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物

の強度計算の基本方針

重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物

の材料及び構造については，技術基準規則第 55 条（材料及び構

造）に規定されており，「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則の解釈」（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発

第 1306194 号）（以下「技術基準規則の解釈」という。）に従い，

設計基準対象施設の規定を準用する。 

また，技術基準規則の解釈第 17 条 10 において「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む。））

＜第 1編軽水炉規格＞ ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007」（日本

機械学会）又は「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012

年版）＜第 1 編軽水炉規格＞ ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2012」（日

本機械学会）によることとされているが，技術基準規則の施行の

際現に施設し，又は着手した設計基準対象施設については，施設

時に適用された規格によることと規定されている。同解釈にお

いて規定されるＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007（以下「設計・

建設規格」という。）及び ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2012 は，いず

れも技術基準規則を満たす仕様規定として相違がない。 

よって，重大事故等クラス２機器（クラス１機器及び原子炉

格納容器を除く）及び重大事故等クラス２支持構造物（クラス

１支持構造物を除く）の評価は，基本的に施設時の適用規格に

よる評価とするが，施設時の規格が「発電用原子力設備に関す

る構造等の技術基準」（昭和 45 年 9 月 3日 通商産業省告示第５

０１号又は昭和 55 年 10 月 30 日 通商産業省告示第５０１号）

（以下「告示第５０１号」という。）の場合は，今回の設計時に

おいて技術基準規則を満たす仕様規定とされている設計・建設

規格と告示第５０１号の比較を行い，いずれか安全側の規格に

よる評価を実施する。 

施設時の適用規格が設計・建設規格の場合は，設計・建設規

格による評価を実施する。 

施設された機器が告示第５０１号のうち昭和 45 年告示第５

０１号の場合は，ポンプ，弁及び支持構造物の規定がないため，

重大事故等クラス２機器のうちポンプ及び弁並びに重大事故等

クラス２支持構造物については，設計・建設規格に基づき評価

を実施する。 

クラス２機器（支持構造物含む）を同位クラスである重大事

故等クラス２機器（支持構造物含む）として兼用し，重大事故

等時の使用条件が設計基準の使用条件に包絡され，クラス２機

器の既に認可された工事計画の添付資料（以下「既工認」とい

「使用条件等」の指す内容は，

申請区分，条件変更の有無等で

あり，具体的な評価内容は「Ⅴ

－１－３－１ 評価条件整理表

及び評価項目整理表作成の基本

方針」に示すことから当該箇所

では「等」の記載を用いた。 

後次回で比較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(4／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－４／Ⅴ－３－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う。）における評価結果がある場合は，材料，構造及び強度の要

求は同じであることから，その評価の適用性を確認し，既工認

の確認による評価を実施する。 

重大事故等クラス２機器であってクラス１機器及び重大事故

等クラス２支持構造物であってクラス１支持構造物の評価は，

重大事故等時の使用条件が設計基準の使用条件に包絡され，既

工認における評価結果がある場合は，その評価の適用性を確認

し，既工認の確認による評価を実施する。また，上述の評価条

件がない場合は，設計・建設規格に基づき評価を実施する。 

重大事故等クラス２機器であって原子炉格納容器の評価は，

設計・建設規格に基づき評価を実施する。 

重大事故等クラス２機器であって非常用炉心冷却設備に係る

ろ過装置（ストレーナ）の評価は，技術基準規則の解釈第 17 条

4 に記載される「非常用炉心冷却設備又は格納容器熱除去設備

に係るろ過装置の性能評価等について（内規）」（平成２０・０

２・１２原院第 5 号（平成２０年２月２７日原子力安全・保安

院制定））の評価方針を考慮し，重大事故等クラス２機器として

の評価を実施する。 

 

 

（クラス３機器の強度計算の基本方針） 

2.1 原水タンク及びクラス３機器（消火設備用ボンベ，消火器及

び火災防護設備用水源タンクを除く）の構造及び強度 

原水タンク及びクラス３機器（消火設備用ボンベ，消火器及び火

災防護設備用水源タンクを除く）については，技術基準規則施行

前に着手又は完成した設備を含み，施設時の適用規格は設計・建

設規格である。よって，設計・建設規格による評価を実施する。 

 

 

（重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造物の

強度計算の基本方針） 

2.1 重大事故等クラス２機器（クラス１機器及び原子炉 

格納容器を除く）並びに重大事故等クラス２支持構造物（ク

ラス１支持構造物を除く）の構造及び強度 

重大事故等クラス２機器（クラス１機器及び原子炉格納容

器を除く）並びに重大事故等クラス２支持構造物（クラス１

支持構造物を除く）の評価における適用規格，評価方法の考

え方を図 2-1 に示す。重大事故等クラス２機器及び重大事故

等クラス２支持構造物において，施設時の技術基準に対象と

する施設の規定がある機器又は支持構造物で，クラスアップ

又は条件アップ＊1 されておらず，既工認における評価結果が

ある場合は，その評価結果の確認による評価を実施する。（評

価区分①） 

なお，クラスアップされる機器であっても既に施設されて

いる機器であって，既工認において検定水圧試験を用いた評

価結果がある場合は，既工認での試験条件とクラス２機器の

規定で要求される試験条件が同じであることから，その評価

の適用性を確認し，既工認の確認による評価を実施する。 

施設時の技術基準に対象とする施設の規定がない機器及び

支持構造物については，設計・建設規格による評価を実施す

る。（評価区分②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉と再処理施設の技術基準

規則及びその解釈の相違による

ものであるが，基本的な考え方

については同様であり，新たな

論点が生じるものではない。 

 

 

 

後次回で比較結果を示す。 
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【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(5／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－４／Ⅴ－３－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設時の技術基準に対象とする施設の規定がある機器又は

支持構造物でクラスアップ又は条件アップされており，施設

時の適用規格が告示第５０１号である機器又は支持構造物に

ついては，設計・建設規格又は告示第５０１号による評価を

実施する。また，クラスアップ又は条件アップされておらず，

既工認における評価結果がない場合で，施設時の適用規格が

告示第５０１号である機器又は支持構造物については，同じ

く設計・建設規格又は告示第５０１号による評価を実施する。

（評価区分③） 

上述する機器又は支持構造物以外については，設計・建設

規格による評価を実施する。（評価区分④） 

設計・建設規格又は告示第５０１号に評価式＊2 が規定され

ていない場合，又は，より精緻な評価が必要な場合は，同等

性を示す評価方法により十分な強度を有することを確認す

る。 

技術基準規則において，重大事故等クラス２機器の強度評

価については，延性破断，疲労破壊（各機器に属する伸縮継

手及び伸縮継手を除く管に限る。）及び座屈（容器及び管に限

る。）による破壊の防止が求められており，重大事故等クラス

２支持構造物の強度評価については，延性破断及び座屈によ

る破壊の防止が求められている。 

ただし，重大事故等クラス２管の疲労評価については，重

大事故等時は運転状態Ⅳを超える事象であり，発生回数が少

なく疲労に顕著な影響を及ぼす繰返し応力は発生しないこ

と，また，設計基準対象施設と機能を兼用している設備につ

いては，設計基準対象施設に対する要求事項に基づき疲労評

価を実施していることから，評価を省略する。 

注記 ＊1：クラスアップする機器とは，クラス１機器又はク

ラス２機器に属さない機器のうち重大事故等クラ

ス２機器となるものをいう。条件アップする機器と

は，設計基準対象施設としての使用時における最高

使用圧力及び最高使用温度に，重大事故等時におけ

る使用圧力及び使用温度が包絡されないものをい

う。 

＊2：評価式とは，設計・建設規格にて評価する場合は

クラス２機器の評価式，告示第５０１号にて評価す

る場合は第３種容器，第４種容器及び第２種管の評

価式を示す。 

（図 2-1 評価区分の整理フロー） 

 

2.1.1 クラス２機器の規定に基づく評価 

(1) 強度計算における適用規格の選定 

重大事故等クラス２機器のうち図 2-1 において，「③設計・建

設規格又は告示第５０１号のいずれか安全側の規格による評

価」に区分された機器の適用規格について説明する。当該機器

の施設時の適用規格は告示第５０１号であるため，設計・建設

規格と告示第５０１号との比較を行い，いずれか安全側の規格

による評価を実施する。 

安全側の規格の選定は，両規格において公式による評価手法

と解析による評価手法が規定されていることから，以下「a. 公

式による評価の比較」及び「b. 解析による評価の比較」に示す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を示す。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(6／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－４／Ⅴ－３－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手法ごとに比較を行い実施する。 

a. 公式による評価の比較 

公式による評価において評価結果に影響を与えるものとし

ては，評価式，評価式に用いる許容値及び係数並びに材料の物

性値がある。このうち係数については評価式を構成するもので

あることから評価式として扱う。材料の物性値については，物

性値を割下げ率で除して許容値を設定されていることからそ

の影響は許容値に含まれることになる。よって，評価式と許容

値の 2つの項目について比較する。 

評価式及び許容値の比較は，評価対象部位ごとに実施する。

許容値の比較は，許容値が小さい方を安全側とする。ただし，

許容値の SI 単位化による誤差は，単位換算によるものであり

工学的な意味合いはなく，評価結果に影響を与えないため，こ

こでは相違するものとは見なさない。 

上記 2 つの項目における比較において安全側の規格が容易

に判断できる場合は，安全側の規格として選定した設計・建設

規格又は告示第５０１号のいずれかにて評価を実施する。ま

た，安全側の規格が異なる場合等で，安全側の規格が容易に判

断できない場合は設計・建設規格及び告示第５０１号の両規格

により評価を実施する。両規格に相違がない場合は，設計・建

設規格に基づき評価を実施する。 

b. 解析による評価の比較 

施設時の適用規格が昭和 45 年告示第５０１号である場合

は，解析による応力評価の規定がないことから，設計・建設規

格に基づき評価を実施する。また，施設時の適用規格が昭和 55

年告示第５０１号である場合は，クラス２機器の規定に基づく

評価対象の機器においてクラスアップ又は条件アップされる

機器がないため，前述した通り既工認の評価結果の確認による

評価を実施する。 

 

(2) 規格の相違 

施設時の適用規格が告示第５０１号である場合の設計・建設

規格及び告示第５０１号による評価について，評価式及び許容

値の 2 つの項目について比較を実施し整理した。以下に，両規

格に相違が認められた評価項目を示す。なお，本項に記載の告

示第５０１号の評価式は，両規格の比較を行うため，SI 単位系

に換算したものを用いる。 

a. 評価式 

(a) 容器 

(b) 管 

b. 許容値 

許容値については，代表例により規格の相違を記載する。 

(a) 容器 

(b) 管 

 

(3) 選定規格 

施設時の適用規格が告示第５０１号である場合の設計・建設

規格及び告示第５０１号の比較において，確認された安全側の

規格の適用により評価を実施し，強度計算書に評価結果を記載

する。なお，設計・建設規格及び告示第５０１号の両規格による

評価を実施したものにおいては，両規格による評価結果を計算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を示す。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(7／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－４／Ⅴ－３－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備の容器等の強度評価手法の選定について

は，当該設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

書に記載する。 

 

2.1.2 クラス２機器の規定によらない場合の評価 

ここでは，設計・建設規格又は告示第５０１号に評価式＊1 が規定

されていない場合，又は，より精緻な評価を実施する必要がある

場合の評価方法について説明する。 

設計・建設規格又は告示第５０１号に評価式が規定されていない

場合，同等性を示す評価式により評価を実施する。より精緻な評

価が必要な場合は，クラス１容器の規定を準用した評価により十

分な強度を有することを確認する。 

図 2-2 に重大事故等クラス２機器の技術基準規則適合性確認フロ

ーを示す。今回の工事計画対象設備である重大事故等クラス２機

器の評価のうち，フローに基づき抽出された同等性評価方法を以

下に示す。 

a. 評価式が規定されていない場合 

(a) 長方形板の大たわみ式＊2を用いた評価 

(b) クラス３ポンプの規定を準用した評価 

(c) ねじ山のせん断破壊式を用いた評価 

b. 精緻な評価を実施する必要がある場合 

(a) クラス１容器の規定を準用した評価 

注記 ＊1：評価式とは，設計・建設規格にて評価する場合はクラ

ス２機器の評価式，告示第５０１号にて評価する場合

は第３種容器，第４種容器及び第２種管の評価式を示

す。 

＊2：機械工学便覧に記載されている 4 辺単純支持の長方形

板が等分布荷重を受ける場合の長方形板の大たわみ式 

 

 

後次回で比較結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を示す。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(8／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

2.2 重大事故等クラス２機器であってクラス１機器及び 

重大事故等クラス２支持構造物であってクラス１支持構造物

の構造及び強度 

重大事故等クラス２機器は，技術基準規則第 55 条におい

て，「設計上定める条件において，全体的な変形を弾性域に抑

えること」が要求されている。 

クラス１機器については，重大事故等時に流路としての機

能が要求され，重大事故等クラス２機器となることから，設

計上定める条件として重大事故等時の使用圧力，使用温度，

事故時荷重等が付加された状態を想定し，全体的な変形を弾

性域に抑えることについては，それと同等以上の性能を有し

ていることを確認する。 

重大事故等クラス２機器であってクラス１機器の強度評価

に当たっては，既に施設された設備であることから，施設時

の評価を基本とし，設計上定められる条件である重大事故等

時における使用圧力，使用温度及び事故時荷重を上回る評価

条件に対して，供用状態Ｄの許容応力＊を目安とした十分な裕

度を有する設計とし，その評価条件においても塑性変形が小

さなレベルに留まって延性破断に対して十分な余裕を有し，

流路としての十分な機能が保持できることを確認する。なお，

上述の評価条件及び判断基準を満たす既に実施された評価が

ある場合は，その評価結果の確認を実施する。 

また，重大事故等クラス２支持構造物は，技術基準規則第

55 条において，「重大事故等クラス２機器に溶接により取り

付けられ，その損壊により重大事故等クラス２機器に損壊を

生じさせるおそれがあるものにあっては，設計上定める条件

において，延性破断及び座屈が生じないこと」が要求されて

いることから，重大事故等クラス２機器であってクラス１機

器に溶接により取り付けられている支持構造物については，

重大事故等クラス２機器であってクラス１機器と同様に，設

計上定める条件である重大事故等時における使用圧力，使用

温度及び自重に対して，供用状態Ｄの許容応力＊を目安とした

十分な裕度を有する設計とする。 

注記 ＊：供用状態Ｄの許容応力は，設計・建設規格 解説 PVB-

3111 において，鋼材の究極的強さを基に，弾性計算

により塑性不安定現象の評価を行うことへの理論

的安全裕度を考慮して定めたものであり，一次一般

膜応力（Ｐｍ）は 2/3Ｓｕ，一次局部膜応力（ＰＬ）

＋一次曲げ応力（Ｐｂ）は 1.5×2/3Ｓｕ（＝Ｓｕ）

と規定されている。前者は，膜応力であり断面の応

力がＳｕに到達すると直ちに破損に至るため割下

げ率 1.5 を考慮して規定されているが，後者は，断

面表面がＳｕに到達しても断面内部は更なる耐荷

能力があり直ちに破損には至らないため割下げ率

は 1.0 としている。設計・建設規格に規定されてい

る供用状態Ｄの許容応力は，耐圧機能維持の観点か

ら，安全評価上の仮定に保証を与えるものであり，

それを適用することについては，材料の究極的な強

さに対して適切かつ十分な裕度を有した設計とな

る。 

後次回で比較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(9／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

2.3 重大事故等クラス２機器であって原子炉格納容器の 

構造及び強度 

重大事故等クラス２機器は，技術基準規則第 55 条におい

て，「設計上定める条件において，全体的な変形を弾性域に抑

えること」が要求されている。 

原子炉格納容器については，重大事故等時に放射性物質の

閉じ込め機能が要求され，重大事故等クラス２機器となるこ

とから，設計上定める条件として重大事故等時の使用圧力，

使用温度等が付加された状態を想定し，全体的な変形を弾性

域に抑えることについては，それと同等以上の性能を有して

いることを確認する。 

重大事故等クラス２機器であって原子炉格納容器の強度評

価に当たっては，既に施設された設備であることから，施設

時の評価を基本とし，設計上定める条件である重大事故等時

における供用状態Ｄの許容応力＊を目安とした十分な裕度を

有する設計とし，その評価条件においても塑性変形が小さな

レベルに留まって延性破断に対して十分な余裕を有し，放射

性物質の閉じ込め機能としての十分な機能を保持できること

を確認する。 

注記 ＊：供用状態Ｄの許容応力は，設計・建設規格 解説 PVB-

3111 において，鋼材の究極的強さを基に，弾性計算によ

り塑性不安定現象の評価を行うことへの理論的安全裕

度を考慮して定めたものであり，一次一般膜応力（Ｐｍ）

は 2/3Ｓｕ，一次局部膜応力（ＰＬ）＋一次曲げ応力（Ｐ

ｂ）は 1.5×2/3Ｓｕ（＝Ｓｕ）と規定されている。前者

は，膜応力であり断面の応力がＳｕに到達すると直ちに

破損に至るため割下げ率 1.5 を考慮して規定されてい

るが，後者は，断面表面がＳｕに到達しても断面内部は

更なる耐荷能力があり直ちに破損には至らないため割

下げ率は 1.0 としている。設計・建設規格に規定されて

いる供用状態Ｄの許容応力は，耐圧機能維持の観点か

ら，安全評価上の仮定に保証を与えるものであり，それ

を適用することについては，材料の究極的な強さに対し

て適切かつ十分な裕度を有した設計となる。 

後次回で比較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(10／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

2.4 設計・建設規格又は告示第５０１号における材料の 

規定によらない場合の評価 

重大事故等クラス２機器及び重大事故等クラス２支持構造

物の材料について，技術基準規則施行前に工事に着手又は完

成したものであって設計・建設規格又は告示第５０１号にお

ける材料の規定によらない場合の評価については，以下の方

針に従って重大事故等対処設備として使用される圧力，温度，

荷重その他の使用条件に対して適切な材料であることを確認

する。 

(1) 機械的強度及び化学的成分 

設計・建設規格又は告示第５０１号において使用可能な材

料として規定されていない材料を使用している場合は，機械

的強度及び化学的成分について，使用材料となるクラス２機

器に使用可能な材料として規定されている材料との比較又は

求められる機能を考慮し，使用材料が重大事故等対処設備と

して使用される圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して

適切な材料であることを確認する。 

a. 機械的強度 

(a) 評価項目の選定 

機械的強度については，使用材料と比較対象となるクラ

ス２機器の使用可能な材料として規定されている材料の

材料規格である日本工業規格（以下「ＪＩＳ」という。）等

に規定されている機械的性質のうち機械的強度の評価に

ついて必要な項目の選定を行う。選定結果を表 2-1 に示

す。 

(b) 機械的強度の適切性の確認 

評価項目として選定された引張強さ及び降伏点又は耐

力について，使用材料と設計・建設規格においてクラス２

機器に使用可能な材料として規定された材料との比較又

は求められる機能を考慮し，使用条件に対して適切な機械

的強度を有していることを確認する。 

b. 化学的成分 

(a) 評価項目の選定 

化学的成分の評価項目は，使用材料と比較対象となるク

ラス２機器に使用可能な材料として規定されている材料

の材料規格である JIS 等に記載されている化学的成分と

する。 

(b) 化学的成分の適切性の確認 

評価項目として設定された化学的成分について，使用材

料と設計・建設規格においてクラス２機器に使用可能な材

料として規定されている材料との比較を行い，化学的成分

規定値に差異があった場合は，化学的成分ごとの影響を確

認し，使用条件において材料に悪影響を及ぼす差異でない

ことを確認する。あるいは，求められる機能を考慮し，使

用条件に対して適切な材料であることを確認する。なお，

各化学的成分の影響については，表 2-2 のとおり整理す

る。 

(2) 破壊じん性 

a. 破壊じん性試験不要となる材料の規定 

破壊じん性については，設計・建設規格に規定されている

破壊じん性試験不要となる材料の規定に該当する材料であ

後次回で比較結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(11／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

ることを確認する。 

破壊じん性試験不要となる材料の規定＊1 

・厚さが 16 mm 未満の材料 

・断面積 625 mm2未満の棒の材料 

・呼び系が 25 mm 未満のボルト等の材料 

・外径が 169 mm 未満の管の材料 

・厚さが 16 mm，又は外径が 169 mm 未満の管に接続される

フランジの材料及び管継手の材料 

・オーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金 

・非鉄金属 

注記 ＊1：一例としてクラス２容器の除外規定（設計・建設

規格 PVC-2310）を記載している。 

b. 破壊じん性の確認 

破壊じん性試験不要となる材料の規定に該当しない機器

の破壊じん性については，施設時の要求を考慮し，以下のと

おりとする。 

(a) 施設時に破壊じん性が要求されていた設備 

該当設備は，施設時の規格の要求に基づき十分な破壊じ

ん性を有していることを確認している。また，材料の破壊

じん性値は，一般的に温度が低くなるにつれて低下するこ

とから，脆性破壊に対して影響を与える最低使用温度につ

いて，重大事故等対処設備として使用される値が設計基準

対象施設としての値を有意に下回らないこと又は使用条件

を考慮して影響がないことを確認する。 

(b) 施設時に破壊じん性が要求されていなかった設備 

対象設備は，機器クラスがクラス３機器（工学的安全施

設を除く），クラス４管及び Non クラス＊2に該当する設備で

あり，施設時における破壊じん性に対する要求がないこと

から，材料のじん性は確認されていないが，設計基準の使

用条件に応じた材料が選定されている。重大事故等対処設

備としての使用条件と設計基準対象施設としての条件が大

きく変わらないことを確認することで，使用条件下での脆

性破壊に対するじん性は同じであるとみなせることから，

脆性破壊に対して影響を与える最低使用温度について，重

大事故等対処設備としての値が設計基準対象施設としての

値を有意に下回らないこと又は使用条件を考慮して影響の

ないことを確認する。 

注記 ＊2：技術基準規則第 2 条第 2 項第 28 号，第 32 号，

第 33 号，第 34 条及び第 35 条に規定する「原子

炉格納容器」，「クラス１容器」，「クラス１管」，

「クラス１ポンプ」，「クラス１弁」，「クラス２

容器」，「クラス２管」，「クラス２ポンプ」，「ク

ラス２弁」及びこれらを支持する構造物，「クラ

ス３容器」，「クラス３管」，「クラス４管」，炉心

支持構造物並びに発電用火力設備に関する技術

基準を定める省令の規定を準用するもの以外の

容器，管，ポンプ，弁又は支持構造物 

上述の(a)項，(b)項において比較対象となる設計基準対象施

設としての最低使用温度は屋外に施設される機器においては水

戸地方気象台の気象観測記録における最低温度である－

12.7 ℃，原子炉格納容器の最低使用温度は 0 ℃，屋内に設置
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(12／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

される機器においては最低使用温度である 10 ℃，海水と接す

る設備は海水の最低温度である 7 ℃，原子炉冷却材圧力バウン

ダリを構成する機器については，38 ℃がそれぞれ設定されてい

る。 

重大事故等時において屋外の最低気温が変わることはないた

め，原子炉格納容器及び屋外に施設される機器の最低使用温度

は設計基準対象施設として設定した値と変わらない。屋内に施

設される機器のうち，重大事故等時において通水される内部流

体が高温流体の場合は，設計基準対象施設として設定されてい

る最低温度 10 ℃を下回ることはなく，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを構成する機器については，重大事故等時において原子

炉冷却材圧力バウンダリは高温状態となるため，設計基準対象

施設としての最低使用温度を下回ることはない。また，屋内に

施設される機器のうち，重大事故等時において通水される内部

流体が海水の場合は，最低海水温度が 7 ℃であり，設計基準対

象施設として設定されている最低使用温度 10 ℃を有意に下回

ることはない。 

以上より，(a)項に該当する施設時に破壊じん性が要求されて

いた機器において，材料の破壊じん性に影響を与える最低使用

温度が設計基準対象施設として設定されている値を重大事故等

対処設備としての値が下回らない機器については，施設時に確

認した破壊じん性が重大事故等対象設備としての材料に要求さ

れる破壊じん性を包絡しており，重大事故等対処設備としての

評価は省略する。最低使用温度が設計基準対象施設として設定

されている値を重大事故等対処設備としての値が下回る機器に

ついては，使用条件を考慮して問題のない材料であることを確

認する。 

(b)項に該当する施設時に破壊じん性が要求されていなかっ

た機器において，設計基準対象施設としての最低使用温度と重

大事故等対処設備としての最低使用温度とを比較し，使用条件

に応じた材料が規格に適合していること若しくは使用条件を考

慮して問題のない材料であることを確認する。 

(3) 非破壊試験 

a. 非破壊試験の実施確認 

重大事故等クラス２機器に属する鋳造品については，非

破壊検査の実施の有無を確認する。 

b. 非破壊試験の実績の有無 

強度計算に用いる許容値に，非破壊試験実施の有無によ

る品質係数を適用することで，材料の品質を適切に考慮し

た強度評価を実施する。 

 

  

78



別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(13／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

 

9.3.1.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容器等 

可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）

は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える

設計とする。 

 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防

法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規格及

び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用

条件に対して，要求される強度を確保できる設計とす

る。 

 

ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内

燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格及び基

準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態にお

いて，要求される強度を確保できる設計とする。 

 

 

 

（重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針） 

2. 重大事故等クラス３機器の強度評価の基本方針 

重大事故等クラス３機器の材料及び構造については，技術基準

規則第 55 条（材料及び構造）に規定されており，「実用発電用原

子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（平成 25

年 6 月 19 日原規技発第 1306194 号）（以下「技術基準規則の解

釈」という。）により完成品として一般産業品の規格及び基準へ

適合している場合は，技術基準規則の規定を満足するものとされ

ている。 

よって，重大事故等クラス３機器の技術基準規則第 55 条への

適合性については，技術基準規則の解釈第 55 条 6 において同解

釈第 17 条 6 を準用していることから，第 17 条において技術基準

規則を満たす仕様規定としている「発電用原子力設備規格 設計・

建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む。））＜第 I編 軽水炉規

格＞ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007」（日本機械学会）（以下「設

計・建設規格」という。）のクラス３機器を参考にして評価を実施

する，又は完成品として一般産業品の規格及び基準に適合してい

ることを確認することで評価を実施する。 

 

完成品を除く重大事故等クラス３機器の材料については設計・

建設規格を参考にして適切な材料を使用する設計とする。 

また，重大事故等クラス３機器のうち完成品の材料について

は，完成品として一般産業品の規格及び基準に適合するものを使

用する設計とする。 

 

2.1 完成品を除く重大事故等クラス３機器の構造及び強度 

(1) フランジ 

管のフランジは，設計・建設規格 PPD-3414 に適合するも

のを使用する設計とする。 

(2) 管継手 

管継手の強度評価は，以下のいずれかによる。 

・設計・建設規格 PPD-3415 に適合するものを使用する

設計とする。 

・設計・建設規格で考慮されている裕度を参考にしつつ，

実条件を踏まえた耐圧試験により裕度を有することが

確認された型式のものを使用する設計とする。なお，設

計・建設規格のクラス３機器の規定では，設計許容応力

以下となる必要板厚は，最高使用圧力を条件として評

価式により求めており，設計許容応力は降伏点に対し

て 8 分の 5 を基準にしていることから，降伏点に対す

る安全率は 1.6 となる。また，設計・建設規格のクラ

ス３機器の最高許容耐圧試験圧力は機器の応力制限

（降伏点）を基に定められており，耐圧試験の規定で

は，耐圧試験圧力は最高使用圧力の 1.5 倍（気圧の場

合は 1.25 倍）の 106 ％を超えないこととしている。 

 

2.2 重大事故等クラス３機器のうち完成品の構造及び強度 

完成品は，一般産業品の規格及び基準への適合性を確認す

ることにより材料及び構造の要求を満たしていると評価する

ことから，適用される規格及び基準を，その規格基準に応じ

て，「法令＊1又は公的な規格＊2」，「メーカ規格及び基準」の 2

 

後次回で比較結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後次回で比較結果を示す。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(14／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

つの区分に分類し，適用される規格及び基準が妥当であるこ

と，対象とする機器の材料が適切であること及び使用条件に

対する強度を確認する。 

内燃機関を有する可搬型ポンプに附属する燃料タンク，非

常用発電装置（可搬型）に附属する燃料タンク及び冷却水ポ

ンプについては，可搬型ポンプ及び非常用発電装置（可搬型）

が燃料タンク等を含む一体構造品の完成品として製作されて

いるため，内燃機関を有する可搬型ポンプ又は非常用発電装

置（可搬型）が一般産業品の規格及び基準へ適合しているこ

とを確認することで，それらの附属機器である燃料タンク又

は冷却水ポンプが重大事故等時の使用条件に対する強度を有

することを確認する。 

注記 ＊1：例えば，高圧ガス保安法に基づく容器保安規則及

び一般高圧ガス保安規則等 

＊2：例えば，日本工業規格等 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(15／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

2.2 強度評価フロー 

安全機能を有する施設の容器等の容器及び管の公式による

評価，解析による評価については，それぞれ以下に示す評価フ

ローに従い実施する。

(1) 公式による評価

公式による評価における評価フローを第2.2-1図に示す。

公式による評価では，容器の胴，鏡板，フランジ等の評

価部位，その形状，寸法に応じて規格計算式等が規定され

ていることから，評価部位に応じた適切な規格計算式を選

定する。 

規格計算式を選定したうえで，考慮する荷重，許容限界

を設定し，規格計算式により必要な厚さを算出し，算出し

た必要な厚さが最小厚さ以下であること(穴の補強計算等を

含む。)を確認する。 

また，形状，穴の位置等により規格計算式による評価が

困難な場合であって，検定水圧による評価を実施する場合

には，最高使用圧力が検定水圧以下であることを確認す

る。 

再処理施設での強度評価フロー

を明確にしたものであり，基本

的な考え方については発電炉と

同様であり，新たな論点が生じ

るものではない。 

「フランジ等」の指す内容は，

容器の平板，管台，管等であ

り，具体的な評価部位は「Ⅴ－

１－３－２ 公式による強度評

価書作成に関する基本方針」に

示すことから当該箇所では

「等」の記載を用いた。 

「規格計算式等」の指す内容

は，穴の補強に関する規定，検

定水圧等であり，具体的な規定

は「Ⅴ－１－３－２ 公式によ

る強度評価書作成に関する基本

方針」に示すことから当該箇所

では「等」の記載を用いた。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(16／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

(2) 解析による評価

解析による評価における評価フローを第2.2-2図に示す。

解析による評価では，解析モデルを設定したうえで，考

慮する荷重，許容限界を設定し，解析プログラムを用いて

応力を算出し，算出した応力が設定した許容限界以下であ

ることを確認する。 
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別紙４－２ 

発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅴ－１－２ 強度評価方針】(17／17) 
再処理施設 発電炉 

備考 
基本設計方針 再処理施設 Ⅴ－１－２ 発電炉 Ⅴ－３－１－１ 

(3) 完成品に対する評価

完成品に対する評価の評価方針については，当該設備の

申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

重大事故等対処設備の容器等の強度評価フローについては，

当該設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

後次回で比較結果を示す。 

後次回で比較結果を示す。 

83



令和４年 12 月６日 Ｒ８ 

 

 

 

 

別紙４－３ 
 

 

 

強度評価書作成の基本方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本添付書類は、別で定める方針に沿った強度計算方法・計算書を示す書類であることか

ら、発電炉との比較は行わない。 
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Ⅴ－１－３ 

強度評価書作成の基本方針 
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Ⅴ－１－３－１ 

評価条件整理表及び評価項目整理表

作成の基本方針 
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1 

1. 概要 

本資料は，「Ⅴ－１－２ 強度評価方針」に基づき強度評価を実施する安全機能を有

する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管について，使用条件に

対して十分な強度を有していることを確認するための強度評価書の作成の基本方針に

ついて説明するものである。 

 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の強

度評価については，公式による評価を基本とし，構造が複雑なもの又はより精緻な評価

が必要なものにあっては解析による評価，一般産業用工業品にあっては完成品に対する

評価を実施する。 

公式による強度評価書及び解析による強度評価書を作成するにあたっては，各強度評

価書への導入として，安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備としての使用条件

等を評価条件整理表として整理したうえで，既設工認にて，使用条件に対して十分な強

度を有していることが確認できるものにあっては，既設工認における当該強度計算書に

よるものとする。それ以外のものにあっては，今回新たに強度評価書を作成するものと

する。 

完成品に対する強度評価書を作成するにあたって，一般産業用工業品については今回

新たに配備するものであることから，新たに強度評価書を作成するものとする。 

また，今回新たに強度評価書を作成するにあたっては，各強度評価書への導入として，

それぞれの評価項目を評価項目整理表として整理する。 

 

なお，既設工認における強度計算書作成の基本方針については，平成５年 12 月 27 日

付け５安(核規)第 534 号にて認可を受けた設工認申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐

圧強度及び耐食性に関する説明書」における「Ⅴ－１－１ 容器の耐圧強度計算書作成

の基本方針」及び「Ⅴ－１－２ 管の耐圧強度計算書作成の基本方針」(以下「既認可強

度計算書作成の基本方針」という。)による。 

今回新たに評価を実施する安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備

の容器等の容器及び管に適用する強度評価書作成の基本方針については，当該設備の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 
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2. 強度評価書作成の基本方針 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の強

度評価については，公式による評価，解析による評価又は完成品に対する評価を実施す

るが，各強度評価書の作成にあたっては，安全機能を有する施設及び重大事故等対処設

備における使用条件等を整理する。 

 

使用条件等の整理としては，「申請区分」として既設／新設／改造の区分，「評価条件」

として仕様表における安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備としての使用条

件(圧力，温度)並びにその条件変更の有無を整理する。 

なお，強度評価においては圧力，温度のほか機械的荷重としてボルトの締付荷重を考

慮するが，ボルトの締付荷重に関してはボルトが耐圧機能を確保できるよう適切に締付

けるものであり，安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備としての状態に応じて

締付力を変更するものではないことから，仕様表における安全機能を有する施設及び重

大事故等対処設備としての圧力，温度を整理することで条件変更の有無を整理する。 

上記の使用条件等の整理を踏まえ，以下のとおり強度評価書の作成区分を整理したう

えで作成するものとする。 

 

既設の安全機能を有する施設の容器等の容器及び管であって重大事故等対処設備と

しての機能を兼用するものではなく，改造を実施しないものにあっては，安全機能を有

する施設の容器等としての既に認可を受けた強度評価結果があることから，既設工認に

おける当該強度計算書の添付書類番号及び添付書類名称を示す。(区分①) 

既設の安全機能を有する施設の容器等の容器及び管であって，重大事故等対処設備と

しての機能を兼用するもののうち，安全機能を有する施設としての使用条件に，重大事

故等対処設備としての使用条件が包絡されるものにあっては，重大事故等対処設備の容

器等としての評価は安全機能を有する施設の容器等としての評価に包絡されることか

ら，既設工認における当該強度計算書の添付書類番号及び添付書類名称を示す。(区分

①) 

重大事故等対処設備としての使用条件が包絡されないもの又は新たに設置する安全

機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等(可搬型重大事故等対処設

備の容器等の完成品を除く。)の容器及び管にあっては，構造等に関する設計方針に基

づく公式による強度評価書を今回新たに作成する。(区分②) 

ただし，区分②に該当するものであって，構造が複雑で構造等に関する設計方針に規

格計算式等が規定されていないもの又は評価条件の変更に伴いより精緻な評価が必要

なものにあっては，ASME 等に基づく解析による強度評価書を今回新たに作成する。(区

分③) 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品にあっては，完成品に対する強度評価書
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を今回新たに作成する。(区分④) 

上記の使用条件等，それらを踏まえた強度評価書の作成区分並びに既設工認における

当該強度計算書の添付書類番号及び添付書類名称については，各強度評価書への導入と

して，評価条件整理表としてまとめたものを示す。 

 

また，公式による評価，解析による評価及び完成品に対する評価として今回新たに強

度評価書を作成するものにあっては，各強度評価書への導入として，各評価において適

用する評価項目等を整理し評価項目整理表としてまとめたものを示す。 

なお，公式による評価及び解析による評価のうち既設工認の「Ⅴ 主要な容器及び管

の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」における当該強度計算書によるもの(区分①)に

あっては，既認可強度計算書作成方針に基づき作成した強度計算書によるものであり今

回新たに強度評価書を作成するものではないことから，評価項目整理表の対象外とする。 

 

公式による評価，解析による評価及び完成品に対する評価における具体な強度評価書

作成の基本方針については，それぞれ「Ⅴ－１－３－２ 公式による強度評価書作成の

基本方針」，「Ⅴ－１－３－３ 解析による強度評価書作成の基本方針」及び「Ⅴ－１－

３－４ 完成品に対する強度評価書作成の基本方針」に示す。 
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3. 評価条件整理表 

本項では，評価条件整理表で整理する項目について説明する。 

(1) 申請区分 

区分 説明 

既設 既存の機器であって，改造に該当しないもの 

改造 既存の機器であって，機器の仕様又は構造を変更するもの 

新設 機器を新たに設置するもの 

 

(2) 評価条件 

・DB 条件： 

仕様表における安全機能を有する施設としての最高使用圧力及び最高使用温度。

安全機能を有する施設としての機能を有していないものにあっては「－」を記載

する。 

・SA 条件： 

仕様表における重大事故等対処設備としての使用時における圧力及び温度。重大

事故等対処設備としての機能を有していないものにあっては「－」を記載する。 

・条件変更の有無 

区分 説明 

有 

・DB 条件に SA 条件が包絡されない機器 

・新設する機器(重大事故等対処設備のうち安全機能を有す

る施設として使用しない機器を含む。) 

無 上記以外の機器 

 

(3) 強度評価書の作成区分 

区分 説明 

① 
既設工認における評価結果の確認による評価として，当該強

度計算書の添付書類番号及び添付書類名称を示す 

② 
構造等に関する設計方針に基づく公式による強度評価書を

今回新たに作成する 

③ 
ASME，設計・建設規格等に基づく解析による強度評価書を今

回新たに作成する 

④ 
一般産業用工業品の規格及び基準への適合性を示す完成品

に対する強度評価書を今回新たに作成する 

 

  

91



 

5 

(4) 既設工認における申請回次並びに添付書類番号及び添付書類名称 

区分①に該当する機器にあっては，当該機器の既設工認の申請回次及び当該強度計

算書の添付書類番号及び添付書類名称を示す。 

区分①以外に該当する機器にあっては，「－」を記載する。 

申請回次 申請回次の詳細 

第２回 

平成５年 12 月 27 日付け５安(核規)第 534 号にて認可を受けた設工認

申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明

書」 

第３回 

平成６年７月 22 日付け６安(核規)第 220 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明

書」 

第４回 

平成７年９月 26 日付け７安(核規)第 710 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明

書」 

第５回 
平成９年５月 27 日付け９安(核規)第 245 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」 

第６回 

平成 10 年６月９日付け９安(核規)第 596 号にて認可を受けた設工認申

請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明

書」 

第７回 

平成 11 年１月 29 日付け 10 安(核規)第 538 号にて認可を受けた設工認

申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明

書」 

第８回 

平成 11 年７月５日付け 11 安(核規)第 135 号にて認可を受けた設工認

申請書の「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明

書」 
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4. 評価項目整理表 

評価項目整理表では，公式による評価，解析による評価又は完成品に対する評価を適

用し今回新たに強度評価書を作成する安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等

対処設備の容器等の容器及び管を対象に，「Ⅴ－１－３－２ 公式による強度評価書作

成の基本方針」，「Ⅴ－１－３－３ 解析による強度評価書作成の基本方針」及び「Ⅴ－

１－３－４ 完成品に対する強度評価書作成の基本方針」に示す各評価項目に対して，

当該容器及び管において適用する評価項目を示す。 
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令和４年 12 月６日 Ｒ８ 

 

 

 

 

別紙４－４ 
 

 

 

再処理施設の強度評価書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本添付書類は、別で定める方針に沿った強度計算方法・計算書を示す書類であることか

ら、発電炉との比較は行わない。 
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Ⅴ－２ 強度評価書 
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ⅰ 

目 次 

Ⅴ－２－１ 評価条件整理表及び評価項目整理表 

Ⅴ－２－２ 公式による強度評価書次回以降申請 

Ⅴ－２－３ 解析による強度評価書次回以降申請 

Ⅴ－２－４ 完成品に対する強度評価書次回以降申請 
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Ⅴ－２－１ 

評価条件整理表及び評価項目整理表 
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1. 概要 

本資料は，「Ⅴ－１－３ 強度評価書作成の基本方針」に基づき作成した評価条件整理

表及び評価項目整理表を示す。 
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2.　評価条件整理表

 (1)　容器の評価条件整理表

圧力(MPa) 温度(℃) 圧力(MPa) 温度（℃）

＊： 強度評価書の作成区分は以下の凡例による

評価条件
申請
区分

DB条件 条件変更
の有無

そ
の
他
再
処
理
設
備
の
附
属
施
設

給
水
施
設
及
び
蒸
気
供
給
施
設

冷
却
水
設
備

安
全
冷
却
水
系

安全冷却水冷却塔

区分
＊

第６回

①：既設工認における評価結果の確認による評価として，当該強度計算書の添付書類番号及び添付書類名称を示す
②：構造等に関する設計方針に基づく公式による強度計算書を今回新たに作成する
③：ASME，設計・建設規格等に基づく解析による強度評価書を今回新たに作成する
④：一般産業用工業品の規格及び基準への適合性を示す完成品に対する強度評価書を今回新たに作成する

無 ①

V-2-2-3-2-1
安全冷却水系の耐圧強度に関
する計算書

既設

添付書類番号及び
添付書類名称

申請回次

既設工認

SA条件

－

設備区分 名称
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 (2)　管の評価条件整理表

圧力(MPa) 温度(℃) 圧力(MPa) 温度（℃）

＊： 強度評価書の作成区分は以下の凡例による

既設工認

DB条件 SA条件 条件変更
の有無

申請回次
添付書類番号及び
添付書類名称

そ
の
他
再
処
理
設
備
の
附
属
施
設

給
水
施
設
及
び
蒸
気
供
給
施
設

冷
却
水
設
備

安
全
冷
却
水
系

安全冷却水系の主配管 既設 －

設備区分 名称
申請
区分

評価条件

区分
＊

無 ① 第６回

V-2-2-3-2-1
安全冷却水系の耐圧強度に関
する計算書

①：既設工認における評価結果の確認による評価として，当該強度計算書の添付書類番号及び添付書類名称を示す
②：構造等に関する設計方針に基づく公式による強度計算書を今回新たに作成する
③：ASME，設計・建設規格等に基づく解析による強度評価書を今回新たに作成する
④：一般産業用工業品の規格及び基準への適合性を示す完成品に対する強度評価書を今回新たに作成する

3101



4

3. 評価項目整理表

評価項目整理表については，当該設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。
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令和４年 10 月 17 日 Ｒ０ 

参考１ 

主要な容器及び管の耐圧強度及び 

耐食性に関する設計の基本方針 

（技術規準の際限に施設した安全機能を有する施設の容器等の設計） 

平成５年 12 月 27 日付け５安（核規）第 534 号にて認可を受けた設工認申請書の

添付書類Ⅴ「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」における

「Ⅴ－１ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する設計の基本方針」 
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令和４年 10 月 17 日 Ｒ０ 

参考２ 

容器・管等の材料及び構造に関する

設計の基本方針 

（技術規準の際限に施設した安全機能を有する施設の容器等の設計） 

平成５年 12 月 27 日付け５安（核規）第 534 号にて認可を受けた設工認申請書の

添付書類Ⅴ「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」における

「別添－１ 容器・管等の材料及び構造に関する設計の基本方針」 
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令和４年 10 月 17 日 Ｒ０ 

参考３ 

腐食代に関する設計の基本方針 

（技術規準の際限に施設した安全機能を有する施設の容器等の設計） 

平成７年９月 26 日付け７安（核規）第 710 号にて認可を受けた設工認申請書の

添付書類Ⅴ「主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」における

「別添－５ 腐食代に関する設計の基本方針」 
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令和４年 11 月１日 Ｒ０ 

参考４ 

容器の耐圧強度計算書作成の 

基本方針 

（技術規準の際限に施設した安全機能を有する施設の容器等の設計） 

平成５年 12 月 27 日付け５安（核規）第 534 号にて認可を受けた設工認申請書の

「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」における「Ⅴ－

１－１ 容器の耐圧強度計算書作成の基本方針」 
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令和４年 11 月１日 Ｒ０ 

参考５ 

管の耐圧強度計算書作成の 

基本方針 

（技術規準の際限に施設した安全機能を有する施設の容器等の設計） 

平成５年 12 月 27 日付け５安（核規）第 534 号にて認可を受けた設工認申請書の

「Ⅴ 主要な容器及び管の耐圧強度及び耐食性に関する説明書」における「Ⅴ－

１－２ 管の耐圧強度計算書作成の基本方針」 
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令和４年 11月 25日 Ｒ１ 

参考６ 

強度評価書フォーマットサンプル

（今回申請における強度計算書）

本資料は、今回申請における強度評価書のフォーマットのサンプルを示すもの

である。
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公式による強度評価書フォーマットサンプル 1／3

(機器名称)の強度計算書
１．仕様

機器名称
              項⽬

最⾼
使⽤圧⼒
(MPa)

最⾼
使⽤温度

(℃)
液体の⽐重 腐⾷代(㎜)

凝縮器
管側：
胴側：

管側：
胴側：

− −

２．構造図

(機器名称)

３．上胴
(管側)

３．下胴
(管側)

５．鏡(上胴)

５．鏡(下胴)

６．管板
(上胴)

６．管板
(下胴)

７．伝熱管
(上胴)

８．NC−14

７．連絡管

７．伝熱管
(下胴)

８．NC−11

８．NC−22

８．NC−13

８．NC−24

８．NC−12

８．NC−23８．NC−21

８．NC−25

８．NC−15
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公式による強度評価書フォーマットサンプル 2／3

３．容器の胴の厚さの計算【第7条第3項第⼀号、第⼆号イ】

部位
項⽬

使⽤材料
胴の内径

Di(㎜)

許容
引張応⼒
S(MPa)

継⼿効率
η

継⼿の種類
放射線検査

の有無
必要厚さ

t1(㎜)
必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2の
⼤きい値

t(㎜)

呼び厚さ
tso(㎜)

最⼩厚さ
ts(㎜)

上胴(管側)
突合せ

⽚側溶接
有

下胴(管側)
突合せ

⽚側溶接
有

評価

４．容器の補強を要しない⽳の最⼤径(円筒形の場合)【第7条第6項第⼆号】

部位
項⽬

使⽤材料
胴の外径

D(㎜)

許容
引張応⼒
S(MPa)

胴の
最⼩厚さ

ts(㎜)

継⼿効率
η

継⼿の種類
放射線検査

の有無

dr1=(D-
2ts)/4
(㎜)

61、dr1の
⼩さい値

(㎜)
K

Dts

(㎟)

dr2：図より
求めた値

(㎜)

200、dr2の
⼩さい値

(㎜)

容器の補強
を要しない
⽳の最⼤径

⽳(上胴)
突合せ

⽚側溶接
有

評価

部位
項⽬

使⽤材料
胴の外径

D(㎜)

許容
引張応⼒
S(MPa)

胴の
最⼩厚さ

ts(㎜)

継⼿効率
η

継⼿の種類
放射線検査

の有無

dr1=(D-
2ts)/4
(㎜)

61、dr1の
⼩さい値

(㎜)
K

Dts

(㎟)

dr2：図より
求めた値

(㎜)

200、dr2の
⼩さい値

(㎜)

容器の補強
を要しない
⽳の最⼤径

⽳(下胴)
突合せ

⽚側溶接
有

評価

５．容器の鏡板の厚さの計算(半だ円鏡板)【第8条第１項第三号、第8条第2項第五号】

部位
項⽬

鏡板の内⾯
における

⻑径
DiＬ(㎜)

鏡板の内⾯
における

短径の1/2
h(㎜)

⻑径と短径
の⽐

DiＬ/(2h)
使⽤材料

胴の内径
Di(㎜)

半だ円形
鏡板の

形状による
係数 Ｋ

許容
引張応⼒
S(MPa)

継⼿効率
η

継⼿の種類
放射線検査

の有無
必要厚さ

t1(㎜)
必要厚さ

t2(㎜)

t1、t2の
⼤きい値

t(㎜)

呼び厚さ
tco(㎜)

最⼩厚さ
tc(㎜)

鏡(上胴) 継⼿なし −
鏡(下胴) 継⼿なし −

評価

６．容器の管板の厚さの計算(円形鏡板）【第10条第1項第⼀号、第⼆号】

部位
項⽬

管の外径
ｄｔ(㎜)

必要な距離
Z(㎜)

管⽳の中⼼
間の距離
Pｔ(㎜)

使⽤材料

パッキンの
中⼼円の径
⼜は胴の内
径 D(㎜)

胴の最⼩
厚さ
ts(㎜)

管及び管板
の⽀え⽅

による係数
F

管板の
⽀え⽅

任意の管の
中⼼が

囲む⾯積
A(㎟)

⾯積Aの
周りのうち

⽳の径
以外の部分

の⻑さ
L(㎜)

許容
引張応⼒
S(MPa)

必要厚さ
t1(㎜)

必要厚さ
t2(㎜)

t1、t2、10
の

⼤きい値
t(㎜)

呼び厚さ
tbo(㎜)

最⼩厚さ
tb(㎜)

管板(上胴)
胴と⼀体で

ある

管板(下胴)
胴と⼀体で

ある
評価

７．容器の管板の厚さの計算（伝熱管）（内⾯に圧⼒を受ける管台の厚さ）【第11条第1項第⼀号】

部位
項⽬

使⽤材料
伝熱管の

外径
Do(㎜)

許容
引張応⼒
S(MPa)

継⼿効率
η

継⼿の種類
放射線検査

の有無
必要厚さ

t1(㎜)
呼び厚さ

tto(㎜)
最⼩厚さ

tt(㎜)

伝熱管(上胴/下胴) 継⼿なし −
連絡管 継⼿なし −

評価

８．容器の管台の厚さの計算（内⾯に圧⼒を受ける管台の厚さ）【第11条第1項第⼀号、第三号】

部位
項⽬

使⽤材料
最⾼

使⽤圧⼒
Ｐ(MPa)

最⾼
使⽤温度

(℃)

管台の外径
Do(㎜)

許容
引張応⼒
S(MPa)

継⼿効率
η

継⼿の種類
放射線検査

の有無
必要厚さ

t1(㎜)
必要厚さ

t3(㎜)

t1、t3の

⼤きい値
t(㎜)

呼び厚さ
tno(㎜)

最⼩厚さ
tn(㎜)

NC−11/12 継⼿なし −
NC−13/14/15 継⼿なし −
NC−21/22 継⼿なし −
NC−23/24/25 継⼿なし −

評価

ts≥t、よって⼗分である。

補強を要しない⽳の最⼤径＞NC-11/NC-12の⽳径につき、補強計算及び溶接部の強度計算を要する⽳は、NC-11及びNC-12である。

補強を要しない⽳の最⼤径＞NC-21/NC-22の⽳径につき、補強計算及び溶接部の強度計算を要する⽳は、NC-21及びNC-22である。

よって半だ円形鏡板である。

Pt≥Z、によって⼗分である。

tc≥t、よって⼗分である。

tb≥t、よって⼗分である。

tt≥t1、よって⼗分である。

tn≥t、よって⼗分である。
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公式による強度評価書フォーマットサンプル 3／3

９．胴の⽳の補強計算【第7条第7項】

部位
項⽬

胴板
使⽤材料

管台
使⽤材料

強め板
使⽤材料

胴板の許容
引張応⼒
Ss(MPa)

管台の許容
引張応⼒
Sｎ(MPa)

強め板の
許容

引張応⼒
Sc(MPa)

⽳の径
d(㎜)

補正⽳の径
de(㎜)

胴板と管台
の交⾓
α(°)

胴板の
最⼩厚さ

ts(㎜)

管台 の
最⼩厚さ

tn(㎜)

胴板の
継⼿効率

η

係数
Ｆ

胴の内径
Di(㎜)

胴板の
計算上

必要な厚さ
tsr(㎜)

管台の
計算上

必要な厚さ
tnr(㎜)

⽳(NC−11/12) − − − −
⽳(NC−21/22) − − − −
(つづき)

部位
項⽬

⽳の補強に
必要な⾯積

Ar（㎟)

補強の
有効範囲
Ｘ1(㎜)

補強の
有効範囲
Ｘ2(㎜)

補強の
有効範囲

Ｘ(㎜)

補強の
有効範囲

Y1(㎜)

補強の
有効範囲

Y2(㎜)

補強の
有効範囲

Y(㎜)

強め板の
最⼩厚さ

te(㎜)

強め板の
外径

Ｂe(㎜)

管台の外径
Don(㎜)

⼀体型管台
のコーナー

部半径
Ｒ1(㎜)

溶接⼨法
Ｌ1(㎜)

溶接⼨法
Ｌ2(㎜)

溶接⼨法
Ｌ3(㎜)

溶接⼨法
Ｌ4(㎜)

溶接⼨法
Ｌ5(㎜)

⽳(NC−11/12) − − − − − − − − −

⽳(NC−21/22) − − − − − − − − −

(つづき)

胴板の有効
補強⾯積
Ａ1(㎟)

管台の有効
補強⾯積
Ａ2(㎟)

すみ⾁溶接
部の有効補

強⾯積

強め板の有
効補強⾯積

Ａ4(㎟)

補強に有効
な総⾯積
Ａ0(㎟)

⽳の補強に
有効な⾯積

ＡrD(㎟)

胴板の有効
補強⾯積
Ａ1Ｄ(㎟)

管台の有効
補強⾯積
Ａ2Ｄ(㎟)

すみ⾁溶接
部の有効補

強⾯積

強め板の有
効補強⾯積

Ａ4Ｄ(㎜)

補強に有効
な総⾯積
Ａ0Ｄ(㎟)

補強を要す
る⽳の限界

径

補強の有効
範囲

XJ1(㎜)

補強の有効
範囲

XJ2(㎜)

補強の有効
範囲

XJ(㎜)

⽳の補強に
必要な⾯積

ＡJｒ(㎟)

胴板の有効
補強⾯積
ＡJ1(㎟)

管台の有効
補強⾯積
ＡJ2(㎟)

すみ⾁溶接
部の有効補

強⾯積

強め板の有
効補強⾯積

ＡJ4(㎟)

補強に有効
な総⾯積
ＡJ0(㎟)

⽳(NC−11/12) − − − − − − − − − − − − − − − −

⽳(NC−21/22) − − − − − − − − − − − − − − − −

評価
(つづき)

部位
項⽬

溶接部に
かかる荷重

Ｗ1(N)

溶接部に
かかる荷重

Ｗ2(N)

溶接部に
かかる荷重

Ｗ(N)

すみ⾁溶接
部の許容せ
ん断応⼒

ＳＷ1(MPa)

突合せ溶接
部の許容せ
ん断応⼒

ＳＷ2(MPa)

突合せ溶接
部の許容引
張断応⼒

ＳＷ3(MPa)

管台壁の
許容引張
断応⼒

ＳＷ4(MPa)

応⼒除去の
有無

すみ⾁溶接
部の許容

せん断応⼒
係数
Ｆ1

突合せ溶接
の許容

せん断応⼒
係数
Ｆ2

突合せ溶接
の許容

引張応⼒
係数
Ｆ3

管台壁の
許容せん断
応⼒係数

Ｆ4

管台が取り
付く⽳の径

dｗ(㎜)

すみ⾁
溶接部の
せん断⼒
Ｗe1(N)

すみ⾁
溶接部の
せん断⼒
Ｗe2(N)

すみ⾁
溶接部の
せん断⼒
Ｗe3(N)

突合せ
溶接部の
せん断⼒
Ｗe4(N)

⽳(NC−11/12) − − − − − − − − − − − − − −
⽳(NC−21/22) − − − − − − − − − − − − − −

評価
(つづき)

部位
項⽬

突合せ溶接
部のせん断

⼒
Ｗe5(N)

突合せ溶接
部の引張⼒

Ｗe6(N)

突合せ溶接
部の引張⼒

Ｗe7(N)

突合せ溶接
部の引張⼒

Ｗe8(N)

突合せ溶接
部の引張⼒

Ｗe9(N)

管台壁のせ
ん断⼒

Ｗe10(N)

すみ⾁溶接
部のせん断

⼒
Ｗe11(N)

予想される
破断箇所の

強さ
Ｗeｂｐ1(N)

予想される
破断箇所の

強さ
Ｗeｂｐ2(N)

予想される
破断箇所の

強さ
Ｗeｂｐ3(N)

予想される
破断箇所の

強さ
Ｗeｂｐ4(N)

予想される
破断箇所の

強さ
Ｗeｂｐ5(N)

予想される
破断箇所の

強さ⼒
Ｗeｂｐ6(N)

⽳(NC−11/12) − − − − − − − − − − − − −
⽳(NC−21/22) − − − − − − − − − − − − −

評価 A0＞Ar、W＜0、以上より⼗分である

A0＞Ar、よって⼗分である d≦dj、よって⼤きい⽳の補強計算は不要

−W＜0、よって溶接部の強度計算は不要

部位
項⽬

⼩さい⽳の補強 X1=X2でない場合の確認 ⼤きい⽳の補強

−
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令和４年 11月 2 9日 Ｒ０ 

参考７ 

評価項目整理表フォーマットサンプル

（今回申請における強度計算書）

本資料は、今回申請における評価項目整理表のフォーマットのサンプルを示す

ものである。
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強度計算対象部位 容器の管
板

容器の管
台

容器の管
台熱交換
器の管

容器の構
造の規格

管 伸縮継手

⼤分類 機器の種類

容器の胴
の補強を
要しない
穴の最大
径の計算

容器の鏡
板の補強
を要しな
い穴の

最大径の
計算

容器の管
板の計算

容器の管
台の計算

開放タン
クの胴の

計算

開放タン
クの補強
を要しな
い穴の最

大径

開放タン
クの底板
の計算

開放タン
クの管台
の計算

熱交換器
の管の計

算

容器の胴の
穴の補強計

算

容器の鏡
板の穴の
補強計算

容器の平
板の穴の
補強計算

開放タン
クの胴の
穴の補強

計算

容器の平
板

ステーに
よってさ
さえられ
ない容器
の平板の
厚さの計

算

容器の平
板

輪形ガス
ケットを
用いて平
板を取付
ける場合
の平板の
厚さの計

算

多角容器
の平板部
でリブに
よって補
強された
ものの最
高使用圧
力の計算

容器の平
板に穴を
あける場
合に，補
強を要し
ない計算
上必要な
厚さの計

算

ジャケッ
ト閉鎖部
の厚さの

計算

検定水圧
管の強度

計算

伸縮継手
の強度計

算

容器① 新規 ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - ○ - - - - - - - - - - - - - -
容器② 既認可 ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - ○ - - - - - - - - - - - - - -
容器③ 新規 ○ - - - - - - - ○ - - - - - - ○ ○ - - - - - - - - -
容器④ 新規 ○ ○ - ○ - - - - - - ○ ○ - ○ - - - - - - - - - - - - -
容器⑤ 既認可 ○ - - ○ - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - - - - - -
容器⑥ 既認可 - ○ - ○ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
容器⑦ 既認可 - - - ○ - - - - - - - - - ○ ○ ○ ○ - - - - - - - - - -

(検定⽔圧により評価する容器) 新規 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - - -
配管① 新規 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - - -

配管②（伸縮継⼿） 新規 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - - - -

（設計条件の圧⼒で評価する容器） 既認可 ○ - - ○ ○ - - - ○ - - - - ○ - - - - - - - ○ - - - - -

（設計過渡状態の圧⼒で評価する容器） 新規 - - ○ - - - - - - - - - - - - ○ - - - - ○ - - - - -
容器(ボンベ) 容器（ボンベ①） 新規 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - - -
ポンプ及び弁 ポンプ① 既認可 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - - -

内燃機関 内燃機関① 既認可 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ - -
⽀持構造物 ⽀持構造物① 既認可 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○ -

完成品 - 完成品 新規 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ○
凡例
〇：評価項⽬

完成品

管
- - - -

容器の鏡板
さら形鏡板の計算

容器の鏡板
半だ円形鏡板の計算

容器の鏡板
円すい形鏡板の計算

○ - ○ -

火力基準
を準用し
た設計(方
針のみ)

耐震評価
による設
計(方針の

み)

-

容器の平板
容器の平

板

容器のフランジ
フランジの計算

-

容器の胴
円筒形の胴の計算

-

応力評価

高圧ガス
保安法を
適用した
設計(方針

のみ)

○ -

○

-

-

-

- -

-

容器の胴 容器の鏡板 開放タンク

開放タンク
容器の胴・鏡板

管
穴の補強計算

容器のフランジ

接続配管
と同様の
設計(方針

のみ)

○

容器及び管
(公式による評価)

容器

○

○ ○
○ - ○

- -○ - ○
- - -

○

○ - ○
- -- - -

- - -

- -

- -- - -

容器及び管以外

-
- - --

- -

- - -
○

-
-

- -
-

-
- - - -

-- - -

各機器に適⽤する評価項⽬整理表

類型化分類

申請
区分

容器及び管
(解析による評価)

容器
○ ○ - - -

- --

評価項⽬

機器名称
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５①

補足すべき事項

1

第１章　共通項目
9.　設備に対する要求
9.3　材料及び構造
9.3.1　材料及び構造
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における材料及び構造にあっては，安全機能を有する施
設又は重大事故等対処設備に属するもののうち以下のいずれかに該当するものを再処理施設の安全性を
確保する上で重要なもの（以下，安全機能を有する施設にあっては「安全機能を有する施設の容器
等」，重大事故等対処設備にあっては「重大事故等対処設備の容器等」という。）として材料及び構造
の対象とする。
a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は内部エネルギーの解放による災害を及ぼすおそれ
がある機器区分（再処理第１種機器から再処理第５種機器）に属する容器及び管
b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び放射線障害を防止する機能を有する
安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する容器及び管
c. 上記a又はbに接続するポンプ及び弁（安全上重要な施設又は重大事故等対処設備を防護するために必
要な緊急遮断弁を含む。）
d. 上記a，b又はcに直接溶接される支持構造物であり，その破損により当該機器の損壊を生じさせるお
それのあるもの
e. 安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の材料及び構造（主要な溶接部を含
む。）は，施設時において，以下の通りとし，その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格　設計・
建設規格」等に準拠し設計する。

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
1.概要
2.材料及び構造設計の
基本方針

【1.概要】
技術基準規則第十七条及び第三十七条に対する適合性説明であることを説明する。
安全機能を有する施設のうち要求事項に変更がなく，改造を実施しない機器については，今回の申請
において変更は行わないことを説明する。
【2.材料及び構造設計の基本方針】
材料及び構造の対象範囲について説明する。

＜材料及び構造の対象範囲＞
⇒安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における「再処理施設
の安全性を確保する上で重要なもの」の対象範囲について補足説明す
る。
・[補足材構01]材料及び構造の対象範囲について
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9.3.1.1　材料
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等のうち常設のもの（以下「常設重大事
故等対処設備の容器等」という。）は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2
重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重，腐食環境その他の使用
条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。
重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型のもの（以下「可搬型重大事故等対処設備の容器等」とい
う。）は，第１章　共通項目の「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用される圧
力，温度，荷重その他の使用条件に対して，日本産業規格等に適合した適切な機械的強度及び化学的成
分を有する材料を使用する設計とする。

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
2.1材料設計
(1)材料選定
(2)腐食代の設定

【2.1材料設計】
材料については，使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計
とすることを説明する。
【2.1(1)材料選定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等は，取り扱う放射性物質の濃度，腐
食環境等の条件を考慮して定めた「材料選定フロー」による指定材料等を使用する設計とすることを
説明する。
「材料選定フロー」によらない場合として個別機器に係る材料選定理由等を説明する。
【2.1(2)腐食代の設定】
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管に使用する材料の板厚
は，腐食環境を考慮して腐食代を設定することを説明する。
また，腐食代設定方針によらない場合として個別機器に係る腐食代の設定の考え方を説明する。
なお，重大事故等対処設備の容器等の容器及び管であって，常時腐食性流体に接液しないものに使用
する材料の板厚は，重大事故等時における腐食環境を考慮してもその影響は十分小さいため腐食代は
設定しないことを説明する。

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の確認とし
て，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮事項並びに再処理
施設における経年劣化事象及び発電炉における高経年技術対策上着目す
べき劣化事象を確認し，再処理施設における材料及び構造に係る設計上
の考慮事項に抜けがないか補足説明する。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する 。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について補足説明
する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて

＜常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性＞
⇒常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性の考慮として，常設重
大事故等対処設備の容器等における腐食代の設定について補足説明す
る。
・[補足材構05]常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性の考慮に
ついて
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9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）
は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項
を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設
計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発の影響を受ける容器及び管は，設計条件を超える水素
爆発等の衝撃荷重が負荷される状態において，経路の破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とす
る。

4

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のダクトは，設計条件において，
延性破断に至る塑性変形を生じない設計とする。

5

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が
繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設計とする。

基本設計方針 添付書類

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
2.2構造設計
2.2.1安全機能を有す
る施設の容器等及び常
設重大事故等対処設備
の容器等
(1)容器及び管
a.技術基準規則第三十
七条第１項第１号及び
第２号の要求事項
b.技術基準規則第三十
七条と高圧ガス保安法
の規定の比較

【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
容器及び管の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準について説明する。
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあっ
ては，JSME設計・建設規格のクラス３機器の規定等を基本とした公式による評価によることを説明す
る。
また，常設重大事故等対処設備の容器等のうち緊急時対策建屋加圧ユニットは，設計時に準拠した高
圧ガス保安法の規定が技術基準規則第三十七条に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的
根拠があることを説明する。
公式による評価によらない場合にあっては，解析による評価によることを説明する。

a.技術基準規則第三十七条第１項第１号及び第２号の要求事項
技術基準規則第三十七条の要求事項として，材料及び構造，主要な溶接部について説明する。
b.技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定の比較
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の材料及び構造の規定の水準は同等であることから，緊急
時対策建屋加圧ユニットは高圧ガス保安法に適合したものを使用する設計とすることを説明する。

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の確認とし
て，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮事項並びに再処理
施設における経年劣化事象及び発電炉における高経年技術対策上着目す
べき劣化事象を確認し，再処理施設における材料及び構造に係る設計上
の考慮事項に抜けがないか補足説明する。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する 。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について補足説明
する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて

＜高圧ガス保安法を適用した評価＞
⇒技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定比較について補足説
明する。
・[補足材構06]技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定の比較
について
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

6

(2)　ポンプ及び弁並びに内燃機関
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁並びに内燃機関
は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
2.2.1安全機能を有す
る施設の容器等及び常
設重大事故等対処設備
の容器等
(2)ポンプ及び弁並び
に内燃機関

【2.2.1(2)ポンプ及び弁並びに内燃機関】
ポンプ及び弁並びに内燃機関の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準につい
て説明する。
また，既認可構造等に関する設計方針及び構造等に関する設計方針に掲げるものの他，以下のとおり
説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁の構造は，日
本産業規格，メーカ規格等の適切な規格に基づき設計・製作・検査が行われ，耐圧試験等により十分
な強度を有することを確認したものを使用する設計とすることを説明する。
・安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の内燃機関（燃料系を含
む。）の構造は，発電用火力設備に関する技術基準を定める省令の規定を満足するものを使用する設
計とすることを説明する。

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の確認とし
て，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮事項並びに再処理
施設における経年劣化事象及び発電炉における高経年技術対策上着目す
べき劣化事象を確認し，再処理施設における材料及び構造に係る設計上
の考慮事項に抜けがないか補足説明する。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する 。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について補足説明
する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて
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(3)　支持構造物
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の支持構造物は，設計条件におい
て，延性破断及び座屈が生じない設計とする。

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
2.2.1安全機能を有す
る施設の容器等及び常
設重大事故等対処設備
の容器等
(3)支持構造物

【2.2.1(3)支持構造物】
支持構造物の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準について説明する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故対処設備の容器等の支持構造物は，計算方法
が耐震評価と同じであり，地震荷重が支配的であることから「Ⅳ 耐震性に関する説明書」によること
を説明する。

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の確認とし
て，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮事項並びに再処理
施設における経年劣化事象及び発電炉における高経年技術対策上着目す
べき劣化事象を確認し，再処理施設における材料及び構造に係る設計上
の考慮事項に抜けがないか補足説明する。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する 。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について補足説明
する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて
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9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域
に抑える設計とする。

9

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規
格及び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保でき
る設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格
及び基準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計
とする。

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
2.2.2可搬型重大事故
等対処設備の容器等

【2.材料及び構造設計の基本方針】
【2.2構造設計】
【2.2.2可搬型重大事故等対処設備の容器等】
可搬型重大事故等対処設備の容器等の構造として，各使用条件における各制限事項に関する性能水準
について説明する。
完成品を除く可搬型重大事故等対処設備の容器等にあっては，JSME設計・建設規格のクラス３機器の
規定を基本とした公式による評価によることを説明する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，一般産業用工業品の規格及び基準への適合性を確認
することを説明する。

＜材料及び構造に係る設計上の考慮事項＞
⇒再処理施設における材料及び構造に係る設計上の考慮事項の確認とし
て，発電炉における材料及び構造に係る設計上の考慮事項並びに再処理
施設における経年劣化事象及び発電炉における高経年技術対策上着目す
べき劣化事象を確認し，再処理施設における材料及び構造に係る設計上
の考慮事項に抜けがないか補足説明する。
・[補足材構02]材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について

＜材料及び構造に係る類型化の分類＞
⇒材料及び構造に関する類型化の分類について補足説明する 。
・[補足材構03]材料及び構造に係る類型化の分類について

＜材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認＞
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について補足説明
する。
・[補足材構04]材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて

160



補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

10

9.3.1.3　主要な溶接部
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び
熱影響部をいう。）は，次のとおりとする。
・不連続で特異な形状でない設計とする。
・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥
がないことを非破壊試験により確認する。
・適切な強度を有する設計とする。
・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることを機械試験その他の評価
方法によりあらかじめ確認する。
なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の
「再処理施設の溶接の方法等について（別記）」に適合していることを確認する。

11

常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部の耐圧試験は，母材と同等の方法及び同じ試験圧力に
て実施する。

12

9.3.2　耐圧試験等
(1)　安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，施設
時において，次に定めるところによる圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えい
がないことを確認する。
また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部のうち再処
理第１種容器及びライニング型貯槽の溶接部は，漏えい試験の種類に応じた圧力で漏えい試験を行った
とき，著しい漏えいがないことを確認する。
なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の「再処理施設の
溶接の方法等について（別記）」等に準拠し実施する。
a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の最高使用圧力を超え，かつ，機器に生ずる全体的
な変形が弾性域の範囲内となる圧力とする。
b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は，大気圧と
内圧との最大の差を上回る圧力とする。この場合において，耐圧試験の圧力は機器の内面から加えるこ
とができる。
ただし，気圧により耐圧試験を行う場合（最高使用圧力が98kPa未満の場合を除く。）であって，当該圧
力に耐えることが確認された場合は，当該圧力を最高使用圧力までに減じて著しい漏えいがないことを
確認する。
最高使用圧力が98kPa未満の場合であって，気圧により耐圧試験を行う場合の試験圧力は，水圧による耐
圧試験の場合と同じ圧力とする。
重大事故等対処設備の容器等であって，規定の圧力で耐圧試験又は漏えい試験を行うことが困難な場合
は，試運転による機能及び性能試験（以下「運転性能試験」という。）結果を用いた評価等により確認
する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能試験，目視等による有害な欠
陥がないことの確認とすることもできるものとする。

13

(2)　安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，維持
段階において，通常運転時における圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを確認す
る。
なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」等に準拠し実施する。
ただし，重大事故等対処設備の容器等（支持構造物は除く。）は，使用時における圧力で漏えい試験を
行うことが困難な場合は，運転性能試験結果を用いた評価等により確認する。
可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能試験，目視等による有害な欠
陥がないことの確認とすることもできるものとする。

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
2.3主要な溶接部の設
計

【2.3主要な溶接部の設計】
主要な溶接部の設計方針について説明するとともに，使用前事業者検査により技術基準へ適合してい
ることを確認することを説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，工事の方法に従って実施することを説明する。

補足すべき事項の対象なし

補足すべき事項の対象なし【3.耐圧試験等に係る設計の基本方針】
耐圧試験等に係る設計方針について説明する。
また，使用前事業者検査を実施するにあたっては，工事の方法に従って実施することを説明する。

Ⅴ－１－１　強度及び
耐食性に関する設計の
基本方針
3.耐圧試験等に係る設
計の基本方針
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）
は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項
を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設
計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発の影響を受ける容器及び管は，設計条件を超える水素
爆発等の衝撃荷重が負荷される状態において，経路の破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とす
る。

5

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が
繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設計とする。

8

9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域
に抑える設計とする。

【1.概要】
「Ⅴ－１－１　強度及び耐食性に関する設計の基本方針」に基づく評価方針であることを説明する。
【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあって
は，公式による評価を適用し，準拠規格に基づき，設計条件に対して許容引張応力S値を基準とした厚
さ計算等による評価を実施すること説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu値を基準とした厚さ計算等による評価を実施することを
説明する。
公式による評価の実施にあっては，条件変更の有無を整理した上で既設工認引用又は新たに強度評価
を実施することを説明する。
弱圧の容器に関する取扱いについて説明する。（個別機器に係る方針）
また，ジルコニウム／ステンレス鋼の接続にあっては，異材継手を使用する設計とすることを説明す
る。（個別機器に係る方針）

(解析による評価)
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管の構造設計にあっ
て，公式による評価によらない場合は解析による評価を適用し，ASMEに基づき，設計条件に対して許
容引張応力S値を基準とした応力評価を実施することを説明する。
また，設計過渡条件に対して設計引張強さSu値を基準とした応力評価を実施することを説明する。
解析による評価の実施にあっては，条件変更の有無を整理した上で既設工認引用又は新たに強度評価
を実施することを説明する。

(完成品に対する評価)
重大事故等対処設備の容器等の容器及び管のうち完成品の構造は，完成品に対する評価を適用し，完
成品として一般産業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認することを説明する。

可搬型重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁の構造は，完成品として一般産業用工業品の規格
及び基準に適合するものを使用する設計とすることを説明する。

可搬型重大事故等対処設備の容器等の内燃機関（燃料系を含む。）の構造は，完成品として一般産業
用工業品の規格及び基準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態において十分な強度を有す
るものを使用する設計とすることを説明する。

9

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規
格及び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保でき
る設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格
及び基準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計
とする。

可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価＞
⇒可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価における耐圧試験を用
いた裕度の考え方について補足説明する。
・[補足材構09]可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価における
耐圧試験を用いた裕度の考え方について

＜常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧の塔槽類等の
耐圧強度上の取り扱い＞
⇒常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧の塔槽類等の
耐圧強度上の取り扱いについて補足説明する。
・[補足材構07]常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧
の塔槽類等の耐圧強度上の取り扱いについて

＜水素爆発等における強度評価内容について＞
⇒水素爆発等における強度評価内容について示す。
[補足材構08]水素爆発等における強度評価内容について

Ⅴ－１－２ 強度評価
方針
1.概要
2.強度評価方針
2.1　強度評価手法の
選定
(公式による評価)
(解析による評価)
(完成品に対する評価)
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）
は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項
を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設
計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発の影響を受ける容器及び管は，設計条件を超える水素
爆発等の衝撃荷重が負荷される状態において，経路の破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とす
る。

5

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が
繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設計とする。

8

9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域
に抑える設計とする。

Ⅴ－１－２ 強度評価
方針
2.2強度評価フロー
(1)公式による評価
(2)解析による評価
(3)完成品に対する評
価

【2.2強度評価フロー】
【2.2(1)公式による評価】
公式による評価は，評価式を選定した上で，その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，それら
を用いて算出された必要厚さに対して最小厚さが上回っていることを確認する評価方針であることを
説明する。
【2.2(2)解析による評価】
解析による評価は，解析モデルを設定した上で，その評価に用いる圧力荷重，許容限界を設定し，応
力を算出し，算出された応力力が設定した許容限界以下であることを確認する評価方針であることを
説明する。
【2.2(3)完成品に対する評価】
完成品に対する評価は，使用目的／使用環境，機器の使用材料，機器の使用条件，法令又は公的な規
格で定める試験結果等を整理したうえで，重大事故等時の使用目的／使用環境，使用条件等が一般産
業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認する評価方針であることを説明する。

補足すべき事項の対象なし

9

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規
格及び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保でき
る設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格
及び基準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計
とする。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）
は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項
を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設
計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発の影響を受ける容器及び管は，設計条件を超える水素
爆発等の衝撃荷重が負荷される状態において，経路の破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とす
る。

補足すべき事項の対象なし

5

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が
繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設計とする。

＜伸縮継手の強度評価＞
⇒常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手の全伸縮量算出について
補足説明する。
・[補足材構10]常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手の全伸縮量
算出について

8

9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域
に抑える設計とする。

補足すべき事項の対象なし

Ⅴ－１－３ 強度評価
書作成の基本方針
Ⅴ－１－３－１　評価
条件整理表及び評価項
目整理表作成の基本方
針
1.概要
2.強度評価書作成の基
本方針
3.評価条件整理表
4.評価項目整理表
Ⅴ－１－３－２　公式
による強度評価書作成
の基本方針
1.概要
2.規格計算式の選定
2.1容器に関する規格
計算式等
2.2管に関する規格計
算式等
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.公式による強度評価
書のフォーマット

Ⅴ－１－３－３　解析
による強度評価書作成
の基本方針
1.概要
2.解析モデルの選定
3.荷重の設定
4.許容限界の設定
5.応力強さの計算
6.解析による強度評価
書フォーマット

Ⅴ－１－３－４　完成
品に対する強度評価書
作成の基本方針
1.概要
2.完成品の強度評価
2.1法令又は公的な規
格への適合性確認
2.2メーカ規格及び基
準への適合性確認
3.完成品に対する強度
評価書のフォーマット

【Ⅴ－１－３－１　評価条件整理表及び評価項目整理表作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく強度評価書作成の基本方針であることを説明する。
【2.強度評価書作成の基本方針】
評価を実施するにあたって，評価条件等を整理し，強度評価書の作成区分について整理する。
【3.評価条件整理表】
評価条件整理表にて整理する項目について説明する。
【4.評価項目整理表】
評価項目整理表にて整理する項目について説明する。
【Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく公式による強度評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.評価式の選定】
容器の公式による評価における評価部位毎の計算式等について説明する。
【2.1容器に関する規格計算式等】
容器の評価部位毎の規格計算式等について説明する。
【2.2管に関する規格計算式等】
管の評価部位毎の規格計算式等について説明する。
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備としての圧力による荷重として，
仕様表における最高使用圧力を考慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対して
は設計引張強さSu値を許容限界として設定することを説明する。
【5.公式による強度評価書のフォーマット】
公式による強度評価書のフォーマットを示す。

【Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく解析による強度評価書作成の基本方針であることを説明す
る。
【2.解析モデルの選定】
解析モデルの選定として，以下のとおり説明する。
・応力解析は有限要素法を用いて実施，強度評価上厳しくなる不連続部を選定
・解析モデルの設定条件：形状及び寸法(仕様表，構造図等)等
・使用する解析プログラムの設定
【3.荷重の設定】
荷重の設定として，安全機能を有する施設又は重大事故等対処設備としての圧力による荷重として，
仕様表における最高使用圧力を考慮することを説明する。
【4.許容限界の設定】
許容限界の設定として，設計条件に対しては許容引張応力S値基準の許容限界，設計過渡条件に対して
は設計引張強さSu値を許容限界として設定することを説明する。
【5.応力強さの計算】
応力強さの計算として，以下のとおり説明する。
・応力強さの算出方法を設定の考え方
・算出された応力値が設定した許容限界を満足していることを確認
【6.解析による強度評価書フォーマット】
解析による強度評価書のフォーマットを示す。

【Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作成の基本方針】
【1.概要】
「Ⅴ－１－２　強度評価方針」に基づく完成品に対する強度評価書作成の基本方針であることを説明
する。
【2.完成品の強度評価】
【2.1法令又は公的な規格への適合性確認】
法令又は公的な規格への適合性確認として，以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境と法令又は公的な規格の使用目的，想定している使用環境を
比較し，準拠する規格及び基準が妥当であること
(b)法令又は公的な規格に基づく機器に適切な材料が使用され，十分な強度を有する設計であること
【4.2メーカ規格及び基準への適合性確認】
メーカ規格及び基準への適合性確認として，以下の内容を確認することを説明する。
(a)対象とする機器の使用目的，使用環境とメーカ規格及び基準の使用目的，想定している使用環境を
比較し，準拠する規格及び基準が妥当であること
(b)メーカ規格及び基準に基づく機器に適切な材料が使用され，十分な強度を有する設計であること
【3.完成品に対する強度評価書のフォーマット】
完成品に対する強度評価書のフォーマットを示す。

9

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規
格及び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保でき
る設計とする。

補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

3

9.3.1.2　構造
9.3.1.2.1　安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等
(1)　容器及び管
安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管（ダクトは除く。）
は，第１章　共通項目の「9.1　安全機能を有する施設」及び「9.2　重大事故等対処設備」の要求事項
を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的荷重が負荷されている状態（以下「設
計条件」という。）において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。
常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発の影響を受ける容器及び管は，設計条件を超える水素
爆発等の衝撃荷重が負荷される状態において，経路の破断や開口に至る塑性変形が生じない設計とす
る。

5

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が
繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設計とする。

8

9.3.1.2.2　可搬型重大事故等対処設備の容器等
可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な変形を弾性域
に抑える設計とする。

9

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産業用工業品の規
格及び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用条件に対して，要求される強度を確保でき
る設計とする。
ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用工業品の規格
及び基準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態において，要求される強度を確保できる設計
とする。

Ⅴ－２　強度評価書
Ⅴ－２－１　評価条件
整理表及び評価項目整
理表
1.概要
2.評価条件整理表
3.評価項目整理表

Ⅴ－２－２　公式によ
る強度評価書
1.概要
2.容器の公式による強
度評価結果
3.管の公式による強度
評価結果

Ⅴ－２－３　解析によ
る強度評価書
1.概要
2.解析による強度評価
結果

Ⅴ－２－４　完成品に
対する強度評価書
1.概要
2.完成品に対する強度
評価結果

【Ⅴ－２－１　評価条件整理表及び評価項目整理表】
【1.概要】
「Ⅴ－１－３　強度評価書作成の基本方針」に基づく評価条件整理表及び強度評価整理表を示すこと
を説明する。
【2.評価条件整理表】
強度評価対象設備における評価条件等の整理結果について説明する。
【3.評価項目整理表】
強度評価対象設備における評価項目の整理結果について説明する。

【Ⅴ－２－２　　公式による強度評価書】
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－２　公式による強度評価書作成の基本方針」に基づく強度評価結果であることを説明
する。
【2.容器の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認した
強度評価結果を示す。
【3.管の公式による強度評価結果】
公式による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認した
強度評価結果を示す。

【Ⅴ－２－３　解析による強度評価書】
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－３　解析による強度評価書作成の基本方針」に基づく強度評価結果であることを説明
する。
【2.解析による強度評価結果】
解析による強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認した
強度評価結果を示す。

【Ⅴ－２－４　完成品に対する強度評価書】
【1.概要】
「Ⅴ－１－３－４　完成品に対する強度評価書作成の基本方針」に基づく強度評価結果であることを
説明する。
【2.完成品に対する強度評価結果】
完成品に対する強度評価書のフォーマットに従い，使用条件に対して十分な強度を有することを確認
した強度評価結果を示す。

補足すべき事項の対象なし
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５②

展開要否 理由

補足-420-4
【強度評価対象弁の選定に
ついて】

1. 概要 －

改造弁が多いことに伴う強度評価対象
弁の選定に対する補足説明であり，東
海第二特有の考慮事項である

再処理施設における材料及び構造の対
象については，補足材構01にて整理す
る

1. PVB規定準用の妥当性について －

重大事故等クラス2ポンプにJSME設
計・建設規格 クラス1容器の規定を適
用した評価に対する補足説明であり，
再処理施設に同様の対象となる設備が
ない

再処理施設におけるポンプの取扱いに
ついては，補足材構01にて整理するこ
ととしている

2. 許容値に許容引張応力Ｓを用いる妥当性について － 同上

1. はじめに －

重大事故等クラス2管の疲労評価省略
に対する補足説明資料であり，再処理
施設はクラス３機器の公式による設計
を適用した設計上の配慮を実施してい
る

再処理施設における設計上の考慮事項
については，補足材構02にて整理する
こととしている

2. 重大事故等クラス２管の疲労評価について － 同上

1. 強度計算の基本方針に基づく評価区分の整理フロー ○

2. 強度計算の基本方針に基づく適用規格の選定フロー ○

3. 強度説明書における適用規格の整理一覧 ○

1. 概要 －

東海第二の建設工認にて適用した昭和
45年告示に規定がない機器の許容値に
対する補足説明であり，再処理施設の
既設工認では昭和55年告示を適用して
いることから同様の対象となる設備は
ない

再処理施設における既設工認の評価内
容については，補足材構04にて整理す
る

2. 評価式の比較 － 同上
3. 検討結果 － 同上

別紙1 昭和45年告示の許容値をJSME式に適用させた場合のポンプケーシング材料の比較 － 同上

別紙2 (表1) 主な鉄鋼材用の各温度における許容引張応力 － 同上
別紙2 (表2) ＪＩＳの改正に伴う許容値の変化 － 同上

1. 概要 －

東海第二の建設工認にて適用した昭和
45年告示では応力評価が規定されてい
ないことから準用したASMEとJSME設
計・建設規格との比較であり，再処理
施設の既設工認では昭和55年告示を適
用していることから同様の対象となる
設備はない

再処理施設における既設工認の評価内
容については，補足材構04にて整理す
る

2. ＡＳＭＥと設計・建設規格の比較 － 同上
3. B1係数の違いに関する影響調査 － 同上
4. 参考文献 － 同上

材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認について[補足材構
04]

＜材料及び構造に係る既設工認申
請書引用の妥当性確認＞

【2.1材料設計】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施
設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並び
に内燃機関】
【2.2.1(3)支持構造物】
【2.2.2可搬型重大事故等対
処設備の容器等】

補足-420-5
【クラス1管の応力評価に
おける建設時工認（ＡＳＭ
Ｅ／告示）と設計・建設規
格の比較】

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

【2.1材料設計】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施
設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並び
に内燃機関】
【2.2.1(3)支持構造物】
【2.2.2可搬型重大事故等対
処設備の容器等】

＜材料及び構造に係る類型化の分
類＞

[補足材構
03]

材料及び構造に係る類型化の分類について

補足-420-1
【強度に関する説明書にお
ける適用規格の整理】

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性
に関する設計の基本方針

補足-420-9
【重大事故等クラス２管の
疲労評価について】

補足-420-13
【重大事故等クラス２ポン
プにクラス１容器の応力評
価の規定を用いる妥当性に
ついて】

【2.材料及び構造設計の基本
方針】

補足-420-2
【告示に規定がない機器の
許容値の考え方について】

＜材料及び構造の対象範囲＞ [補足材構
01]

材料及び構造の対象範囲について

【2.1材料設計】
【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施
設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】
【2.2.1(2)ポンプ及び弁並び
に内燃機関】
【2.2.1(3)支持構造物】
【2.2.2可搬型重大事故等対
処設備の容器等】

＜材料及び構造に係る設計上の考
慮事項＞

[補足材構
02]

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５②

【2.1材料設計】
【2.1(2)腐食代の設定】

＜耐食性の考慮＞ [補足材構
05]

常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性の考慮について

補足-420-6
【技術基準規則第17 条と
高圧ガス保安法及び消防法
の規定の比較】

－ －

補足-420-6-1
【技術基準規則第17条と高
圧ガス保安法の規定比較】

技術基準規則第17条と高圧ガス保安法の規定の比較 ○

技術基準規則第17条と消防法の規定の比較 －

消防法の規定を適用した評価に対する
補足説明であり，再処理施設に同様の
対象となる設備がない

再処理施設では高圧ガス保安法を適用
する対象設備があることから，補足材
構06にて整理する

別紙　消火器に係る技術基準規則第17条の構造強度に関する規定と消防法の構造強度に関する規定
の同等性について

－ 同上

1. はじめに －

JIS B 8501「鋼製石油貯槽の構造」の
規定を適用した評価に対する補足説明
であり，再処理施設に同様の対象とな
る設備がない

再処理施設では高圧ガス保安法を適用
する対象設備があることから，補足材
構06にて整理する

2. 技術基準規則クラス３容器への適合性 － 同上
 (1)塑性崩壊の防止 － 同上
 (2)延性破壊の防止 － 同上
 (3)脆性破壊の防止 － 同上
 (4)進行性変形の防止 － 同上
 (5)疲労による破壊の防止 － 同上
 (6)座屈の防止 － 同上

【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)

＜弱圧の塔槽類等の耐圧強度上の
取り扱い＞

[補足材構
07]

常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧の塔槽類等
の耐圧強度上の取り扱いについて 補足-420-15

【重大事故等クラス３機器
の強度評価における耐圧試
験を用いた裕度の考え方に
ついて】

1. 概要 ○

1. はじめに ○

重大事故等クラス2であってクラス1機
器の事故時の評価に対する補足説明で
あり再処理施設に同様の対象となる設
備がない

再処理施設における重大事故等時(水
素爆発等)の強度評価内容について
は，補足材構08にて整理する

2. 施設時の要求と既工認の強度評価状況 － 同上
3. 重大事故等クラス２機器でクラス１機器の強度評価方針 － 同上
4. 原子炉圧力容器の評価方法 － 同上
 4.1 重大事故等時と建設時の強度評価の整理 － 同上
  4.1.1 重大事故等時の原子炉圧力容器の評価 (PVB-3111 準用) － 同上
   (1) 評価応力 － 同上
   (2) 評価する荷重 － 同上
   (3) 応力算出方法 － 同上
  4.1.2 建設時の原子炉圧力容器の評価 (昭和45年告示) － 同上
   (1) 評価応力（昭和45年告示） － 同上
   (2) 評価する荷重 － 同上
   (3) 応力算出方法 － 同上
 4.2 施設時の許容値と設計・建設規格許容値との比較 － 同上
 4.3 重大事故等時の条件が設計条件（原子炉圧力容器）へ包絡性されていることの確認 － 同上
 4.4 重大事故等時の事故シーケンス毎の応力関係 － 同上
5. 管の応力評価方法 － 同上
 5.1 重大事故等時の管の応力評価（PPB-3560準用） － 同上
   (1) 評価応力 － 同上
   (2) 評価する荷重 － 同上
   (3) 応力算出方法 － 同上
 5.2 重大事故等時の強度評価条件 － 同上
 5.3 重大事故等時の事故シーケンス毎の応力関係 － 同上
別紙1 重大事故等クラス２機器であってクラス１機器（原子炉圧力容器及びクラス１管）の強度評
価において考慮する事故シーケンスの考え方

－ 同上

別紙2 重大事故時の強度評価におけるジェット荷重について － 同上
【2.強度評価方針】
(完成品に対する評価)

＜耐圧試験を用いた裕度の考え方
＞

[補足材構
09]

可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価における耐圧試験を
用いた裕度の考え方について

補足-420-15
【重大事故等クラス３機器
の強度評価における耐圧試
験を用いた裕度の考え方に
ついて】

2. 内容 ○

Ⅴ－１－２
強度評価方針

技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定比較について[補足材構
06]

＜高圧ガス保安法を適用した評価
＞

【2.2構造設計】
【2.2.1安全機能を有する施
設の容器等及び常設重大事故
等対処設備の容器等】
【2.2.1(1)容器及び管】

水素爆発等における強度評価内容について【2.強度評価方針】
【2.1強度評価手法の選定】
(公式による評価)
(解析による評価)

＜水素爆発等における強度評価内
容について＞

[補足材構
08]

Ⅴ－１－１　強度及び耐食性
に関する設計の基本方針

補足-420-6-2
【技術基準規則第17 条と
消防法の規定比較】

補足-420-7
【火災防護設備用水源タン
クのクラス３容器への適合
性について】

補足-420-8
【重大事故等クラス２機器
に用いられるクラス１機器
の事故時の強度評価につい
て】
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５②

1. 概要 ○

2. 全伸縮量の算出方法 ○

（1） 算出条件 ○

（2） 機器ノズル方向（軸方向）の伸縮量算出 ○

1. 概要 －
改造に至った経緯に対する補足説明で
あり東海第二特有の考慮事項であるた
め

2. 改造対象弁 － 同上
（1） 適合性確認対象設備 － 同上
（2） 適合性確認対象外設備 － 同上
3. 補足 － 同上
（1） 工事計画認可申請対象外の弁（ＳＡの流路を構成する弁を含む）について － 同上
（2） 許認可手続きについて（新規制基準（今回）） － 同上

1. クラス２機器の規定によらない場合の評価対象機器 －

設計・建設規格におけるクラス2機器
の規定によらない場合の評価に対する
補足説明であり再処理施設はクラス３
機器，クラス４管の規定を適用してお
り同様の対象となる設備がない

2. クラス２機器の規定によらない場合の評価 － 同上
 (1) 長方形の大たわみ式を用いた矩形ダクトの評価 － 同上
 (2) 立形ポンプの評価 － 同上
 (3) ねじ山のせん断破壊式を用いたねじ込み継手の評価 － 同上
 (4) クラス１容器の規定を準用又は参考とした評価 － 同上

1. 概要 －

重大事故等クラス2機器におけるJIS G
3106（SM材）の使用に対する補足説明
であり再処理施設に同様の対象となる
設備がない

2. 東海第二発電所におけるSM材の使用範囲について － 同上
3. SM材の使用制限の経緯及び調査結果 － 同上
 (1) ＪＩＳ Ｂ ８２４３「圧力容器の構造」 － 同上
 (2) ＪＩＳ 圧力容器（改訂版）－ 解説と計算例－（日本規格協会発行） － 同上
4. SM材の使用制限の経緯を踏まえた検討結果 － 同上
 (1) SM材が圧力容器用の材料でないことについての考察 － 同上
 (2) 試験片の採取要領について － 同上
 (3) 先行ＰＷＲの同様の事例調査 － 同上
 (4) 他電力（ＢＷＲ） における同様の事例調査 － 同上
 (5) 検討結果 － 同上
5. 代替材で評価することの妥当性について － 同上
 (1) 代替材との比較 － 同上

1. 概要 －

JIS B 8201 陸用鋼製ボイラー構造の
規定を適用した評価に対する補足説明
であり再処理施設に同様の対象となる
設備がない

2. 昭和55年告示第501号質疑応答集におけるだ円マンホールの板厚計算の扱いについて － 同上
3. 告示第501号及び設計・建設規格における容器の平板の厚さの算出式の比較 － 同上
4. マンホールの構造による適用性 － 同上
5. まとめ － 同上

補足-420-3
【既設設備の改造対象弁に
ついて】

補足-420-10
【重大事故等クラス２機器
におけるクラス２機器の規
定によらない場合の評価】

補足-420-11
【ＪＩＳ Ｇ ３１０６（SM
材）の使用について】

補足-420-12
【重大事故等クラス２容器
のうち，だ円形マンホール
の厚さ計算に適用する評価
手法の妥当性について】

補足-420-14
【重大事故等クラス２管の
うち，伸縮継手の全伸縮量
算出について】

「重⼤事故等クラス2管のうち，伸縮継⼿の全伸縮量算出について」に係る補⾜説明資料について
⇒発電炉では，伸縮継⼿の強度評価に⽤いる全伸縮量の設定根拠について説明している。再処理施設においても同様の設備
があることから，発電炉同様に補⾜説明資料を作成する。

「重⼤事故等クラス2管のうち，伸縮継⼿の全伸縮量算出について」に係る補⾜説明資料について
⇒発電炉では，伸縮継⼿の強度評価に⽤いる全伸縮量の設定根拠について説明している。再処理施設においても同様の設備
があることから，発電炉同様に補⾜説明資料を作成する。
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補足説明すべき項目の抽出
（第十七条、第三十七条（材料及び構造））

別紙５③

１回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

1. 補足説明資料と添付書類の関連 1. 補足説明資料と添付書類の関連

2. 補足説明資料 2. 補足説明資料

2.1 全般に関する補足説明資料 2.1 全般に関する補足説明資料

技術規則第十七条及び第三十七条（材料及び構造）にお
ける「再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの」
の対象範囲について示す。

[補足材構01]
[材構01]材料及び構
造の対象範囲につい

て
材料及び構造の対象範囲について示す。 △ 第１回で全て説明されるため追加事項無し

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について示
す。

[補足材構02]

[材構02]材料及び構
造に係る設計上の考
慮事項の抽出につい

て

材料及び構造に係る設計上の考慮事項の抽出について示
す。

△ 第１回で全て説明されるため追加事項無し

材料及び構造に係る類型化の分類について示す。 [補足材構03]
[材構03]材料及び構
造に係る類型化の分

類について
材料及び構造に係る類型化の分類について示す 〇 材料及び構造に係る類型化の分類について示す

材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて示す。

[補足材構04]

[材構04]材料及び構
造に係る既設工認申
請書引用の妥当性確

認について

材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて示す。

〇
材料及び構造に係る既設工認申請書引用の妥当性確認に
ついて示す。

常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性の考慮に
ついて示す。

[補足材構05] ― 対象設備となる設備なし 〇
常設重大事故等対処設備の容器等に係る耐食性の考慮に
ついて示す。

技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定比較に
ついて示す。

[補足材構06] ― 対象設備となる設備なし 〇
技術基準規則第三十七条と高圧ガス保安法の規定比較に
ついて示す。

常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧
の塔槽類等の耐圧強度上の取り扱いについて示す。

[補足材構07] ― 対象設備となる設備なし 〇
常設重大事故等対処設備の容器等のうち弱負圧・弱正圧
の塔槽類等の耐圧強度上の取り扱いについて示す。

水素爆発等における強度評価内容について示す。 [補足材構08] ― 対象設備となる設備なし 〇
水素爆発等における強度評価内容強度評価内容について
示す。

伸縮継手の全伸縮量の算出について示す。 [補足材構10] ― 対象設備となる設備なし 〇 伸縮継手の全伸縮量の算出について示す。

可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価における
耐圧試験を用いた裕度の考え方について示す。

[補足材構09] ― 対象設備となる設備なし 〇
可搬型重大事故等対処設備の容器等の強度評価における
耐圧試験を用いた裕度の考え方について示す。

－：当該申請回次で記載しない項目

凡例

・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

補足-420-15 重大事故等クラス3機器の
強度評価における耐圧試験を用いた裕度
の考え方について

2.3.1 可搬型重大事故等対処設備の容器
等の強度評価における耐圧試験を用いた
裕度の考え方について

2.2.3 常設重大事故等対処設備の容器等
のうち弱負圧・弱正圧の塔槽類等の耐圧
強度上の取り扱いについて

2.2.2 技術基準規則第三十七条と高圧ガ
ス保安法の規定比較について

補足-420-14 重大事故等クラス2管のう
ち，伸縮継手の全伸縮量算出について

2.2.5 常設重大事故等対処設備の容器等
の伸縮継手の全伸縮量算出について

2.5 重大事故等クラス3機器に関する補足
説明資料

2.3 可搬型重大事故等対処設備の容器等に
関する補足説明資料

2.2.4 常設重大事故等対処設備の容器等
のうち水素爆発等の影響を受ける容器及
び管の強度評価内容について

申請回次

2.1.1 材料及び構造の対象範囲について

2.2.1 常設重大事故等対処設備の容器等
に係る耐食性の考慮について

東海第二発電所　補足説明資料 再処理施設　補足説明資料 記載概要 補足説明すべき事項

2.1.2 材料及び構造に係る設計上の考慮
事項の抽出について

2.4 重大事故等クラス2機器に関する補足
説明資料

2.2 常設重大事故等対処設備の容器等に関
する補足説明資料

2.1.3 材料及び構造に係る類型化の分類
について

2.1.4 材料及び構造に係る既設工認申請
書引用の妥当性確認について
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別紙６① 

基本設計⽅針の第 1 回申請範囲 
全体 第１回申請範囲 

第１章 共通項目 

9. 設備に対する要求 

9.3 材料及び構造 

9.3.1 材料及び構造 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備における材料及び構造にあっては，安全機能を有

する施設又は重大事故等対処設備に属するもののうち以下のいずれかに該当するものを再処理施

設の安全性を確保する上で重要なもの(以下，安全機能を有する施設にあっては「安全機能を有す

る施設の容器等」，重大事故等対処設備にあっては「重大事故等対処設備の容器等」という。)とし

て材料及び構造の対象とする。 

a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は内部エネルギーの解放による災害を及

ぼすおそれがある機器区分(再処理第１種機器から再処理第５種機器)に属する容器及び管 

b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び放射線障害を防止する機

能を有する安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する容器及び管 

c. 上記 a又は bに接続するポンプ及び弁(安全上重要な施設又は重大事故等対処設備を防護す

るために必要な緊急遮断弁を含む。) 

d. 上記 a，b又は cに直接溶接される支持構造物であり，その破損により当該機器の損壊を生

じさせるおそれのあるもの 

e. 安全上重要な施設又は重大事故等対処設備に属する内燃機関 

 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等の材料及び構造(主要な溶接部

を含む。)は，施設時において，以下の通りとし，その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格」等に準拠し設計する。 

 

 

 

 

9.3.1.1 材料 

安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等のうち常設のもの(以下「常

設重大事故等対処設備の容器等」という。)は，第１章 共通項目の「9.1 安全機能を有する施

設」及び「9.2 重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重，

腐食環境その他の使用条件に対して，適切な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用す

る設計とする。 

重大事故等対処設備の容器等のうち可搬型のもの(以下「可搬型重大事故等対処設備の容器

等」という。)は，第１章 共通項目の「9.2 重大事故等対処設備」の要求事項を踏まえ，その

使用される圧力，温度，荷重その他の使用条件に対して，日本産業規格等に適合した適切な機械

的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。 

 

 

第１章 共通項目 

9. 設備に対する要求 

9.3 材料及び構造 

9.3.1 材料及び構造 

安全機能を有する施設における材料及び構造にあっては，安全機能を有する施設に属するものの

うち以下のいずれかに該当するものを再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの(以下，安全

機能を有する施設にあっては「安全機能を有する施設の容器等」という。)として材料及び構造の対

象とする。 

 

a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は内部エネルギーの解放による災害を及

ぼすおそれがある機器区分(再処理第１種機器から再処理第５種機器)に属する容器及び管 

b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び放射線障害を防止する機

能を有する安全上重要な施設に属する容器及び管 

c. 上記 a又は bに接続するポンプ及び弁(安全上重要な施設を防護するために必要な緊急遮断

弁を含む。) 

d. 上記 a，b又は cに直接溶接される支持構造物であり，その破損により当該機器の損壊を生

じさせるおそれのあるもの 

e. 安全上重要な施設に属する内燃機関 

 

安全機能を有する施設の容器等の材料及び構造(主要な溶接部を含む。)は，施設時において，以

下の通りとし，その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」等に準拠し設計

する。 

 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対象とな

る申請書で示す。) 

 

9.3.1.1 材料 

安全機能を有する施設の容器等は，第１章 共通項目の「9.1 安全機能を有する施設」の要

求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重，腐食環境その他の使用条件に対して，適切

な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。 

 

 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。) 
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9.3.1.2 構造 

9.3.1.2.1 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等 

(1) 容器及び管 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の容器及び管(ダ

クトは除く。)は，第１章 共通項目の「9.1 安全機能を有する施設」及び「9.2 重大事

故等対処設備」の要求事項を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使用温度及び機械的

荷重が負荷されている状態(以下「設計条件」という。)において，全体的な変形を弾性域に

抑える及び座屈が生じない設計とする。 

常設重大事故等対処設備の容器等のうち水素爆発の影響を受ける容器及び管は，設計条

件を超える水素爆発等の衝撃荷重が負荷される状態において，経路の破断や開口に至る塑

性変形が生じない設計とする。 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のダクトは，設計

条件において，延性破断に至る塑性変形を生じない設計とする。 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の伸縮継手は，設

計条件で応力が繰り返し加わる場合において，疲労破壊が生じない設計とする。 

 

 

 

 

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等のポンプ及び弁並

びに内燃機関は，設計条件において，全体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設

計とする。 

 

 

 

(3) 支持構造物 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の支持構造物は，

設計条件において，延性破断及び座屈が生じない設計とする。 

 

 

 

 

9.3.1.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容器等 

可搬型重大事故等対処設備の容器等（完成品は除く。）は，設計条件において，全体的な

変形を弾性域に抑える設計とする。 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，消防法に基づく技術上の規格等一般産

業用工業品の規格及び基準に適合していることを確認し，使用環境及び使用条件に対して，

9.3.1.2 構造 

9.3.1.2.1 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等 

(1) 容器及び管 

安全機能を有する施設の容器等の容器及び管(ダクトは除く。)は，第１章 共通項目の

「9.1 安全機能を有する施設」の要求事項を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使

用温度及び機械的荷重が負荷されている状態(以下「設計条件」という。)において，全体的

な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。 

 

 

 

 

安全機能を有する施設の容器等のダクトは，設計条件において，延性破断に至る塑性変形

を生じない設計とする。 

安全機能を有する施設の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合に

おいて，疲労破壊が生じない設計とする。 

 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対

象となる申請書で示す。) 

 

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関 

安全機能を有する施設の容器等のポンプ及び弁並びに内燃機関は，設計条件において，全

体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。 

 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対

象となる申請書で示す。) 

 

(3) 支持構造物 

安全機能を有する施設の容器等の支持構造物は，設計条件において，延性破断及び座屈が

生じない設計とする。 

 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対

象となる申請書で示す。) 

 

9.3.1.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容器等 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対

象となる申請書で示す。) 
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要求される強度を確保できる設計とする。 

ただし，可搬型重大事故等対処設備の容器等のうち内燃機関は，完成品として一般産業用

工業品の規格及び基準で規定される温度試験等を実施し，定格負荷状態において，要求され

る強度を確保できる設計とする。 

 

9.3.1.3 主要な溶接部 

安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部(溶接

金属部及び熱影響部をいう。)は，次のとおりとする。 

・不連続で特異な形状でない設計とする。 

・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その

他の欠陥がないことを非破壊試験により確認する。 

・適切な強度を有する設計とする。 

・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることを機械試験そ

の他の評価方法によりあらかじめ確認する。 

なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により再処理施設の技術基準に関する規則の

解釈の「再処理施設の溶接の方法等について(別記)」に適合していることを確認する。 

常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部の耐圧試験は，母材と同等の方法及び同じ

試験圧力にて実施する。 

 

 

9.3.2 耐圧試験等 

(1) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等(支持構造物は除く。)は，施

設時において，次に定めるところによる圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著し

い漏えいがないことを確認する。 

また，安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等の主要な溶接部のう

ち再処理第１種容器及びライニング型貯槽の溶接部は，漏えい試験の種類に応じた圧力で漏えい試

験を行ったとき，著しい漏えいがないことを確認する。 

なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の「再処理

施設の溶接の方法等について(別記)」等に準拠し実施する。 

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の最高使用圧力を超え，かつ，機器に生ず

る全体的な変形が弾性域の範囲内となる圧力とする。 

b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は，

大気圧と内圧との最大の差を上回る圧力とする。この場合において，耐圧試験の圧力は機器

の内面から加えることができる。 

ただし，気圧により耐圧試験を行う場合(最高使用圧力が 98kPa 未満の場合を除く。)であって，

当該圧力に耐えることが確認された場合は，当該圧力を最高使用圧力までに減じて著しい漏えいが

ないことを確認する。 

最高使用圧力が 98kPa 未満の場合であって，気圧により耐圧試験を行う場合の試験圧力は，水圧

 

 

 

 

 

9.3.1.3 主要な溶接部 

安全機能を有する施設の容器等の主要な溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。)は，次のと

おりとする。 

・不連続で特異な形状でない設計とする。 

・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その

他の欠陥がないことを非破壊試験により確認する。 

・適切な強度を有する設計とする。 

・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることを機械試験そ

の他の評価方法によりあらかじめ確認する。 

なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により再処理施設の技術基準に関する規則の

解釈の「再処理施設の溶接の方法等について(別記)」に適合していることを確認する。 

 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。) 

 

9.3.2 耐圧試験等 

(1) 安全機能を有する施設の容器等(支持構造物は除く。)は，施設時において，次に定めるところ

による圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えいがないことを確認する。 

 

また，安全機能を有する施設の容器等の主要な溶接部のうち再処理第１種容器及びライニング型

貯槽の溶接部は，漏えい試験の種類に応じた圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがない

ことを確認する。 

なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の「再処理

施設の溶接の方法等について(別記)」等に準拠し実施する。 

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の最高使用圧力を超え，かつ，機器に生ず

る全体的な変形が弾性域の範囲内となる圧力とする。 

b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は，

大気圧と内圧との最大の差を上回る圧力とする。この場合において，耐圧試験の圧力は機器

の内面から加えることができる。 

ただし，気圧により耐圧試験を行う場合(最高使用圧力が 98kPa 未満の場合を除く。)であって，

当該圧力に耐えることが確認された場合は，当該圧力を最高使用圧力までに減じて著しい漏えいが

ないことを確認する。 

最高使用圧力が 98kPa 未満の場合であって，気圧により耐圧試験を行う場合の試験圧力は，水
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による耐圧試験の場合と同じ圧力とする。 

重大事故等対処設備の容器等であって，規定の圧力で耐圧試験又は漏えい試験を行うことが困難

な場合は，試運転による機能及び性能試験(以下「運転性能試験」という。)結果を用いた評価等に

より確認する。 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能試験，目視等による有

害な欠陥がないことの確認とすることもできるものとする。 

 

(2) 安全機能を有する施設の容器等及び重大事故等対処設備の容器等(支持構造物は除く。)は，維

持段階において，通常運転時における圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないこと

を確認する。 

なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」等に準拠し実施する。 

ただし，重大事故等対処設備の容器等(支持構造物は除く。)は，使用時における圧力で漏えい試

験を行うことが困難な場合は，運転性能試験結果を用いた評価等により確認する。 

可搬型重大事故等対処設備の容器等の完成品は，上記によらず，運転性能試験，目視等による有

害な欠陥がないことの確認とすることもできるものとする。 

圧による耐圧試験の場合と同じ圧力とする。 

 

 

 

 

 

 

(2) 安全機能を有する施設の容器等(支持構造物は除く。)は，維持段階において，通常運転時にお

ける圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを確認する。 

 

なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」等に準拠し実施する。 

 

 

 

 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対象とな

る申請書で示す。) 
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1. 変 更 前 変 更 後 

第１章 共通項目 

9. 設備に対する要求 

9.3 材料及び構造 

9.3.1 材料及び構造 

安全機能を有する施設における材料及び構造にあっては，安全機能を有する施設に属するものの

うち以下のいずれかに該当するものを再処理施設の安全性を確保する上で重要なもの(以下，安全

機能を有する施設にあっては「安全機能を有する施設の容器等」という。)として材料及び構造の対

象とする。 

a. その機能喪失によって放射性物質等による災害又は内部エネルギーの解放による災害を及

ぼすおそれがある機器区分(再処理第１種機器から再処理第５種機器)に属する容器及び管 

 

b. 公衆若しくは従事者の放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び放射線障害を防止する機

能を有する安全上重要な施設に属する容器及び管 

 

c. 上記 a又は bに接続するポンプ及び弁(安全上重要な施設を防護するために必要な緊急遮断

弁を含む。) 

d. 上記 a，b又は cに直接溶接される支持構造物であり，その破損により当該機器の損壊を生

じさせるおそれのあるもの 

e. 安全上重要な施設に属する内燃機関 

 

安全機能を有する施設の容器等の材料及び構造(主要な溶接部を含む。)は，施設時において，以

下の通りとし，その際，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」等に準拠し設計

する。 

 

 

 

 

9.3.1.1 材料 

安全機能を有する施設の容器等は，第１章 共通項目の「9.1 安全機能を有する施設」の要

求事項を踏まえ，その使用される圧力，温度，荷重，腐食環境その他の使用条件に対して，適切

な機械的強度及び化学的成分を有する材料を使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

第１章 共通項目 

9. 設備に対する要求 

9.3 材料及び構造 

9.3.1 材料及び構造 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対象とな

る申請書で示す。) 

 

9.3.1.1 材料 

変更なし 

 

 

 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。) 

 

 

既設⼯認に記載はないが，ポンプ及び弁については容器等と同様の設計，内燃機関につ
いて発電⽤⽕⼒設備に関する技術基準を定める省令に準拠した設計を実施しており，変
更はないため，変更前に記載。 

既設⼯認 添付書類Ⅴ（第 2 回申請） 

既設⼯認 添付書類Ⅴ（第 2 回申請） 

既設⼯認 添付書類Ⅴ（第 2 回申請） 

材構①−1 
材構①−5 

材構①−1 
材構①−5 

材構①−1 
材構①−3 

材構①−2 
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1. 変 更 前 変 更 後 

9.3.1.2 構造 

9.3.1.2.1 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等 

(1) 容器及び管 

安全機能を有する施設の容器等の容器及び管(ダクトは除く。)は，第１章 共通項目の

「9.1 安全機能を有する施設」の要求事項を踏まえ，設計上定めた最高使用圧力，最高使

用温度及び機械的荷重が負荷されている状態(以下「設計条件」という。)において，全体的

な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。 

安全機能を有する施設の容器等のダクトは，設計条件において，延性破断に至る塑性変形

を生じない設計とする。 

安全機能を有する施設の容器等の伸縮継手は，設計条件で応力が繰り返し加わる場合に

おいて，疲労破壊が生じない設計とする。 

 

 

 

 

 

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関 

安全機能を有する施設の容器等のポンプ及び弁並びに内燃機関は，設計条件において，全

体的な変形を弾性域に抑える及び座屈が生じない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

(3) 支持構造物 

安全機能を有する施設の容器等の支持構造物は，設計条件において，延性破断及び座屈が

生じない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1.2 構造 

9.3.1.2.1 安全機能を有する施設の容器等及び常設重大事故等対処設備の容器等 

(1) 容器及び管 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対

象となる申請書で示す。) 

 

(2) ポンプ及び弁並びに内燃機関 

変更なし 

 

 

（ 

 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対

象となる申請書で示す。) 

 

(3) 支持構造物 

変更なし 

 

 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対

象となる申請書で示す。) 

 

9.3.1.2.2 可搬型重大事故等対処設備の容器等 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対

象となる申請書で示す。) 

 

既設⼯認 添付書類Ⅴ（第 2 回申請） 

既設⼯認 添付書類Ⅴ（第 2 回申請） 

材構①−3 

材構①−3 

既設⼯認に記載はないが，ポンプ及び弁については容器等と同様の設計，内燃機関につ
いて発電⽤⽕⼒設備に関する技術基準を定める省令に準拠した設計を実施しており，変
更はないため，変更前に記載。 
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別紙６② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ 

 

1. 変 更 前 変 更 後 

9.3.1.3 主要な溶接部 

安全機能を有する施設の容器等の主要な溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。)は，次の

とおりとする。 

・不連続で特異な形状でない設計とする。 

・溶接による割れが生ずるおそれがなく，かつ，健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その

他の欠陥がないことを非破壊試験により確認する。 

・適切な強度を有する設計とする。 

・適切な溶接施工法及び溶接設備並びに適切な技能を有する溶接士であることを機械試験そ

の他の評価方法によりあらかじめ確認する。 

なお，上記の主要な溶接部は，使用前事業者検査により再処理施設の技術基準に関する規則の

解釈の「再処理施設の溶接の方法等について(別記)」に適合していることを確認する。 

 

 

 

 

9.3.2 耐圧試験等 

(1) 安全機能を有する施設の容器等(支持構造物は除く。)は，施設時において，次に定めるところ

による圧力で耐圧試験を行ったとき，これに耐え，かつ，著しい漏えいがないことを確認する。 

 

また，安全機能を有する施設の容器等の主要な溶接部のうち再処理第１種容器及びライニング型

貯槽の溶接部は，漏えい試験の種類に応じた圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがない

ことを確認する。 

なお，上記の耐圧試験又は漏えい試験は，再処理施設の技術基準に関する規則の解釈の「再処理

施設の溶接の方法等について(別記)」等に準拠し実施する。 

a. 内圧を受ける機器に係る耐圧試験の圧力は，機器の最高使用圧力を超え，かつ，機器に生ず

る全体的な変形が弾性域の範囲内となる圧力とする。 

b. 内部が大気圧未満になることにより，大気圧による外圧を受ける機器の耐圧試験の圧力は，

大気圧と内圧との最大の差を上回る圧力とする。この場合において，耐圧試験の圧力は機器

の内面から加えることができる。 

ただし，気圧により耐圧試験を行う場合(最高使用圧力が 98kPa 未満の場合を除く。)であって，

当該圧力に耐えることが確認された場合は，当該圧力を最高使用圧力までに減じて著しい漏えいが

ないことを確認する。 

最高使用圧力が 98kPa 未満の場合であって，気圧により耐圧試験を行う場合の試験圧力は，水圧

による耐圧試験の場合と同じ圧力とする。 

 

 

9.3.1.3 主要な溶接部 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対象と

なる申請書で示す。) 

 

9.3.2 耐圧試験等 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設⼯認に記載はないが，容器等の主要な溶接部の適合性に係る事項は，既設⼯認時か
ら使⽤済燃料の再処理の事業に関する規則，加⼯施設，再処理施設，特定第⼀種廃棄物
埋設施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則（平成 12 年総理府令
第 123 号）及び加⼯施設及び再処理施設の溶接の⽅法の認可について（通達）に準拠し
て実施しており，変更はないため，変更前に記載。 

既設⼯認 添付書類Ⅴ（第 2 回申請） 

材構①−4 
材構②−1 

材構②−2 
材構②−4 

材構①−4 

材構②−3 

材構②−5 

材構②−3 

177



別紙６② 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ 

 

1. 変 更 前 変 更 後 

 

 

(2) 安全機能を有する施設の容器等(支持構造物は除く。)は，維持段階において，通常運転時にお

ける圧力で漏えい試験を行ったとき，著しい漏えいがないことを確認する。 

 

なお，漏えい試験は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」等に準拠し実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(重大事故等対処設備に係る基本設計方針については，重大事故等対処設備の詳細設計の対象とな

る申請書で示す。) 

 

既設⼯認 添付書類Ⅴ（第 2 回申請） 

材構①−4 
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材構①

179



180



材構①－１

材構①－２

材構①－３
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材構①－３

材構①－４

材構①－５

182



材構②

183



材構②-1

材構②-1

材構②-2

184



材構②-3

185



材構②-3

材構②-4

186
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材構②-5
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